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研究ノート

第
二
章

労
働
統
制
の
展
開

経
済
発
展
に
と
も
な
い
工
業
労
働
者
層
が
急
速
に
膨
張
す
る
な
か
、
労

働
問
題
が
政
治
体
制
の
維
持
・
安
定
に
影
響
を
及
ぽ
し
う
る
要
因
に
な
り

始
め
た
の
は
、
七

0
年
代
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
時
期
を
通
じ
て
、

朴
政
権
は
「
国
力
の
培
養
」
を
掲
げ
重
化
学
工
業
と
輸
出
拡
大
に
取
り
組

ん
で
お
り
、
経
済
開
発
推
進
の
た
め
に
も
、
工
業
労
働
者
に
対
す
る
統
制

を
積
極
的
に
展
開
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
際
に
お
い
て
、
労
働
組
合

に
よ
る
企
業
及
び
政
府
に
向
け
て
の
利
益
表
出
活
動
を
ど
の
よ
う
に
規
制

す
る
の
か
、
労
働
者
の
経
済
的
動
員
と
分
配
を
ど
の
よ
う
に
進
め
る
の
か

が
、
政
府
に
と
っ
て
は
緊
要
な
課
題
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
本
章
は
、
こ

れ
ら
の
課
題
に
直
面
し
て
、
朴
政
権
が
ど
の
よ
う
に
対
応
し
て
き
た
の
か

会
、
七

0
年
代
を
中
心
に
考
察
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。

こ
こ
で
予
め
、
朴
政
権
の
労
働
統
制
の
特
徴
を
、
次
の
コ
一
点
に
概
括
し

て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。
第
一
に
は
、
組
織
労
働
者
が
中
央
の
政
治
場
裡

に
一
つ
の
政
治
勢
力
と
し
て
現
わ
れ
る
こ
と
を
妨
げ
る
、
言
わ
ば
非
政
治

的
な
指
向
が
指
摘
さ
れ
よ
う
。
そ
れ
は
、
政
党

l
議
会
に
向
け
て
の
労
働

組
合
の
政
治
活
動
を
制
限
し
、
組
織
労
働
者
を
政
治
的
に
動
員
せ
ず
動
員

も
さ
せ
ず
、
不
活
性
状
態
に
押
し
止
め
て
お
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
統
制
は
、
労
働
問
題
が
政
治
的
争
点
化
し
政
府
の
政
策
選
択

を
制
約
す
る
事
態
を
防
ぐ
こ
と
を
目
的
と
し
て
お
り
、
そ
の
基
本
的
な
枠

組
み
は
、
六

0
年
代
、
七

0
年
代
を
通
じ
て
大
き
く
変
わ
る
こ
と
が
な
か

っ
た
と
み
て
よ
い
。
第
二
は
、
労
使
紛
争
を
社
会
的
不
安
要
因
と
み
な
し

て
厳
し
く
規
制
し
、
労
使
関
係
を
始
め
と
し
た
社
会
秩
序
の
安
定
を
強
く

指
向
し
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
治
安
維
持
指
向
は
、
朴
政
権
期
を
通
じ
て

み
ら
れ
る
が
、
七

0
年
代
に
は
行
政
・
治
安
機
関
の
大
規
模
な
介
入
が
な

さ
れ
、
労
使
紛
争
の
処
理
が
一
層
強
化
さ
れ
て
い
る
。
第
三
は
、
七

0
年

代
半
ば
か
ら
労
働
者
を
企
業
に
包
摂
し
よ
う
と
す
る
指
向
が
み
ら
れ
始
め

た
こ
と
で
あ
る
。
政
府
機
関
の
介
入
が
強
化
さ
れ
た
だ
け
で
な
く
、
企
業

内
に
お
け
る
労
使
紛
争
(
拡
大
)
の
防
止
に
も
、
労
使
協
議
会
の
導
入
を

は
か
る
こ
と
で
政
策
的
な
考
慮
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
時
期

に
は
、
生
産
現
場
に
お
け
る
労
使
対
話
の
円
滑
化
と
生
産
性
の
向
上
を
企

図
す
る
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
企
業
の
労
務
管
理
の
合
理
化
に
も
つ
な
が

る
政
策
展
開
が
み
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
と
の
関
連
に
お
い
て
、
政
府
は
限

北法37(4・30)470

ら
れ
た
工
業
労
働
者
層
の
分
配
問
題
に
も
取
り
組
み
始
め
た
こ
と
を
指
摘

で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
統
合
指
向
は
、
介
入
を
も
っ
て
す
る
労
使
紛
争
の

事
後
処
理
的
対
応
の
限
界
を
、
治
安
維
持
だ
け
で
は
な
く
経
済
開
発
の
観

点
か
ら
も
、
政
府
が
認
識
し
て
初
め
て
政
策
と
し
て
展
開
さ
れ
る
も
の
で

あ
る
。
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司
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労
働
庁
発
足

産
業
災
山
下
げ
補
償
保
険
法
制
定

労
働
げ
例
規
乃
号
「
労
働
争
議
等
中
1
事
長
限
界
に
関
す
る
通
牒
し

外
同
人
投
資
企
業
の
労
働
組
A
U
及
び
労
働
争
設
に
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臨
時
特

列
去
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月
韓
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経
営
者
協
議
会
発
足

日
川
平
和
市
場
労
働
者
全
↑
雫
一
止
の
焼
身
内
殺

ロ
パ
幻
日
問
中
氷
保
衛
に
関
す
る
特
別
抗
置
法

1 12 11 9 4 
1 j月日 fj 1 j 

3

日

労

働

法

改

訂

8
バ
寸
第
一
次
長
期
展
望
(
一
九
七
一
二
1
1
八

O
)
L
策
定

l
H
は
円
緊
急
措
置
第
三
号
令
悶
民
生
活
安
定
の
た
め
の
措
置
」
)
宥
和

9
月
現
代
造
船
所
、
労
働
者
約
二
五

O
O名
の
暴
動

4
月
労
働
組
合
法
施
行
令
改
訂

8
月
中
央
労
使
懇
談
会
設
置

3 
F j 

韓
国
郎
市
産
業
農
村
宵
初
日
協
議
会
に
よ
る
「
労
働
者
人
権
買
J
H
」
発
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研究ノート

こ
の
よ
う
な
特
徴
を
も
っ
朴
政
権
の
労
働
統
制
を
考
察
す
る
に
あ
た
っ

て
は
、
企
業
レ
ヴ
ェ
ル
だ
け
で
な
く
中
央
政
府
レ
ヴ
ェ
ル
に
お
け
る
労
働

組
合
の
利
益
表
出
規
制
を
検
討
し
、
さ
ら
に
労
使
協
議
会
、
工
場
セ
マ
ウ

ル
運
動
、
社
会
保
障
政
策
(
特
に
医
療
保
険
)
及
び
企
業
内
福
利
厚
生
を

取
り
上
げ
る
こ
と
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
。
本
章
を
通
じ
て
、
労
働
統
制

に
お
け
る
こ
れ
ら
装
置
の
機
能
と
相
互
の
連
関
性
が
論
じ
ら
れ
、
権
威
主

義
体
制
下
に
お
け
る
工
業
労
働
者
の
統
合
の
試
み
が
、
そ
の
問
題
と
と
も

に
明
ら
か
に
さ
れ
よ
う
。

第
一
節

労
働
組
合

こ
の
節
で
は
、
ま
ず
七

0
年
代
を
通
じ
て
の
朴
正
照
政
権
に
よ
る
労
働

組
合
の
活
動
規
制
と
組
織
再
編
の
過
程
を
明
ら
か
に
し
、
次
い
で
労
使
紛

争
に
対
す
る
行
政
・
治
安
機
関
の
介
入
の
態
様
を
取
り
上
げ
る
。
そ
の
上

で
、
こ
れ
ら
労
働
組
合
の
統
制
構
造
に
、
労
総
(
韓
国
労
働
組
合
総
連
盟

の
略
称
)
の
指
導
層
が
い
か
に
適
応
し
て
い
っ
た
の
か
を
、
労
総
指
導
下

の
労
働
運
動
の
変
質
と
労
総
指
導
層
の
政
府
と
の
接
触
拡
大
を
取
り
上
げ

て
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
以
上
を
も
っ
て
、
朴
政
権
の
労
働
統
制
に

お
け
る
労
働
組
合
の
機
能
と
限
界
が
把
握
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

一
、
国
家
保
衛
法

一
九
七
一
年
一
二
月
六
日
、
朝
鮮
半
島
を
取
り
巻
く
国
際
情
勢
の
流
動

化
を
「
安
全
保
障
上
の
重
大
な
時
点
」
で
あ
る
と
し
て
、
政
府
は
国
家
非

常
事
態
を
宣
言
し
た
。
続
く
同
月
二
七
日
に
は
、
非
常
事
態
の
法
的
根
拠

を
な
す
と
と
も
に
、
大
統
領
に
広
範
囲
な
非
常
権
限
を
与
え
る
「
国
家
保

衛
に
関
す
る
特
別
措
置
法
」
(
以
下
、
保
衛
法
と
略
す
)
を
公
布
し
た
の
で

あ
る
。
こ
の
法
律
に
は
、
経
済
統
制
、
国
家
動
員
、
屋
外
集
会
・
示
威
の

規
制
又
は
禁
止
、
言
論
・
出
版
の
規
制
、
団
体
交
渉
権
等
の
規
制
な
ど
の

条
項
が
あ
り
、
そ
の
主
た
る
白
的
は
、
非
常
事
態
宣
言
に
お
い
て
言
う
と

こ
ろ
の
「
安
保
上
の
最
弱
点
と
な
る
一
切
の
社
会
不
安
を
許
容
せ
ず
、
ま

た
不
安
要
素
を
排
除
仁
幻
」
と
い
う
点
に
求
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
保

衛
法
が
社
会
統
制
の
効
力
を
実
際
に
発
揮
し
た
の
は
、
何
よ
り
も
労
働
組

合
の
活
動
規
制
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。

そ
れ
で
は
、
こ
の
保
衛
法
に
よ
っ
て
労
働
組
合
は
ど
の
よ
う
に
規
制
さ

れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
か
。
労
働
組
合
は
、
団
体
(
労
働
)
協
約
締
結
交

渉
を
自
律
的
に
解
決
す
る
の
で
は
な
く
、
行
政
機
関
の
介
入
に
よ
る
解
決

に
委
ね
る
な
ど
、
団
体
交
渉
権
・
団
体
行
動
権
の
行
使
に
厳
し
い
規
制
を

受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
保
衛
法
中
、
特
に
労
働
組
合
の
規
制

に
関
す
る
第
九
条
を
紹
介
し
て
お
く
。

北法37(4・32)472 



朴正煎維新体制と労働統制の展開(2)

第
九
条

①
非
常
事
態
下
に
お
け
る
勤
労
者
の
団
体
交
渉
権
ま
た
は
団
体
行
動
権

の
行
使
は
、
予
め
主
務
官
庁
に
調
整
を
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ

の
調
整
決
定
に
従
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

②
大
統
領
は
国
家
安
保
を
害
し
た
り
国
家
動
員
に
支
障
を
与
え
る
以
下

の
勤
労
者
の
団
体
行
動
を
規
制
す
る
た
め
に
特
別
の
措
置
を
行
な
う
こ

と
が
で
き
る
。

⑦
国
家
機
関
又
は
地
方
自
治
団
体
に
従
事
す
る
勤
労
者

的
)
国
営
企
業
体
に
従
事
す
る
勤
労
者

@
公
益
事
業
に
従
事
す
る
勤
労
者

白
)
国
民
経
済
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
事
業
に
従
事
す
る
勤
労
者

そ
れ
で
は
、
こ
の
第
一
項
に
規
定
さ
れ
て
い
る
行
政
官
庁
の
調
整
決
定

が
ど
の
よ
う
に
運
用
さ
れ
た
の
か
を
、
保
衛
法
以
前
の
規
制
と
対
照
し
つ

つ
、
団
体
交
渉
と
団
体
行
動
の
各
々
に
つ
い
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
そ
の

運
用
は
べ
労
働
庁
例
規
一

O
三
号
「
国
家
非
常
事
態
下
の
団
体
交
渉
権
等

調
整
業
務
処
理
要
領
」
(
一
九
七
二
年
二
月
二
九
日
)
と
例
規
一

O
五
号
(
同

年
三
月
二
五
日
)
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
て
い
(
問
。

両
例
規
に
よ
れ
ば
、
勤
労
者
・
勤
労
者
団
体
又
は
使
用
者
が
団
体
交
渉

を
な
そ
う
と
す
る
時
に
は
、
主
務
官
庁
に
調
整
申
請
を
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
ず
、
主
務
官
庁
は
申
請
接
受
後
三

O
日
以
内
に
調
整
決
定
を
下
さ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
の
主
務
官
庁
と
は
、
当
該
事
業
又
は
事
業
者

を
管
轄
す
る
ソ
ウ
ル
特
別
市
長
、
釜
山
市
長
、
道
知
事
な
ど
の
地
方
行
政

機
関
又
は
労
働
庁
長
を
指
し
て
い
る
。
だ
が
、
主
務
官
庁
が
全
て
の
調
整

申
請
を
一
方
的
に
処
理
す
る
と
い
う
の
で
は
な
か
っ
た
。
「
調
整
決
定
が
接

受
さ
れ
て
、
そ
の
決
定
が
あ
る
前
に
当
事
者
間
で
合
意
さ
れ
た
事
項
に
対

し
て
は
、
合
意
さ
れ
た
内
容
と
同
一
の
内
容
で
調
整
決
定
す
る
」
(
一

O
五

号
)
と
さ
れ
て
お
り
、
行
政
機
関
の
負
担
軽
減
の
た
め
に
も
、
当
事
者
聞

の
協
議
は
認
め
ら
れ
て
い
た
。
事
実
、
調
整
決
定
の
内
訳
を
み
れ
ば
、
労

使
当
事
者
間
の
事
前
合
意
に
基
づ
く
調
整
決
定
と
さ
れ
る
「
労
使
合
意
」

は
、
一
九
七
二
年
の
四

O
一
件
か
ら
七
九
年
の
一
六

O
七
件
に
ま
で
増
大

し
て
お
り
、
こ
れ
に
対
し
て
行
政
機
関
に
よ
る
一
方
的
な
調
整
決
定
と
さ

れ
る
「
調
整
合
意
」
は
一
九
七
六
年
の
四
二
三
件
か
ら
七
九
年
の
四
七
二

件
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
そ
し
て
調
整
決
定
が
下
さ
れ
た
の
で
あ
れ
ば
、

労
働
庁
の
解
釈
で
は
「
特
に
行
政
官
庁
の
調
整
に
不
服
な
場
合
、
労
使
当

事
者
は
再
審
や
行
政
訴
訟
を
提
起
し
え
な
(
ぱ
」
こ
と
か
ら
、
こ
れ
は
最
終

的
な
決
定
と
言
え
る
。

保
衛
法
下
に
お
い
て
は
団
体
交
渉
は
こ
の
よ
う
な
手
続
に
よ
ら
ね
ば
な

ら
な
い
と
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
労
使
問
の
自
律
的
な
交
渉
は
阻
害
さ
れ
る

こ
と
に
な
っ
た
。
調
整
決
定
を
申
請
す
る
過
程
に
お
い
て
労
働
組
合
は
、

具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
問
題
に
直
面
し
て
き
た
の
か
。
一
九
七
四
年
一
月
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か
ら
一
一
月
末
ま
で
に
労
総
が
実
施
し
た
団
体
交
渉
調
整
申
請
上
の
問
題

点
調
査
に
よ
る
な
ら
(
郎
、
総
数
回
二
件
の
問
題
点
は
、
「
労
働
合
意
が
な
い

と
い
う
理
由
で
調
整
期
間
を
遅
延
さ
せ
た
事
例
」
一
三
件
、
「
当
事
者
問
題

で
棄
却
し
た
事
例
」
一
三
件
、
「
調
整
決
定
事
項
を
使
用
者
側
が
不
履
行
し

た
事
例
」
六
件
、
「
申
請
内
容
を
労
使
合
意
し
て
提
出
せ
よ
と
し
た
事
例
」

五
件
、
「
暖
味
な
理
由
を
あ
げ
て
調
整
決
定
を
忌
避
し
た
事
例
」
三
件
、
「
調

整
官
庁
の
不
公
平
な
調
整
決
定
」
二
件
と
な
っ
て
い
る
(
「
当
事
者
問
題
」

と
は
調
整
申
請
の
当
事
者
が
事
業
場
単
位
の
労
使
代
表
者
に
限
定
さ
れ
た

こ
と
か
ら
生
じ
た
問
題
で
あ
る
)
。
調
整
決
定
に
あ
た
る
行
政
機
関
に
は
、

こ
こ
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
裁
量
の
幅
が
あ
り
、
労
働
組
合
は
対
使
用
者
交

渉
に
お
い
て
一
一
層
不
安
定
な
境
遇
に
お
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

し
か
し
、
保
衛
法
が
公
布
さ
れ
る
ま
で
は
、
団
体
交
渉
権
に
対
す
る
法

的
制
約
は
特
に
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
朴
政
権
が
一
九
六
三
年
に
改
訂
し

た
労
働
組
合
法
に
は
、
一
九
五
三
年
の
制
定
時
に
は
な
か
っ
た
不
当
労
働

(8) 

行
為
及
び
救
済
申
請
・
命
令
の
規
定
が
新
設
さ
れ
て
さ
え
い
る
。
さ
ら
に

そ
の
改
訂
に
は
、
産
業
別
体
制
に
基
づ
い
た
団
体
交
渉
を
、
間
接
的
に
で

は
あ
れ
補
強
し
よ
う
と
す
る
政
府
の
姿
勢
も
み
ら
れ
た
。
例
え
ば
、
「
団
体

協
約
締
結
は
工
場
、
事
業
場
そ
の
他
職
場
単
位
と
す
る
」
規
定
は
削
除
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
労
働
組
合
法
を
み
る
限
り
に
お
い
て
は
、
保
衛

法
以
前
ま
で
の
朴
政
権
は
、
団
体
交
渉
に
対
し
て
は
む
し
ろ
保
護
的
で
あ

っ
た
と
さ
え
言
え
、
保
衛
法
以
後
に
お
け
る
規
制
と
は
対
照
的
で
札
M
o

団
体
行
動
権
の
行
使
は
、
保
衛
法
が
公
布
さ
れ
る
ま
で
は
、
労
働
争
議

調
整
法
に
よ
る
規
制
を
受
け
て
き
た
。
同
法
は
一
九
五
三
年
に
制
定
さ
れ

て
い
る
が
、
一
九
六
三
年
の
改
訂
に
よ
っ
て
、
争
議
の
適
法
判
定
、
仲
裁

時
の
争
議
禁
止
、
緊
急
調
整
な
ど
の
規
定
が
設
け
ら
れ
、
労
働
争
議
の
規

制
が
強
化
さ
れ
て
い
る
。
労
働
争
議
の
調
整
手
続
き
を
み
る
な
ら
ば
(
六

三
年
改
訂
版
)
、
争
議
が
発
生
し
た
時
、
直
ち
に
関
係
当
事
者
は
行
政
官
庁

と
労
働
委
員
会
に
申
告
を
し
、
労
働
委
員
会
に
よ
る
争
議
の
適
法
性
審
査

を
受
け
ね
ば
な
ら
な
い
。
申
告
後
は
、
冷
却
期
間
に
入
り
、
一
般
事
業
で

は
二

0
日
間
、
公
益
事
業
で
は
三

0
日
間
経
な
く
て
は
、
ス
ト
ラ
イ
キ
・

怠
業
・
職
場
閉
鎖
な
ど
の
争
議
行
為
は
な
し
え
な
い
。
そ
の
聞
に
、
労
働

委
員
会
に
よ
る
斡
旋
・
調
停
が
な
さ
れ
、
さ
ら
に
仲
裁
に
回
附
さ
れ
れ
ば
、

冷
却
期
間
の
終
了
後
さ
ら
に
二

0
日
間
は
争
議
行
為
が
な
し
え
な
く
な
る
。

こ
れ
に
加
え
、
労
働
組
合
は
争
議
行
為
に
対
す
る
上
部
団
体
(
産
業
別
単

位
の
全
国
組
合
)
の
承
認
を
受
け
ね
ば
な
ら
な
い
。
以
上
が
法
律
上
の
調

整
手
続
き
で
あ
る
が
、
こ
れ
と
は
別
個
に
、
冷
却
期
間
中
に
警
察
・
中
央

情
報
部
の
治
安
機
関
が
非
公
式
な
介
入
を
な
し
て
き
た
と
言
わ
札
日
。

そ
れ
で
も
保
衛
法
が
公
布
さ
れ
る
ま
で
の
時
期
に
お
い
て
は
、
争
議
行

為
は
手
続
き
上
実
行
可
能
で
あ
り
、
合
法
的
な
争
議
行
為
は
極
め
て
僅
か

な
件
数
で
は
あ
る
が
、
事
実
発
生
し
て
き
た
。
だ
が
保
衛
法
公
布
以
後
に
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お
い
て
は
、
争
議
行
為
は
手
続
き
上
不
可
能
と
な
り
、
事
実
上
非
合
法
化

さ
れ
た
。
前
述
の
例
規
一

O
三
号
で
、
団
体
行
動
権
の
行
使
申
請
は
団
体

交
渉
の
調
整
決
定
が
な
さ
れ
る
ま
で
は
な
し
え
な
い
と
さ
れ
な
が
ら
も
、

例
規
一

O
五
号
に
お
い
て
「
団
体
交
渉
の
調
整
が
決
定
さ
れ
れ
ば
、
同
件

に
対
し
て
は
一
切
の
団
体
行
動
(
労
働
争
議
又
は
争
議
行
為
)
を
行
使
し

え
な
い
」
と
さ
れ
た
。
従
っ
て
、
「
今
ま
で
団
体
行
動
の
使
用
申
請
を
し
た

労
組
は
一
つ
も
な
山
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

団
体
交
渉
権
と
団
体
行
動
権
は
、
労
使
紛
争
の
抑
制
を
企
図
し
た
保
衛

法
を
も
っ
て
、
そ
れ
ま
で
に
な
く
厳
し
く
規
制
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

そ
れ
で
は
、
一
九
七
一
年
一
二
月
と
い
う
時
点
に
お
い
て
、
治
安
維
持
的

な
労
働
統
制
が
強
化
さ
れ
た
の
は
何
故
な
の
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
簡

単
に
で
は
あ
る
が
触
れ
て
お
く
。
国
家
非
常
事
態
宣
言
・
保
衛
法
に
至
る

背
景
を
短
期
的
に
と
ら
え
る
な
ら
ば
、
政
府
の
対
外
的
な
「
危
機
」
認
識

と
社
会
不
安
の
発
生
が
指
摘
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
後
者
は
、
一
九
七
一
年
春

の
大
統
領
選
挙
・
国
会
議
員
選
挙
が
野
党
プ

1
ム
を
引
き
起
こ
し
、
そ
の

余
波
と
し
て
社
会
各
所
か
ら
不
満
が
噴
出
し
た
こ
と
に
よ
る
。
そ
の
具
体

的
事
例
を
列
挙
す
れ
ば
、
司
法
権
の
侵
害
を
め
ぐ
り
多
数
の
判
事
が
集
団

辞
表
を
提
出
し
た
司
法
波
動
(
七
月
)
、
ス
ラ
ム
住
民
三
万
名
の
暴
動
と
い

う
広
州
大
団
地
事
件
(
八
月
)
、
ベ
ト
ナ
ム
派
遣
技
術
者
四

O
O余
名
に
よ

る
大
韓
航
空
ビ
ル
の
放
火
・
騒
擾
事
件
(
九
月
)
、
そ
し
て
ソ
ウ
ル
市
一
円

の
衛
戊
令
発
動
を
招
い
た
学
生
運
動
(
一

O
月
)
な
ど
が
あ
る
。
こ
れ
ら

の
事
件
が
、
短
期
的
に
み
る
限
り
に
お
い
て
国
家
非
常
事
態
宣
言
に
至
る

社
会
的
背
景
を
構
成
し
て
い
た
が
、
保
衛
法
中
に
労
働
組
合
の
規
制
条
項

が
設
け
ら
れ
た
経
緯
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
む
し
ろ
長
期
的
な
観
点
に

た
っ
て
み
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

ま
ず
、

一
九
七
一
年
前
後
数
年
間
に
お
け
る
労
使
紛
争
の
発
生
状
況
を

労働争議発生件数(1968.9. 1 -72. 8. 31) 

1968. 9. 1 1969. 9. 1 1970. 9目 I 1971. 9. 1 
-69.8.31 -70.8.31 -71. 8.31 -72.8.31 

繊維 24 18 121( 0 ) 5( 0) 

金 JI1I 13 6 13( 7 ) 3( 7 ) 

化学 6 6 10( 1 ) 5(1 ) 

自動車 5 6 ll( 1 ) l( 0) 

総計 115 89 236(40) 41( 18) 

表-16

括弧内は、非合法も合む争議行為件数。

労総、『事業報告』、1969、70、71、72年。

〔備考〕

〔出典〕

表-17 労使紛糾発生件数(1968.9. 1 -72. 8.31) 

1968. 9. 1 1969. 9. 1 1970. 9. 1 1971. 9. 1 
-69.8目31 -70.8.31 -71. 8.31 -72.8.31 

繊維 3 14 。 5 

金属 9 13 14 24 

化学 4 5 4 17 

自動車 46 61 1，474 

総計 130 165 1，656 346 

〔出典〕 同上。
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み
る
こ
と
に
す
る
。
労
総
集
計
の
「
労
働
争
議
」
、
「
労
使
紛
糾
」
(
争
議
申

告
さ
れ
な
い
紛
争
)
発
生
件
数
に
よ
る
な
ら
ば
(
表
一
六
、
一
七
)
、
い

ず
れ
も
七

O
年
九
月
一
日
か
ら
七
一
年
八
月
二
二
日
の
期
間
に
か
な
り
増

加
し
て
い
る
。
そ
の
期
間
を
全
国
組
合
ご
と
に
み
る
と
、
労
働
争
議
は
繊

維
組
合
に
よ
っ
て
、
労
使
紛
糾
は
圧
倒
的
に
自
動
車
組
合
(
パ
ス
・
ト
ラ

ッ
ク
・
タ
ク
シ
ー
の
運
転
手
な
ど
か
ら
な
る
)
に
よ
っ
て
急
増
し
た
こ
と

が
わ
か
る
。
だ
が
、
争
議
行
為
と
な
る
と
総
発
生
件
数
自
体
が
そ
も
そ
も

少
な
く
、
争
議
が
急
増
し
た
繊
維
組
合
に
至
つ
て
は
一
件
も
争
議
行
為
に

ま
で
発
展
し
て
い
な
い
と
い
う
状
況
で
あ
る
。
繊
維
組
合
と
と
も
に
製
造

業
部
門
を
組
織
し
て
い
る
金
属
・
化
学
組
合
で
は
、
労
働
争
議
、
労
使
紛

糾
の
い
ず
れ
の
件
数
も
僅
少
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、

一
九
七
一
年
に
労
使
紛
争
は
急
増
し
た
の
だ
が
、
そ
の
増
加
は
韓
国
の
工

業
生
産
を
一
時
的
に
で
あ
れ
麻
崎
押
さ
せ
た
り
、
そ
れ
に
脅
威
を
及
ぼ
し
た

り
す
る
程
度
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
言
え
る
。
従
っ
て
、
保
衛
法
中
の

第
九
条
を
、
労
使
紛
争
の
危
機
的
状
況
に
直
面
し
た
政
府
の
対
応
と
み
な

す
の
に
は
無
理
が
あ
る
。
む
し
ろ
保
衛
法
に
よ
る
労
組
規
制
は
、
七

0
年

代
を
迎
え
て
の
経
済
開
発
戦
略
の
新
た
な
展
開
に
即
応
し
て
現
わ
れ
た
と

考
え
ら
れ
る
。

一
九
七
一
年
に
策
定
さ
れ
た
第
三
次
経
済
開
発
五
ヵ
年
計
画
(
一
九
七

一一
1

七
七
年
)
は
、
重
化
学
工
業
を
戦
略
産
業
に
位
置
づ
け
、
外
国
資
本

の
導
入
と
合
弁
事
業
を
奨
励
し
て
い
る
。
「
鉄
鋼
業
は
国
力
を
象
徴
す
る
産

業
で
あ
(
初
」
と
さ
れ
、
鉄
鋼
業
を
始
め
と
す
る
重
化
学
工
業
が
国
家
的
事

業
と
し
て
強
力
に
推
進
さ
れ
た
。
そ
の
代
表
と
し
て
は
、
国
営
の
浦
項
綜

合
製
鉄
所
、
現
代
グ
ル
ー
プ
傘
下
の
現
代
造
船
所
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
(
い

ず
れ
も
一
九
七
三
年
に
生
産
を
開
始
)
。
外
資
導
入
に
お
い
て
は
、
借
款
企

業
が
経
営
難
に
陥
っ
て
い
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
政
府
は
日
米
を
中
心
と
す

る
外
国
民
間
資
本
の
直
接
投
資
に
積
極
的
に
取
り
組
み
始
め
て
い
た
。
一

九
七

O
年
一
月
に
「
輸
出
自
由
地
域
設
置
法
」
が
公
布
さ
れ
た
の
を
受
け
、

馬
山
・
裡
里
に
輸
出
自
由
地
域
が
造
成
さ
れ
、
さ
ら
に
六
ヵ
所
の
輸
出
産

業
工
業
団
地
、
亀
尾
輸
出
産
業
工
業
団
地
、
昌
原
機
械
工
業
団
地
、
一
一

カ
所
の
地
方
工
業
団
地
が
続
々
と
造
成
さ
れ
て
い
る
。
七

0
年
代
初
頭
に

か
け
て
、
直
接
投
資
を
受
け
入
れ
る
環
境
が
急
速
に
整
備
さ
れ
て
き
た
の

で
札
出
。
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政
府
は
、
か
か
る
経
済
環
境
の
変
化
に
あ
わ
せ
て
、
労
使
関
係
の
安
定

と
賃
金
抑
制
を
は
か
る
た
め
の
労
働
組
合
統
制
を
展
開
し
始
め
た
。
そ
の

最
初
に
、
一
九
七

O
年
一
月
に
公
布
さ
れ
た
「
外
国
人
投
資
企
業
の
労
働

組
合
及
び
労
働
争
議
調
整
に
関
す
る
臨
時
特
例
法
」
(
以
下
、
外
資
企
業
臨

時
特
例
法
と
略
す
)
が
あ
げ
ら
礼
的
。
同
法
は
、
外
資
業
体
に
お
け
る
労

働
組
合
の
設
立
及
び
労
働
争
議
の
管
轄
権
限
を
地
方
官
庁
・
地
方
労
働
委

員
会
か
ら
労
働
庁
・
調
停
委
員
会
に
移
し
て
い
る
。
管
轄
権
限
を
地
方
か



ら
中
央
レ
ヴ
ェ
ル
に
引
き
上
げ
た
の
は
、
外
資
業
体
に
お
け
る
労
働
組
合

の
結
成
及
び
活
動
を
中
央
で
集
中
管
理
で
き
る
よ
う
に
し
、
統
制
を
引
き

締
め
る
た
め
で
あ
っ
た
。
一
九
六
八
年
末
の
外
資
系
企
業
に
お
け
る
争
議

を
契
機
に
こ
の
法
律
は
制
定
さ
れ
て
い
る
が
、
以
前
か
ら
政
府
当
局
者
が

外
国
人
投
資
家
に
対
し
て
、
外
資
業
体
で
は
組
合
を
結
成
さ
せ
ず
、
組
合

が
で
き
て
も
労
使
紛
争
は
さ
せ
な
い
と
の
約
束
を
与
え
て
い
た
と
も
言
わ

れ
て
い
る
。
と
も
あ
れ
外
資
企
業
臨
時
特
例
法
の
制
定
以
後
、
馬
山
輸
出

自
由
地
域
に
お
い
て
は
組
合
は
結
成
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
一
九
七
五
年

三
月
現
在
の
外
資
業
体
四
八
七
社
(
従
業
員
一
四
万
七
千
名
)
中
、
組
織

業
体
は
四
四
社
(
従
業
員
二
万
八
千
名
)
に
す
ぎ
な
い
。

朴正照維新体制と労働統制の展開(2)

一
九
七
一
年
一
一
一
月
の
国
家
非
常
事
態
宣
言
も
、
外
国
資
本
誘
致
の
た

め
の
投
資
環
境
整
備
に
資
す
る
も
の
と
み
ら
れ
て
い
た
。
経
済
企
画
院
の

当
局
者
は
、
「
非
常
事
態
宣
言
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
す
べ
て
の
不
安
要
素
の

排
除
方
針
に
従
っ
て
、
外
国
人
た
ち
が
も
っ
と
も
憂
慮
し
て
い
る
労
働
争

議
が
か
な
り
緩
和
さ
れ
る
」
と
し
、
「
非
常
事
態
宣
言
に
よ
っ
て
経
済
安
定

が
成
し
遂
げ
ら
れ
れ
ば
、
外
国
人
投
資
は
よ
り
伸
び
て
い
く
も
の
と
期
待

し
て
い
出
」
と
語
っ
て
い
る
。
続
い
て
、
保
衛
法
第
九
条
は
、
ス
ト
ラ
イ

キ
な
ど
の
争
議
行
為
を
非
合
法
化
し
、
団
体
交
渉
に
ま
で
規
制
の
枠
を
広

げ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
期
に
、
政
府
は
明
示
的
な
賃
金
抑
制
政
策
を

と
っ
て
は
い
な
い
が
、
保
衛
法
に
み
る
労
働
組
合
の
活
動
規
制
は
、
労
使

紛
争
の
抑
制
だ
け
で
は
な
く
、
賃
金
抑
制
の
効
果
を
も
狙
う
も
の
で
あ
っ

た
と
み
ら
札
出
。

保
衛
法
第
九
条
が
設
け
ら
れ
た
の
も
、
国
家
非
常
事
態
宣
言
に
端
的
に

み
ら
れ
る
、
労
使
紛
争
を
安
全
保
障
態
勢
の
弱
点
と
す
る
認
識
が
政
府
内

部
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
安
全
保
障
優
先
か
ら
の
安
定
指

向
だ
け
で
は
、
防
衛
に
直
結
し
な
い
労
働
組
合
の
領
域
に
お
い
て
、
他
の

社
会
統
制
に
比
し
て
も
画
期
的
な
政
策
展
開
が
み
ら
れ
た
こ
と
を
、
十
分

に
説
明
し
え
な
い
。
既
に
み
た
労
使
紛
争
の
増
加
も
、
労
働
統
制
の
展
開

を
説
明
す
る
に
十
分
で
は
な
か
っ
た
。
従
っ
て
、
労
働
組
合
に
対
す
る
統

制
は
、
安
全
保
障
や
労
使
紛
争
の
重
大
局
面
に
直
面
し
て
と
い
う
よ
り
も
、

七
0
年
代
初
頭
に
お
け
る
経
済
開
発
戦
略
に
あ
わ
せ
て
展
開
さ
れ
た
と
み

る
方
が
、
よ
り
妥
当
で
あ
ろ
う
。
一
言
い
か
え
れ
ば
、
七

0
年
代
に
輸
出
指

向
型
工
業
化
の
深
化
を
は
か
る
た
め
、
政
府
は
、
保
衛
法
公
布
を
画
期
点

と
し
て
、
労
働
組
合
統
制
の
強
化
を
な
す
こ
と
を
通
じ
、
労
使
関
係
の
安

定
と
賃
金
水
準
の
抑
制
を
は
か
ろ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

二
、
労
働
組
合
の
再
編
開

こ
こ
で
は
、
保
衛
法
を
始
め
と
す
る
政
府
の
統
制
に
よ
っ
て
、
労
働
組

合
の
組
織
が
い
か
な
る
規
制
を
う
け
、
組
織
形
態
の
面
に
お
い
て
い
か
な

る
変
容
を
み
た
の
か
を
検
討
し
た
い
。
そ
の
前
に
、
労
総
の
組
織
に
つ
い

北法37(4・37)477 
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年度 組労織者対(千象名勤) 組(合干名員)数 組織% 率(%) 

1955 189 

1960 334 

1963 1，120 224 20.0 

1965 1，360 302 22.2 

1970 2，386 473 19.8 

1975 3，295 750 22.8 

1979 4，642 1. 088 23.4 

1980 4，747 948 20.0 

1981 4，965 967 19.5 
」 一ーーーー」ーーー

表-18 労働組合員数及び組織率

組織対象勤労者とは、就業者中における非

農家の常用雇と臨時艇の合計。

1]茂基、「韓国労働経済判構造変化」、606頁。

〔備考〕

て
、
概
観
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

労
働
組
合
員
数
に
お
い
て
は
(
表
|
一
八
)
、
一
九
六

O
年
に
三
三
四
千

人
に
ま
で
増
加
し
て
い
る
が
、
六
一
年
に
い
っ
た
ん
租
織
が
強
制
解
体
さ

れ
て
い
る
た
め
、
六
三
年
に
は
こ
二
四
千
人
に
ま
で
減
っ
て
い
る
。
そ
の

後
、
組
合
員
数
は
ほ
ぼ
一
貫
し
て
増
加
傾
向
を
た
ど
り
、
七
0
年
代
に
著

し
く
増
加
し
て
い
る
。
こ
れ
に
比
べ
て
、
組
織
率
は
、
六
三
年
の
二
0
・

0
%
か
ら
七
九
年
の
二
三
・
四
%
ま
で
に
増
加
す
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

ま
た
八

O
年
に
は
、
組
合
員
数
と
組
織
率
の
い
ず
れ
も
減
少
し
て
い
る
こ

と
が
注
目
さ
れ
る
。

表ー19 全国組合の組織化状況「単位.千人〕

労総、 『事業報告』、1979年、302頁。

~t法37 (4・38)478

1961年 1970 1979 

鉄道 15 37 33 

繊維 15 57 174 

鉱山 14 32 

電力 5 11 15 I 
外機 5 36 20 

逓{言 4 22 

運輸 9 18 17 

海員 2 32 103 

金融 4 18 60 

専売 4 13 15 

化学 9 36 166 

金属 1 27 134 I 
t阜頭 10 21 20 

出版 10 6 

自動車 63 

連合 36 80 

観光 10 

言十 97 469 

〔出典〕

〔出典〕

労
総
は
、
一
九
七
九
年
現
在
に
お
い
て
一
六
の
産
業
別
組
合
と
一
つ
の
』

連
合
組
合
(
産
業
別
の
組
織
区
分
外
の
労
働
者
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い

る
)
か
ら
な
っ
て
お
り
、
制
度
上
は
産
業
別
の
組
織
体
制
を
と
っ
て
い
る
。

そ
こ
で
全
国
産
別
組
合
そ
れ
ぞ
れ
の
組
織
状
況
を
み
る
と
(
表
l
一九)、

六
0
年
代
以
来
の
工
業
化
を
反
映
し
て
、
組
合
員
数
で
み
た
主
力
組
合
に

変
化
が
現
わ
れ
て
き
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
え
る
。
六
一
年
の
労
総
再
建

時
に
お
い
て
は
、
鉄
道
・
繊
維
・
鉱
山
・
埠
頭
な
ど
が
主
力
を
な
し
て
い

た
が
、
七
0
年
代
、
特
に
そ
の
後
半
期
に
お
い
て
化
学
・
金
属
の
組
合
員

数
が
急
憎
し
、
七
九
年
の
主
力
組
織
は
繊
維
・
化
学
・
自
動
車
・
金
属
な

ど
と
な
っ
て
い
る
。
製
造
業
部
門
を
組
織
す
る
繊
維
・
化
学
・
金
属
の
三



朴正照維新体制と労働統制の展開(2)

医ト6 繊維・化学・金属組合の支部・分会数の精力目傾向(1964-79"j・)

ー一一一一一繊維

一一一一一化学

一一一一ーー金属

件

400 

AL三ラ央〉・，

300 

200 

100 

79(年)78 76 74 72 70 68 66 1964 

労総、『事業報告』、 1965-79年。

組
合
は
、
工
業
労
働
者
層
の
膨
張
に
と
も
な
い
労
総
全
体
に
占
め
る
比
重

を
高
め
て
き
て
い
る
。
次
に
、
こ
れ
ら
三
つ
の
産
別
労
組
の
傘
下
組
織
を

な
す
支
部
・
分
会
に
つ
い
て
も
、
そ
の
増
加
傾
向
を
み
て
お
く
(
図
1

六)。

三
組
合
の
支
部
・
分
会
数
は
、
一
九
六
四
年
か
ら
七
三
年
ま
で
は
停
滞
乃

至
漸
増
し
て
い
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
が
、
繊
維
・
金
属
組
合
に
お
い
て
は

七
四
年
以
後
に
著
し
く
増
加
し
、
化
学
組
合
に
お
い
て
は
七
九
年
に
急
増

し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
と
り
わ
け
繊
維
・
金
属
組
合
に
お
け
る
組

織
の
拡
張
は
組
合
員
数
の
増
加
に
加
え
て
、
組
織
数
の
順
調
な
増
加
を
も

と
も
な
っ
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
札
出
。

し
か
し
、
労
組
の
組
織
化
に
は
、
越
え
難
い
制
約
が
存
在
し
て
い
る
こ

と
も
、
ま
た
事
実
で
あ
る
。
外
資
業
体
に
お
い
て
労
組
の
結
成
が
難
し
い

よ
う
に
、
重
要
国
営
企
業
や
現
代
・
三
星
な
ど
の
企
業
グ
ル
ー
プ
(
財
閥
)

に
お
い
て
も
、
労
組
結
成
は
忌
避
さ
れ
て
い
(
出
。
重
工
業
部
門
で
成
功
し

た
現
代
グ
ル
ー
プ
に
お
い
て
は
、
新
た
に
接
収
さ
れ
た
五
社
に
労
組
が
あ

る
だ
け
で
あ
り
、
例
え
ば
国
産
車
生
産
に
携
わ
る
現
代
自
動
車
、
現
代
建

設
、
現
代
造
船
所
な
ど
に
は
労
組
は
な
い
。
三
星
グ
ル
ー
プ
に
お
い
て
も
、

接
収
企
業
の
東
邦
生
命
保
険
一
社
に
労
組
が
あ
る
だ
け
で
札
必
。
企
業
グ

ル
ー
プ
の
中
で
も
、
一
・
二
位
を
競
う
現
代
と
三
星
に
お
い
て
労
組
忌
避

は
と
り
わ
け
強
い
が
、
大
字
と
ラ
ッ
キ
ー
で
は
労
組
結
成
企
業
が
少
な
か

ら
ず
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
労
組
を
排
す
る
「
聖
域
」
が
、
も
っ
と
も
近

北法37(4・39)479
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代
的
で
大
規
模
な
企
業
に
多
く
み
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
留
意
さ
れ
て
お

き
た
い
。
こ
の
点
は
、
政
府
が
労
働
統
制
を
労
働
組
合
に
対
す
る
統
制
だ

け
を
も
っ
て
済
ま
し
え
な
い
領
域
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

次
に
、
労
働
組
合
法
が
大
幅
に
改
訂
さ
れ
た
一
九
八

O
年
二
一
(
別
に
至

る
ま
で
の
問
、
韓
国
労
総
の
組
織
編
成
が
い
か
な
る
特
徴
を
有
し
て
い
た

の
か
を
み
て
お
き
た
い
。
一
九
六
一
年
八
月
に
労
総
は
韓
国
労
働
組
合
総

連
盟
と
し
て
再
建
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
、
組
織
編
成
も
従

来
の
企
業
別
組
合
か
ら
産
業
別
組
合
に
不
完
全
な
が
ら
も
転
換
さ
れ
て
い

る
。
労
総
本
部
を
全
組
織
の
頂
点
と
し
て
、
そ
の
も
と
に
全
国
規
模
の
産

業
別
組
合
が
並
び
、
さ
ら
に
全
国
組
合
の
傘
下
組
織
と
し
て
支
部
・
分
会

が
あ
る
。
支
部
に
は
、
地
域
支
部
と
企
業
支
部
の
二
形
態
が
あ
り
、
前
者

は
中
小
事
業
体
に
組
織
さ
れ
た
分
会
を
擁
す
る
地
域
単
位
の
支
部
で
あ
る

の
に
対
し
て
、
後
者
は
大
規
模
事
業
体
に
組
織
さ
れ
た
企
業
別
組
合
に
他

な
ら
な
い
。
例
え
ば
、
金
属
組
合
に
お
い
て
は
、
組
合
員
一

O
O
O人
以

上
を
有
す
る
組
織
が
企
業
支
部
と
な
り
(
大
字
重
工
業
支
部
て
そ
れ
以
下

の
組
織
は
他
の
事
業
体
単
位
の
分
会
と
と
も
に
地
域
支
部
を
構
成
し
て
い

る
(
ソ
ウ
ル
支
部
太
陽
金
属
分
会
)
。
末
端
に
あ
た
る
組
織
が
企
業
に
帰
属

し
て
い
る
事
情
か
ら
、
労
総
の
組
織
編
成
は
産
業
別
で
あ
り
な
が
ら
も
(
組

合
員
の
加
入
は
直
接
、
産
別
組
合
本
部
に
な
さ
れ
る
)
、
企
業
別
組
合
の
側

面
を
も
合
わ
せ
持
つ
も
の
と
言
え
る
。

こ
の
企
業
別
の
色
彩
は
、
団
体
交
渉
の
形
態
に
も
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

団
体
交
渉
は
、
大
体
に
お
い
て
次
の
四
つ
に
分
類
さ
れ
人
刊
。
付
産
業
別

交
渉
鉄
道
・
逓
信
・
専
売
の
公
務
員
組
合
、
さ
ら
に
電
力
、
外
機
(
主

に
駐
韓
米
軍
従
業
員
)
、
海
員
(
全
国
規
模
の
支
部
と
各
種
使
用
者
団
体
聞

に
お
け
る
交
渉
、
協
約
締
結
権
は
全
国
組
合
委
員
長
に
あ
り
)
、
同
産
業
別
・

企
業
別
二
段
階
交
渉
全
国
組
合
が
使
用
者
団
体
と
交
渉
し
、
賃
金
引
上

げ
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
設
定
し
た
上
で
、
各
支
部
が
企
業
と
団
体
協
約
締

結
を
交
渉
す
る
方
式
で
あ
り
、
繊
維
に
み
ら
れ
る
、
同
地
域
別
交
渉
運

輸
・
埠
頭
・
自
動
車
・
出
版
、
回
企
業
別
交
渉
支
部
・
分
会
が
企
業
と

個
別
に
交
渉
す
る
方
式
で
あ
り
、
金
属
・
化
学
・
観
光
・
連
合
な
ど
に
み

ら
れ
る
。
こ
の
分
類
に
よ
れ
ば
、
産
業
別
の
組
織
体
制
が
団
体
交
渉
の
方

式
に
反
映
さ
れ
て
い
る
労
組
も
、
少
な
か
ら
ず
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
だ

が
、
製
造
業
部
門
を
組
織
す
る
労
組
の
う
ち
、
特
に
化
学
・
金
属
に
お
い

て
は
、
企
業
別
組
合
と
し
て
の
傾
向
が
そ
の
傘
下
組
織
に
強
く
現
わ
れ
て

い(初。
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こ
の
よ
う
に
労
総
は
、
企
業
単
位
に
組
織
を
分
散
す
る
要
素
を
、
そ
の

産
業
別
の
組
織
体
制
に
内
包
し
て
い
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
労
総
は
、

工
業
化
に
と
も
な
う
量
的
な
成
立
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
組
織
内
部
の
質
的

な
脆
さ
を
克
服
で
き
ず
に
、
か
え
っ
て
政
府
に
よ
る
組
織
再
編
を
受
け
て
、

組
織
と
し
て
の
凝
集
性
を
一
層
失
っ
て
い
っ
た
。



朴正照維新体制と労働統制の展開(2)

そ
れ
で
は
、
組
織
に
つ
い
て
の
概
観
を
ふ
ま
え
た
上
で
、
政
府
が
企
図

し
た
労
働
組
合
の
再
編
成
を
、
労
働
法
を
手
が
か
り
に
し
て
検
討
す
る
こ

と
に
し
た
い
。
一
九
六
三
年
の
労
働
組
合
法
・
労
働
争
議
調
整
法
の
改
訂

に
よ
っ
て
、
朴
政
権
は
労
働
組
合
の
組
織
面
に
新
た
な
規
制
を
設
け
、
そ

の
後
の
労
働
運
動
を
一
定
の
枠
の
中
に
お
い
た
。

労
働
組
合
の
組
織
規
制
に
お
い
て
、
骨
格
を
な
す
重
要
な
規
制
は
、
組

織
の
単
一
化
と
系
列
化
で
あ
る
。
労
働
組
合
法
で
は
、
労
働
組
合
の
欠
格

要
件
の
一
つ
に
「
組
織
が
既
存
労
働
組
合
の
正
常
な
運
営
を
妨
害
す
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
場
合
」
(
第
三
条
但
書
五
号
)
が
追
加
さ
れ
て
い
(
日
。
こ

れ
は
、
複
数
の
頂
点
組
織
に
よ
る
競
合
状
態
を
排
し
て
、
事
実
上
労
働
組

合
の
単
一
化
を
指
向
し
た
も
の
で
あ
る
。
系
列
化
と
は
、
産
業
別
組
合
の

編
成
を
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
傘
下
組
織
と
一
般
組
合
員
に
対
す
る
全
国

組
合
本
部
の
統
制
を
確
立
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
系
列
化
を
労
働
組
合

法
・
労
働
争
議
調
整
法
に
み
る
な
ら
ば
、
次
の
三
点
が
指
摘
さ
れ
る
。
第

一
に
、
産
業
別
編
成
を
前
提
と
す
る
よ
う
な
表
現
、
例
え
ば
「
全
国
的
な

規
模
を
も
っ
労
働
組
合
」
、
「
傘
下
労
働
団
体
」
な
ど
が
加
え
ら
れ
た
こ
と
、

第
二
に
、
労
組
設
立
申
告
書
の
記
載
事
項
に
「
そ
の
所
属
す
る
連
合
団
体
」

の
名
称
が
含
め
ら
れ
た
こ
と
(
労
働
組
合
法
第
一
三
条
第
一
項
)
、
第
三
に
、

「
全
国
的
な
規
模
を
も
っ
労
働
組
合
の
傘
下
労
働
団
体
が
争
議
行
為
を
す
る

場
合
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
手
続
〔
争
議
行
為
可
否
の
組
合
員
投
票
〕
を

経
て
所
属
労
働
組
合
の
承
認
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
(
第
一
二
条
第
二

項
目
)
と
す
る
規
定
が
新
設
さ
れ
、
争
議
の
局
面
に
際
し
て
の
上
部
組
織
に

よ
る
統
制
が
法
的
に
補
強
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
軍
事
政
権
は
、
労
総
を
頂
点
組
織
と
し
た
上
で
、
産
業
別

編
成
に
よ
っ
て
組
織
内
部
の
統
制
関
係
を
確
立
す
る
こ
と
を
は
か
っ
た
。

そ
の
主
た
る
目
的
は
、
組
織
の
内
部
統
制
機
能
を
も
っ
て
労
働
争
議
の
発

生
を
抑
制
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
こ
の
点
は
、
労
働
組
合
の

再
組
織
化
を
政
府
か
ら
任
せ
ら
れ
た
再
建
組
織
委
員
会
の
組
織
綱
領
の
中

の
「
産
業
別
労
働
組
合
の
単
一
組
織
体
制
を
確
立
し
て
組
織
の
乱
脈
を
止

(
お
)

揚
し
無
秩
序
な
労
働
争
議
を
防
止
す
る
こ
と
」
と
い
う
項
目
に
よ
く
示
さ

れ
て
い
る
。
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
政
府
が
労
働
組
合
を
積
極
的
に
組
織
化

す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
政
府
は
、
確
か
に
労
働
組
合
の
内
部
統
制
機
能

を
認
識
し
て
は
い
た
が
、
こ
れ
を
労
働
統
制
の
中
心
に
す
え
る
の
で
は
な

く
、
行
政
・
治
安
機
関
に
よ
る
労
使
紛
争
の
直
接
処
理
を
補
強
す
る
も
の

と
し
て
位
置
づ
け
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

単
一
化
・
系
列
化
に
は
、
労
働
運
動
を
規
制
す
る
面
だ
け
で
な
く
、
一

定
の
枠
内
で
は
あ
る
が
労
働
運
動
を
育
成
す
る
と
い
う
面
も
ま
た
含
ま
れ

て
い
る
。
育
成
面
と
は
、
こ
の
単
一
化
・
系
列
化
が
、
再
建
労
総
の
指
導

層
に
と
っ
て
組
織
防
衛
の
点
で
好
ま
し
か
っ
た
こ
と
よ
り
は
、
企
業
レ
ヴ

ェ
ル
を
越
え
た
地
域
乃
至
全
国
規
模
の
労
働
運
動
の
可
能
性
を
制
度
の
内

北法37(4・41)481 
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に
苧
ん
で
い
た
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
こ
の
点
で
単
一
化
・
系
列
化
の
規

定
は
、
政
府
が
労
働
組
合
の
活
動
に
介
入
し
規
制
す
る
こ
と
を
広
範
囲
に

定
め
た
規
定
l
組
合
規
約
及
び
決
議
の
取
消
・
変
更
、
経
理
状
況
の
検
査
、

臨
時
総
会
の
召
集
、
組
合
の
解
散
命
令
に
胞
と
は
異
な
り
、
二
菌
性
を

有
し
て
い
る
。

一
九
六
三
年
か
ら
一

O
年
経
た
七
三
年
に
、
再
び
労
働
組
合
法
と
労
働

争
議
調
整
法
が
改
訂
さ
れ
た
。
一
九
七
三
年
の
時
点
で
は
、
既
に
保
衛
法

が
団
体
交
渉
権
・
団
体
行
動
権
の
行
使
を
厳
し
く
規
制
し
て
お
り
、
従
っ

て
こ
の
法
改
訂
の
意
味
は
、
実
質
的
に
は
余
り
な
か
っ
た
と
言
え
る
。
そ

れ
で
も
、
維
新
体
制
に
移
行
し
て
間
も
な
い
時
期
に
な
さ
れ
た
こ
の
改
訂

は
、
七

0
年
代
以
後
に
政
府
が
労
働
組
合
の
統
制
を
ど
の
よ
う
な
方
向
に

展
開
し
よ
う
と
し
て
い
た
か
を
示
し
て
い
る
。

朴
政
権
は
、
一
九
七
三
年
の
法
改
訂
を
通
じ
て
、
労
総
の
単
一
組
織
の

外
枠
だ
け
を
残
し
て
系
列
化
を
緩
め
る
方
向
を
明
ら
か
に
し
た
。
具
体
的

に
言
え
ば
、
「
全
国
的
な
規
模
を
持
つ
労
働
組

A
E、
「
傘
下
労
働
団
体
」
な

ど
の
産
業
別
組
合
を
前
提
に
す
る
よ
う
な
表
現
が
殆
ど
全
て
削
除
さ
れ
、

さ
ら
に
は
上
部
組
織
(
全
国
組
合
)
に
よ
る
傘
下
組
合
の
争
議
行
為
の
事

前
承
認
規
定
が
削
除
さ
れ
た
。
保
衛
法
の
も
と
争
議
行
為
は
非
合
法
で
あ

る
た
め
、
そ
の
事
前
承
認
制
の
廃
止
自
体
に
は
実
質
的
な
意
味
が
な
い
。

だ
が
、
こ
の
よ
う
な
法
改
訂
は
、
政
府
が
産
業
別
一
編
成
を
緩
め
て
、
労
使

紛
争
の
企
業
内
限
定
化
を
推
進
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
の
現
わ
れ
で
あ

る
。
政
府
は
、
労
使
紛
争
の
処
理
を
迅
速
化
し
、
労
使
関
係
の
安
定
化
を

は
か
る
た
め
、
従
来
の
産
業
別
体
制
に
内
在
し
て
い
た
企
業
別
組
合
の
要

素
を
拡
げ
る
方
向
に
進
ん
だ
と
も
言
え
る
。
こ
の
よ
う
な
方
向
は
、
七

O
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年
代
に
お
け
る
政
府
の
労
働
統
制
の
展
開
に
、
共
通
し
て
み
ら
れ
た
特
徴

で
あ
る
。
一
九
七
三
年
の
労
働
法
改
訂
に
際
し
、
政
府
は
労
働
組
合
の
産
業
別
編

成
を
緩
め
る
方
向
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
が
、
こ
の
改
訂
に
ま
で
至
る
政

府
側
の
経
緯
を
直
接
確
認
す
る
資
科
は
入
手
し
え
な
い
。
そ
れ
で
も
、
産

業
別
組
合
と
し
て
発
足
す
る
に
至
っ
た
理
由
を
考
慮
す
れ
ば
、
こ
の
産
業

別
体
制
が
労
働
争
議
を
内
部
的
に
統
制
す
る
機
能
を
十
分
に
果
た
す
と
期

待
し
え
ず
、
む
し
ろ
そ
れ
と
は
逆
の
効
果
を
生
み
出
し
か
ね
な
い
と
い
う

認
識
が
、
政
府
を
し
て
労
総
の
組
織
再
編
に
向
か
わ
せ
た
と
推
測
で
き
る

よ
う
。
こ
の
点
を
示
唆
し
て
い
る
の
が
、
い
ず
れ
も
一
九
六
九
年
に
起
き

た
造
船
公
社
争
議
と
全
国
繊
維
労
組
の
指
導
に
よ
る
綿
紡
争
議
で
あ
る
。

特
に
、
三
ヵ
月
に
も
及
ん
だ
造
船
公
社
争
議
は
、
朴
政
権
の
発
足
後
に
お

い
て
最
も
激
し
い
最
初
の
争
議
で
あ
っ
た
。

(
幻
)

造
般
公
社
争
議
に
お
い
て
は
、
造
船
公
社
支
部
に
よ
る
ス
ト
ラ
イ
キ
事

態
に
対
し
て
、
会
社
側
は
職
場
閉
鎖
を
も
っ
て
対
抗
し
て
き
た
。
争
議
の

長
期
化
と
と
も
に
、
支
部
の
上
部
組
織
で
あ
る
全
国
金
属
労
組
が
介
入
し
、



ゼ
ネ
ス
ト
を
含
む
対
策
を
大
会
決
議
す
る
な
ど
し
た
が
、
政
府
は
緊
急
調

整
権
を
初
め
て
発
動
し
、
争
議
行
為
を
中
止
さ
せ
る
に
至
っ
た
。
続
い
て
、

支
部
幹
部
ら
が
解
雇
・
逮
捕
さ
れ
る
や
、
全
国
金
属
労
組
は
ゼ
ネ
ス
ト
も

辞
さ
ぬ
意
思
を
あ
ら
た
め
て
表
明
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
数
日
後
に
、

支
部
の
一
方
的
な
終
結
宣
言
に
よ
っ
て
争
議
は
幕
を
閉
じ
て
し
ま
っ
て
い

る。

朴正照維新体制と労働統制の展開(2)

こ
の
争
議
の
二
ヵ
月
後
の
一
二
月
に
、
労
働
庁
は
例
規
七
九
号
「
労
働

争
議
等
当
事
者
限
界
に
関
す
る
逸
駒
」
を
通
達
し
て
い
る
。
こ
の
例
規
は
、

「
団
体
交
渉
及
び
労
働
争
議
当
事
者
は
、
必
ず
当
該
事
業
場
の
使
用
者
と
直

接
従
属
関
係
に
あ
る
勤
労
者
で
構
成
さ
れ
た
労
働
団
体
の
代
表
者
が
な
る

こ
と
」
を
定
め
て
お
り
、
全
国
組
合
本
部
・
地
域
支
艇
の
代
表
者
が
傘
下

組
織
の
企
業
レ
ヴ
ェ
ル
に
お
け
る
団
体
交
渉
・
団
体
行
動
の
当
事
者
に
な

り
え
な
い
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
自
体
は
、
企
業
レ
ヴ
ェ
ル
に

お
け
る
上
部
組
織
の
支
援
活
動
を
一
切
排
除
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
団

体
交
渉
・
団
体
行
動
と
い
う
労
働
組
合
の
基
本
的
な
活
動
領
域
に
お
い
て

産
業
別
体
制
の
機
能
を
制
約
し
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
労
使
紛
争
を
局
限

化
し
て
処
理
す
る
指
向
の
最
初
の
あ
ら
わ
れ
で
も
札
的
。
こ
の
労
働
庁
例

規
七
九
号
に
続
い
て
、
保
衛
法
も
、
当
事
者
限
定
と
い
う
こ
の
方
針
を
継

承
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
点
を
、
労
総
に
語
ら
せ
れ
ば
、
「
団
体
交
渉
調
整
申
請
で
最
も
大
き

な
問
題
と
し
て
登
場
し
た
の
は
、
や
は
り
当
事
者
問
題
で
あ
っ
た
と
言
え

る
。
こ
れ
は
、
行
政
官
庁
が
労
使
交
渉
当
事
者
を
事
業
場
単
位
と
し
た
労

働
組
合
に
の
み
認
定
し
よ
う
と
し
た
こ
と
か
ら
出
発
し
た
。
政
府
の
こ
の

よ
う
な
方
針
は
、
決
し
て
今
度
に
始
ま
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
労
働
組
合

の
立
場
で
み
る
時
、
こ
れ
は
産
業
別
体
制
を
間
接
的
に
否
認
す
る
措
置
で

あ
り
、
進
ん
で
は
企
業
単
位
労
働
組
合
体
制
を
主
張
す
る
使
用
者
側
を
支

援
す
る
行
為
だ
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
も
の
で
あ
(
持
。
」

調
整
申
請
に
お
け
る
当
事
者
問
題
は
、
地
域
支
部
や
全
国
組
合
本
部
が

交
渉
の
当
事
者
と
な
っ
て
き
た
労
組
、
例
え
ば
自
動
車
、
埠
頭
、
連
合
、

海
員
な
ど
に
集
中
的
な
打
撃
を
与
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
労
総
は
、
こ
の

問
題
の
是
正
を
た
び
た
び
政
府
当
局
に
要
求
し
て
き
で
お
り
、
是
正
建
議

を
受
け
た
労
働
庁
は
柔
軟
に
処
し
、
遂
に
一
九
七
五
年
四
月
の
団
体
交
渉

調
整
決
定
指
針
に
お
い
て
、
当
事
者
制
限
を
全
面
的
に
緩
和
す
る
に
至
っ

て
い
(
出
。
だ
が
、
当
事
者
問
題
に
お
け
る
政
府
の
後
退
は
、
労
総
に
と
っ

て
必
ず
し
も
前
進
に
結
び
つ
く
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
保
衛
法
の
団
体
交

渉
・
団
体
行
動
規
制
が
基
本
的
に
維
持
さ
れ
て
い
る
限
り
に
お
い
て
は
、

産
業
別
体
制
の
機
能
を
活
性
化
す
る
こ
と
は
、
容
易
で
は
な
か
っ
た
こ
と

に
も
よ
る
。
労
総
は
、
七

0
年
代
後
半
の
『
事
業
報
告
』
に
お
い
て
、
「
で

き
る
限
り
現
在
の
よ
う
な
支
部
・
分
会
単
位
の
調
整
申
請
を
止
揚
し
て
、

業
種
別
な
い
し
産
業
別
に
大
単
位
団
体
交
渉
調
整
申
請
を
勧
奨
し
た
が
、
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主
務
官
庁
に
よ
る
企
業
別
当
事
者
間
の
協
約
締
結
勧
奨
と
産
別
組
合
の
統

制
力
欠
知
な
ど
で
、
所
期
の
成
果
を
期
し
え
な
か
っ
間
」
と
繰
り
返
え
し

述
べ
て
い
る
。
一
九
六
七
年
以
来
続
い
て
き
た
全
国
繊
維
労
組
綿
紡
部
会

と
綿
紡
協
会
と
の
中
央
労
使
協
会
機
構
は
産
業
別
労
使
交
渉
の
先
導
的
な

存
在
で
は
あ
っ
た
が
、
七
五
年
一
一
月
に
綿
紡
協
会
に
よ
っ
て
突
然
一
方

的
に
廃
止
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
(
問
。
こ
の
他
、
化
学
・
金
属
の
労
組
を
み

れ
ば
、
化
学
に
お
い
て
は
若
干
の
改
善
が
み
ら
れ
た
も
の
(
側
、
や
は
り
産
業

別
よ
り
も
企
業
別
と
し
て
の
傾
向
が
相
い
か
わ
ら
ず
強
か
っ
た
の
で
あ
る
。

政
府
に
よ
る
組
織
再
編
は
一
九
七

O
年
前
後
か
ら
始
ま
っ
て
お
り
、
そ

の
再
編
は
、
経
済
発
展
に
と
も
な
い
産
業
別
体
制
が
成
長
し
労
働
者
勢
力

の
交
渉
力
が
高
ま
る
こ
と
を
防
ぐ
た
め
に
、
そ
の
産
業
別
の
組
織
編
成
を

緩
め
企
業
レ
ヴ
ェ
ル
の
傘
下
組
織
を
分
散
・
孤
立
化
さ
せ
よ
う
と
す
る
も

の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
勿
論
、
労
総
は
企
業
別
組
合
編
成
に
完
全
に
移

行
し
た
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
個
別
企
業
を
越
え
た
労
働
者
の
集
団
的
交

渉
を
別
と
す
れ
ば
、
産
別
組
合
本
部
な
ど
上
部
組
織
に
よ
る
支
援
・
介
入

の
余
地
は
残
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
で
も
、
七

0
年
代
を
通
じ
て
、
産
業
別

組
合
体
制
が
弱
体
化
す
る
傾
向
が
あ
っ
た
こ
と
は
否
め
な
い
。
こ
の
傾
向

は
、
労
総
・
産
別
指
導
に
よ
る
労
働
運
動
の
衰
退
と
重
な
っ
て
お
り
、
ま

た
行
政
・
治
安
機
関
に
よ
る
労
使
紛
争
へ
の
介
入
拡
大
に
よ
っ
て
支
え
ら

れ
も
し
て
い
た
。
労
働
組
合
の
活
動
・
組
織
に
対
す
る
規
制
が
新
た
な
段

階
に
至
っ
た
状
況
に
お
い
て
、
行
政
・
治
安
機
関
に
よ
る
労
使
紛
争
へ
の

介
入
、
さ
ら
に
労
働
運
動
の
変
容
が
ど
の
よ
う
に
み
ら
れ
た
の
か
を
、
次

に
考
察
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
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三
、
労
使
紛
争
へ
の
介
入

労
働
者
勢
力
は
、
朴
政
権
の
政
治
体
制
の
も
と
で
、
政
治
的
影
響
力
が

著
し
く
劣
っ
た
弱
い
社
会
勢
力
で
あ
っ
た
。
経
済
発
展
を
背
景
に
工
業
労

働
者
層
が
急
速
に
膨
張
し
続
け
る
状
況
下
に
お
い
て
労
働
者
勢
力
非
政
治

化
が
か
な
り
の
程
度
抑
え
ら
れ
て
き
た
の
は
、
単
に
経
済
社
会
変
動
の
要

因
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
相
応
の
統
制
構
造
が
形
成
さ
れ
て
い
た
こ

と
に
も
よ
る
。
労
働
組
合
に
対
す
る
統
制
と
し
て
は
、
そ
の
活
動
と
組
織

へ
の
規
制
を
通
じ
た
労
使
紛
争
の
抑
制
及
び
処
理
、
さ
ら
に
政
治
体
制
へ

の
労
総
指
導
層
の
抱
え
込
み
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
労
使
紛
争
の

統
制
局
面
と
し
て
、
行
政
・
治
安
機
関
の
介
入
を
中
心
に
労
使
紛
争
の
処

理
機
構
に
つ
い
て
、
限
ら
れ
た
資
料
の
範
囲
内
に
お
い
て
で
は
あ
る
が
検

討
し
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。

労
使
紛
争
の
発
生
状
況
に
つ
い
て
は
、
一
九
七

O
年
前
後
に
限
っ
て
既

に
表
l
一
六
、
一
七
で
み
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
も
っ
と
長
期
間
に
わ
た

っ
て
み
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
問
題
と
な
る
の
が
資
料
で
あ
り
、

二

O
年
以
上
に
わ
た
っ
て
い
る
点
と
紛
争
(
処
理
)
の
内
容
に
ま
で
立
ち



朴正照維新体制と労働統制の展開(2)

表-20 労働争議発生件数(1959ー71年) 〔単位:件〕

「 1959年 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 

労働争議 95 227 81 89 126 113 117 130 135 94 90 109 

(争議行為) (12) (18) (16) (6 ) (4) (10) 

行政式官調1停iの非
公調 (%) I -17l. 7172. ~ 65. 8163. 0 174. 315竺
〔出典) 1959-61年は、金潤焼、中It訳、『韓国労働運動史』、234頁、 1963-65年は労総、『号号J:.

号三E昔fE号外』、567頁より各々再引。 1966ー71年は、労働川、『韓国労働統計年鑑』、
1971年版、253、256頁、 71年は、 74年版、300頁。

表 21 労使紛糾発生状況(1975-79年) 〔単位:件〕

1975年 1976 1977 1978 1979 

労使紛糾 1，049 754 1. 064 1，206 1，697 

行政処坦 615 432 668 785 1，178 

労使対立状態 434 322 396 421 519 

事前調整解決 301 212 300 319 414 

集団紛糾 133 110 96 102 105 

〔出典〕 金綿守、「韓国労使関係旦l構造的特性」、林鍾哲他編、『韓国司労働経済』、
201頁より再引。

表-22 集団紛糾発生原凶(1975-81年) 〔単位:件〕

1975年 1976 1977 1978 1979 1980 1981 

133 110 96 102 105 407 186 

賃金引上げ 42 31 36 45 31 38 38 

賃金計l~ 払 22 37 30 29 36 287 69 

休廃業・操業
7 8 4 3 5 11 11 

生豆 掛布

労組活動妨害 19 8 6 2 3 4 

不当処遇 10 12 7 9 7 

不当解雇 10 3 4 l 6 5 9 

勤労条件改持

及び労働協約
20 36 

そ σ〉 他 23 11 9 13 17 46 19 

(tf.l ~ll) 金綿守、「労使号汗~>lJ苦言ト七7ト」、『新;1(亜』、 1985年 611 号、

454兵より再引。
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入
れ
る
点
を
考
慮
し
て
、
こ
こ
で
は
敢
え
て
政
府
発
表
の
資
料
に
依
拠
す

る
こ
と
に
し
た
。

表
1

二
O
は
、
一
九
五
九
年
か
ら
七
一
年
ま
で
の
一
三
年
間
に
わ
た
る

労
働
争
議
の
発
生
件
数
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
争
議
件
数
は
、
一
九
六

O
年
を
除
け
ば
、
毎
年
ほ
ぽ
一

O
O件
前
後
で
あ
り
、
そ
の
内
争
議
行
為

を
伴
っ
た
争
議
件
数
は
、
多
い
時
で
一
八
件
で
大
体
一

O
件
前
後
に
と
ど

ま
っ
て
い
る
。
労
総
が
集
計
し
た
件
数
(
表
|
二
ハ
)
と
は
差
も
あ
る
が
、

い
ず
れ
で
あ
れ
労
働
争
議
、
な
か
で
も
ス
ト
ラ
イ
キ
な
ど
の
争
議
行
為
を

伴
う
争
議
は
僅
少
で
あ
っ
た
こ
と
に
は
違
い
が
な
い
。
こ
れ
ら
争
議
の
解

決
は
、
労
働
委
員
会
の
斡
旋
・
調
停
に
よ
る
も
り
も
、
行
政
官
庁
(
警
察
・

中
央
情
報
部
も
含
む
も
の
と
み
ら
れ
る
)
の
非
公
式
調
停
に
よ
る
も
の
が

多
い
こ
と
に
注
目
し
た
い
。

一
九
七
二
年
以
後
に
は
、
保
衛
法
施
行
に
よ
っ
て
争
議
の
発
生
は
み
ら

れ
な
い
と
の
理
由
か
ら
、
新
し
い
労
働
争
議
件
数
は
、
労
働
庁
発
行
の
「
韓

国
労
働
統
計
年
鑑
』
に
掲
載
さ
れ
な
く
な
る
。
そ
こ
で
、
一
九
七
五
年
以

後
に
お
け
る
労
使
紛
糾
・
集
団
紛
糾
の
発
生
状
況
を
み
る
こ
と
に
す
る
。

こ
の
集
団
紛
糾
と
は
、
「
法
律
上
の
争
議
行
為
で
は
勿
論
な
く
、
労
働
争
議

即
ち
『
労
働
関
係
当
事
者
間
の
主
張
の
不
一
致
に
よ
る
紛
争
状
態
』
ま
で

を
包
括
す
る
も
の
で
も
な
く
、
労
使
聞
の
紛
争
状
態
が
籍
城
や
一
不
威
な
ど

の
集
団
的
な
行
動
に
ま
で
顕
在
化
さ
れ
た
も
の
を
言
う
」
と
さ
れ
て
い
る
。

集
団
紛
糾
は
、
労
働
組
合
と
は
必
ず
し
も
関
係
な
く
、
組
合
の
あ
る
企
業

で
発
生
し
た
件
数
は
、
全
体
の
半
分
程
に
す
ぎ
に
叫
。
そ
れ
で
も
集
団
紛

糾
は
、
保
衛
法
下
に
お
け
る
争
議
行
為
の
代
替
戦
術
と
し
て
の
性
格
が
強

い
こ
と
か
ら
、
争
議
行
為
に
比
較
的
近
い
概
念
で
あ
る
と
み
れ
な
く
も
な

い
。
一
九
七
五
年
か
ら
七
九
年
ま
で
は
、
集
団
紛
糾
は
毎
年
一

O
O件
前

後
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
朴
政
権
崩
壊
後
の
八

O
年
春
に
急
増
し
、
四

O

七
件
に
達
し
て
い
る
が
、
全
斗
喚
政
権
の
発
足
と
と
も
に
鎮
静
化
に
向
か

っ
て
い
る
(
表
l
二
て
二
二
)
。
そ
の
発
生
原
因
を
み
る
と
、
賃
金
引
上

げ
と
賃
金
滞
払
が
そ
の
過
半
を
占
め
て
き
て
い
る
。
特
に
八

O
年
に
は
、

当
時
の
経
済
不
況
を
反
映
し
賃
金
滞
払
に
よ
る
集
団
紛
糾
が
著
し
く
増
え

て
い
る
。
集
団
紛
糾
に
至
ら
な
い
段
階
に
お
け
る
紛
争
解
決
で
は
、
概
念

が
不
明
瞭
で
あ
る
と
い
う
問
題
も
あ
る
が
、
労
使
紛
糾
に
対
し
行
政
処
理
、

労
使
対
立
状
態
に
対
し
事
前
解
決
が
な
さ
れ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
行
政
処

理
に
よ
る
解
決
件
数
は
労
使
紛
糾
の
増
加
に
応
じ
た
変
化
を
み
せ
て
お
り

注
目
さ
れ
る
(
表
|
二
二
)
。

朴
政
権
の
存
続
期
に
お
い
て
は
、
労
働
争
議
(
行
為
)
で
あ
れ
、
集
団

紛
糾
で
あ
れ
、
そ
の
発
生
は
ほ
ぼ
一
定
し
た
低
い
水
準
に
あ
り
、
朴
政
権

の
成
立
直
前
と
崩
壊
直
後
に
そ
の
発
生
が
突
出
す
る
形
で
増
大
し
て
い
る
。

こ
の
こ
と
は
、
朴
政
権
の
存
続
期
に
お
い
て
は
、
政
府
の
労
働
統
制
は
、

労
使
紛
争
の
抑
制
及
び
処
理
に
相
当
な
効
果
を
発
揮
し
て
い
た
こ
と
を
強
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く
示
唆
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
次
に
政
府
機
関
に
よ
る
労
使
紛
争
へ
の
介

入
を
、
具
体
的
事
例
に
即
し
て
み
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

政
府
機
関
に
よ
る
介
入
事
例
は
、
大
別
す
れ
ば
次
の
四
つ
に
分
類
で
き

よ事つ。

朴正照維新体制と労働統制の展開(2)

労
働
争
議
・
調
整
決
定
申
整
の
提
起
及
び
処
理
が
と
も
に
法
手
続
き

に
従
つ
て
な
さ
れ
る
場
合
で
あ
り
、
保
衛
法
公
布
以
後
に
は
、
労
働
争

議
が
事
実
上
非
合
法
化
さ
れ
、
行
政
官
庁
の
調
整
決
定
に
限
ら
れ
る
こ

と
に
な
る
。

同
労
働
争
議
・
調
整
決
定
申
請
の
提
起
は
法
手
続
き
従
つ
て
な
さ
れ
て

い
る
が
、
そ
の
処
理
は
、
警
察
・
中
央
情
報
部

(
K
C
I
A
)
の
治
安

機
関
を
始
め
と
し
た
政
府
機
関
に
よ
る
非
公
式
の
介
入
を
も
っ
て
な
さ

れ
る
場
合
で
あ
る
。
保
衛
法
公
布
以
後
に
行
政
官
庁
の
調
整
決
定
に
限

ら
れ
る
の
は
、
第
一
の
分
類
と
同
じ
で
あ
る
。

〔
事
例
〕

一
九
六
九
年
綿
紡
争
議
全
国
繊
維
組
合
綿
紡
部
会
の
ス
ト
ラ
イ
キ
決

議
、
ス
ト
・
職
場
閉
鎖
の
事
態
に
至
る
や
、
中
央
情
報
部
が
介
入
し
労

使
合
意
を
達
成
す
出
。

一
九
六
九
年
長
項
豊
農
肥
料
工
場
争
議
同
工
場
で
荷
役
作
業
に
携
わ

る
港
湾
労
働
者
が
機
械
化
に
よ
る
失
業
に
直
面
す
る
や
、
長
項
埠
頭
支

部
組
合
員
一

0
0
0余
名
は
ス
ト
ラ
イ
キ
に
突
入
し
た
。
経
済
企
画
院

は
、
直
ち
に
労
働
庁
に
紛
争
の
調
停
を
指
示
し
、
政
労
使
三
者
に
よ
る

協
定
書
が
作
成
さ
れ
た
。
だ
が
会
社
は
そ
の
履
行
を
拒
否
し
、
全
国
埠

頭
組
合
は
、
最
終
的
に
全
国
の
港
湾
に
ス
ト
を
波
及
さ
せ
る
戦
術
の
も

と
時
限
ス
ト
を
指
導
す
る
に
至
っ
た
。
経
済
的
混
乱
を
憂
慮
し
た
中
央

情
報
部
が
調
停
に
の
り
出
し
、
会
社
を
説
得
し
組
合
の
要
求
を
受
諾
さ

せ
て
い
る
。

一
九
七
三
年
全
国
金
属
組
合
釜
山
地
域
支
部
の
調
整
決
定
申
請

製
鋼
分
会
幹
部
ら
が
不
当
解
雇
さ
れ
た
こ
と
で
、
同
支
部
は
釜
山
市
に

調
整
決
定
を
申
請
し
た
。
市
当
局
は
、
当
事
者
聞
の
協
議
を
求
め
た
が
、

失
敗
す
る
や
釜
山
市
警
の
調
停
に
委
ね
た
後
、
双
方
に
団
体
協
約
を
締

結
さ
せ
て
い
る
。

臼
特
に
保
衛
法
公
布
後
に
み
ら
れ
る
違
法
な
籍
城
・
作
業
拒
否
な
ど
に

対
し
て
、
一
般
行
政
機
関
や
治
安
機
関
が
介
入
し
調
整
を
な
す
場
合
で
あ

り
、
時
に
労
働
者
の
連
行
が
な
さ
れ
る
。

富
国

〔
事
例
〕

一
九
七
一
年
三
益
織
物
争
議
一
二
月
慶
尚
北
道
地
方
労
働
委
員
会
に

三
益
織
物
分
会
は
争
議
発
生
を
申
告
し
適
法
判
定
を
受
け
た
。
調
停
が

失
敗
す
る
や
、
同
分
会
は
争
議
行
為
可
否
投
票
を
お
こ
な
い
、
労
働
委

員
会
に
争
議
行
為
発
生
申
告
を
し
た
。
だ
が
、
こ
の
聞
に
保
衛
法
が
公

布
さ
れ
た
こ
と
を
理
由
に
、
労
働
委
員
会
は
そ
の
接
受
を
拒
否
し
た
。
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争
議
行
為
が
封
鎖
さ
れ
た
な
か
、
大
郎
市
、
東
大
郎
警
察
署
、
大
郎
駐

在
中
央
情
報
部
が
介
入
し
、
調
整
を
お
こ
な
い
労
使
合
意
を
み
る
に
至

っ
て
い
る
。

一
九
七
四
年
卜
ン
パ
ン
繊
維
争
議

会
社
の
集
団
解
一
雇
計
画
に
対
し
て

従
業
員
は
カ
ト
リ
ッ
ク
労
働
青
年
会
会
員
を
中
心
に
組
合
を
結
成
し
、

対
抗
す
る
こ
と
に
し
た
。
労
使
交
渉
が
決
裂
す
る
や
、
組
合
は
一

0
0

余
名
の
断
食
箆
城
に
入
っ
た
。
最
終
的
に
は
、
労
働
庁
地
方
事
務
所
長

と
竺
察
署
長
の
立
会
い
の
も
と
で
労
使
合
意
書
が
取
り
か
わ
さ
れ
て
い

る。

(剛

一
九
七
五
年
天
一
穀
産
争
議
組
合
は
賃
金
引
上
げ
の
交
渉
を
要
求
し

た
が
、
会
社
は
こ
れ
を
拒
否
し
た
。
組
合
員
が
工
場
内
で
退
勤
拒
否
の

能
城
に
入
る
や
、
警
察
署
、
労
働
庁
な
ど
の
関
係
者
が
介
入
し
て
、
会

社
を
説
得
し
妥
協
案
を
提
示
さ
せ
た
。
組
合
は
こ
れ
に
合
意
し
、
箆
城

を
四
八
時
間
目
に
解
除
し
て
い
る
。

労
使
紛
争
に
お
い
て
、
労
働
者
が
保
衛
法
、
労
働
争
議
調
整
法
、
集

会
及
び
示
威
に
関
す
る
法
律
な
ど
に
違
反
し
た
行
為
を
す
る
や
、
治
安

機
関
が
介
入
し
、
労
働
者
を
連
行
・
逮
捕
す
る
場
合
で
あ
り
、
時
に
は

紛
争
が
暴
動
に
ま
で
発
展
し
、
機
動
竺
察
隊
が
大
量
に
投
入
さ
れ
る
こ

と
も
あ
る
。

〔
事
例
〕

一
九
六
七
・
六
八
年
全
国
鉱
山
組
合
の
主
油
従
炭
政
策
反
対
闘
争

七
年
二
一
月
同
組
合
及
び
支
部
幹
部
ら
二

O
O余
名
が
商
工
部
に
お
い

て
箆
城
し
、
そ
の
後
国
会
に
向
け
た
デ
モ
行
進
を
試
み
た
が
、
警
察
の

阻
止
に
合
い
三

O
余
名
が
連
行
さ
れ
て
い
る
。
六
八
年
に
は
運
動
は
地

方
に
波
及
し
、
デ
モ
、
投
石
戦
、
連
行
と
い
っ
た
事
態
が
発
生
し
(
問
。

一
九
七
二
年
韓
国
毛
紡
争
議
永
登
浦
都
市
産
業
宣
教
会
の
支
援
を
受

け
た
従
業
員
は
、
組
合
の
民
主
化
に
着
手
し
成
功
を
収
め
た
。
徹
夜
作

業
を
め
ぐ
っ
て
、
組
合
と
会
社
と
の
問
で
乱
闘
が
起
き
、
従
業
員
二
名

が
警
察
に
連
行
さ
れ
た
。
こ
れ
に
抗
議
す
る
た
め
、
六

O
O余
名
の
従

業
員
は
明
洞
聖
堂
に
お
い
て
龍
城
を
始
め
、
警
察
・
中
央
情
報
部
が
介

入
し
、
一
日
一
は
労
使
合
意
を
み
た
。
と
こ
ろ
が
、
会
社
は
先
の
龍
城
を

保
衛
法
違
反
嫌
疑
で
告
発
し
、
組
合
幹
部
一
四
名
が
連
行
さ
れ
る
と
い

う
事
態
と
な
っ
た
。
組
合
が
寵
城
に
入
る
構
え
を
み
せ
る
や
、
警
察
は

一
三
名
を
釈
放
し
、
さ
ら
に
事
態
が
言
論
を
通
じ
社
会
に
広
ま
る
と
逮

捕
さ
れ
た
残
り
二
名
も
釈
放
し
、
会
社
は
結
局
組
合
の
要
求
を
受
け
入

れ
団
体
協
約
の
締
結
に
応
じ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

ム

/、
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会
社
に
よ
る
従
業
員
身
分
の
一
方
的

な
変
更
な
ど
に
抗
議
す
る
集
会
に
端
を
発
し
て
、
二
五

O
O余
名
の
従

業
員
を
巻
き
込
ん
だ
暴
動
が
起
き
た
。
機
動
警
察
隊
が
投
入
さ
れ
、
一

六
時
間
め
に
解
散
さ
れ
て
い
る
が
、
従
業
員
六

O
O余
名
が
連
行
さ
れ

一
九
七
四
年
現
代
造
船
所
争
議



一
八
名
が
逮
捕
さ
れ
て
い
(
犯
。

一
九
七
五
年
太
陽
工
業
争
議
会
社
が
労
働
組
合
を
破
壊
す
べ
く
組
合

幹
部
を
解
雇
し
た
こ
と
に
対
し
て
、
組
合
員
は
作
業
を
拒
否
し
運
動
場

で
籍
城
に
入
っ
た
。
会
社
か
ら
の
通
報
を
受
け
た
警
察
は
、
錨
開
城
す
る

一
O
四
名
全
員
を
強
制
連
行
し
た
。
そ
の
後
も
、
組
合
員
四
四
名
に
よ

る
箆
城
が
再
度
な
さ
れ
た
が
、
警
察
は
強
制
解
散
、
連
行
、
逮
捕
を
も

っ
て
、
会
社
は
解
雇
を
も
っ
て
対
抗
し
、
組
合
を
有
名
無
実
な
も
の
と

v
レれ-一。

朴正照維新体制と労働統制の展開(2)

一
九
七
八
年
国
際
紡
織
争
議
会
社
は
組
合
の
御
用
化
を
は
か
る
た
め
、

支
部
長
を
解
任
す
る
工
作
ま
で
に
進
ん
だ
。
組
合
員
五

O
O余
名
は
抗

議
の
篇
城
に
入
っ
た
が
、
会
社
の
通
報
を
受
け
た
警
察
が
出
動
し
た
た

め
、
組
合
員
は
自
身
解
散
し
た
。
そ
の
後
、
全
国
繊
維
組
合
本
部
が
同

支
部
を
支
援
す
る
た
め
介
入
し
、
組
合
員
六

O
O余
名
は
再
び
会
社
の

不
当
労
働
行
為
に
抗
議
す
る
箆
城
に
入
っ
た
。
直
ち
に
機
動
隊
が
出
動

し
籍
城
を
強
制
解
散
さ
せ
、
全
国
繊
維
組
合
の
幹
部
ら
を
含
む
五
五
名

を
連
行
し
て
お
り
、
そ
の
内
問
委
員
長
ら
四
名
が
逮
捕
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
後
半
年
程
経
て
、
中
央
労
働
委
員
会
の
調
停
に
よ
っ
て
、
会
社
と

全
国
繊
維
組
合
と
の
間
で
、
解
雇
さ
れ
た
組
合
員
一

O
名
の
復
職
を
も

っ
た
合
意
書
が
取
り
か
わ
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
全
国
繊
維
組
合
は
会
社

と
結
託
し
た
支
部
幹
部
を
懲
戒
し
、
ま
た
同
支
部
の
事
態
収
拾
に
乗
り

出
し
て
い
(
問
。

労
使
紛
争
の
処
理
に
お
け
る
治
安
・
行
政
機
関
の
介
入
事
態
を
分
類
し

て
紹
介
す
る
こ
と
に
努
め
た
が
、
こ
れ
か
ら
次
の
三
点
が
指
摘
さ
れ
る
。

第
一
に
、
労
働
庁
、
労
働
委
員
会
に
劣
ら
ず
、
地
方
官
庁
、
警
察
、
中
央

情
報
部
の
介
入
が
多
く
み
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
特
に
保
衛
法
が
公
布
さ

れ
て
か
ら
は
、
労
働
争
議
の
非
合
法
化
に
よ
っ
て
労
働
委
員
会
は
そ
の
役

割
を
不
当
労
働
行
為
救
済
申
請
の
処
理
に
狭
め
る
こ
と
に
な
り
、
代
わ
っ

て
行
政
・
治
安
機
関
が
労
使
紛
争
処
理
に
お
け
る
役
割
を
拡
げ
て
い
る
。

第
二
に
、
警
察
、
中
央
情
報
部
の
治
安
機
関
の
介
入
は
、
労
働
者
の
抑
圧

に
限
ら
ず
、
労
使
紛
争
の
調
停
活
動
も
含
ん
で
い
る
こ
と
で
あ
る
。
治
安

機
関
は
、
労
使
紛
争
処
理
の
経
験
と
情
報
収
集
に
お
い
て
、
労
働
庁
を
含

む
行
政
機
関
と
く
ら
べ
て
著
し
く
劣
る
と
は
考
え
難
い
。
第
三
に
、
保
衛

法
が
公
布
さ
れ
、
労
働
組
合
の
活
動
に
お
け
る
非
合
法
の
範
囲
が
拡
大
さ

れ
た
こ
と
に
と
も
な
っ
て
、
治
安
機
関
の
抑
圧
的
な
介
入
が
増
え
た
こ
と

で
あ
る
。
労
働
者
が
保
衛
法
な
ど
の
法
律
に
違
反
し
た
こ
と
を
理
由
に
、

連
行
、
逮
捕
さ
れ
た
事
例
は
、
七

0
年
代
に
多
い
。
こ
の
よ
う
な
露
骨
な

抑
圧
が
、
労
働
者
に
団
体
行
動
を
た
め
ら
わ
せ
、
労
働
運
動
に
低
迷
を
き

た
し
た
、
重
要
な
要
因
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

労
使
紛
争
へ
の
政
府
機
関
の
介
入
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
「
労
使
関
係
行

政
に
お
い
て
は
労
働
行
政
と
内
務
行
政
の
未
分
化
・
重
複
現
象
が
少
な
く
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に
時
」
。
こ
れ
は
、
本
来
な
ら
ば
労
働
庁
が
主
務
管
庁
で
あ
る
は
ず
の
労
働

行
政
部
門
に
お
い
て
、
内
務
部
を
中
心
と
す
る
内
務
行
政
機
関
に
よ
っ
て

浸
食
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
指
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
介
入
を

始
め
と
し
た
労
働
統
制
を
担
う
側
に
お
け
る
特
徴
を
明
ら
に
し
て
く
れ
る
。

(
竹
田
)
、

ま
ず
労
働
庁
に
つ
い
て
述
べ
れ
は
一
九
六
三
年
九
月
に
保
健
社
会
部

の
労
働
局
か
ら
庁
に
昇
格
・
創
設
さ
れ
た
の
が
、
労
働
庁
で
あ
る
。
労
働

庁
は
、
各
市
・
道
に
地
方
事
務
所
を
配
置
し
、
こ
の
地
方
事
務
所
は
勤
労

監
督
官
、
職
業
安
定
所
、
産
業
災
害
保
険
事
務
所
、
労
働
相
談
所
を
統
轄

し
て
い
(
日
。
事
業
場
の
勤
労
基
準
、
産
業
安
全
な
ど
を
指
導
・
監
督
す
る

勤
労
監
督
官
は
、
一
九
八
二
年
現
在
で
三
六

O
名
に
す
ぎ
ず
、
監
督
官
一

名
が
約
一
六
三

O
O名
の
労
働
者
を
担
当
す
る
こ
と
に
な
り
、
人
員
の
不

足
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
労
働
庁
は
一
九
八
一
年
四
月
に
労
働
部
に
昇
格

し
て
い
る
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
労
働
部
が
政
策
開
発
及
び
決
定

機
構
と
し
て
の
役
割
よ
り
執
行
機
関
と
し
て
の
役
割
に
重
き
を
置
い
て
き

て
、
時
に
は
労
働
政
策
の
基
本
方
向
が
労
働
部
外
で
決
定
さ
れ
る
場
合
も

あ
り
、
政
策
決
定
と
業
務
執
行
が
分
離
さ
れ
る
現
象
ま
で
も
現
わ
し
(
問
」

と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
労
働
庁
(
部
)
は
、
労
働
行
政
を
最
前
戦

で
担
う
人
員
を
不
足
し
て
い
る
上
に
、
政
策
形
成
に
お
い
て
中
心
的
な
役

割
を
果
た
し
え
な
い
で
い
る
。

労
働
統
制
を
担
う
内
務
行
政
機
関
と
は
、
内
務
部
所
属
の
地
方
官
庁

警
察
・
国
務
総
理
直
属
の
ソ
ウ
ル
特
別
市
の
こ
と
で
あ
り
、
労
働
庁
と
と

も
に
、
労
働
組
合
の
設
立
・
運
営
、
調
整
決
定
申
請
、
労
使
紛
争
な
ど
を

取
り
扱
っ
て
い
る
。
特
に
内
務
部
は
、
地
方
行
政
(
地
方
局
)
と
警
察
行

政
(
治
安
局
、
一
九
七
四
年
に
治
安
本
部
に
昇
格
)
を
管
轄
し
て
お
り
、

全
国
を
網
羅
し
た
重
層
的
な
組
織
機
構
を
も
っ
て
、
圏
内
統
治
の
要
を
な

し
て
い
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
労
働
行
政
に
お
い
て
は
、
そ
れ
自
身
が

自
律
し
え
や
す
、
内
務
行
政
に
よ
る
浸
食
・
補
完
を
受
け
て
き
た
。
こ
の
問

題
に
関
し
て
、
次
の
三
つ
を
取
り
上
げ
検
討
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

第
一
は
、
労
働
関
連
法
の
レ
ヴ
ェ
ル
で
あ
る
。
労
働
組
合
の
設
立
・
運

営
を
管
轄
す
る
行
政
官
庁
は
、
二
ヵ
道
(
ソ
ウ
ル
特
別
市
・
釜
山
市
含
む
)

以
上
に
わ
た
る
組
合
で
は
労
働
庁
と
な
り
、
そ
れ
以
外
の
組
合
で
は
ソ
ウ

ル
特
別
市
、
釜
山
市
、
道
の
地
方
官
庁
と
な
る
。
行
政
官
庁
の
権
限
は
、
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組
合
の
設
立
申
告
証
の
交
付
か
ら
経
理
の
検
査
、
解
散
命
令
に
ま
で
及
ぶ

広
範
囲
な
も
の
で
あ
る
。
労
働
争
議
の
管
轄
宮
庁
は
、
ニ
ヵ
道
(
ソ
ウ
ル

特
別
市
・
釜
山
市
含
む
)
以
上
に
わ
た
る
争
議
と
全
国
的
に
重
要
な
争
議

で
は
労
働
庁
と
中
央
労
働
委
員
会
と
な
り
、
そ
れ
以
外
の
争
議
で
は
ソ
ウ

ル
特
別
市
・
釜
山
市
・
道
の
地
方
官
庁
と
地
方
労
働
委
員
会
と
な
る
。
一

九
七
三
年
三
月
に
労
働
争
議
調
整
法
の
改
訂
が
な
さ
れ
、
労
働
争
議
の
適

法
判
定
と
斡
旋
の
権
限
が
労
働
委
員
会
か
ら
行
政
官
庁
(
労
働
庁
も
含
む
)

に
移
管
さ
れ
行
政
官
庁
の
権
限
は
一
一
層
拡
大
さ
れ
て
い
る
。
保
衛
法
に
よ
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る
調
整
決
定
に
お
い
て
は
、
労
働
委
員
会
が
関
与
す
る
と
こ
ろ
は
な
く
、

二
ヵ
道
(
ソ
ウ
ル
特
別
市
・
釜
山
市
含
む
)
以
上
に
わ
た
る
か
、
外
資
企

業
臨
時
特
例
法
の
適
用
を
受
け
る
事
業
・
事
業
場
は
労
働
庁
の
管
轄
下
に
、

そ
れ
以
外
は
ソ
ウ
ル
特
別
市
・
釜
山
市
・
道
の
管
轄
下
に
お
か
れ
て
い
た
。

そ
の
た
め
、
表
!
二
三
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
労
働
庁
の
調
整
決
定
件
数

が
占
め
る
比
率
は
、
相
当
に
低
く
な
っ
て
い
る
。
こ
の
点
に
も
、
保
衛
法

公
布
以
後
の
労
働
行
政
が
、
内
務
行
政
機
関
の
動
員
・
利
用
に
依
る
と
こ

ろ
大
き
か
っ
た
こ
と
を
み
て
と
れ
よ
う
。

第
二
は
、
労
使
紛
争
処
理
の
レ
ヴ
ェ
ル
で
あ
る
。
内
務
行
政
機
関
が
労

使
紛
争
に
公
式
・
非
公
式
に
介
入
す
る
こ
と
は
、
先
に
紹
介
さ
れ
た
争
議

事
例
に
み
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
こ
で
は
、
八

0
年
代
の

全
斗
喚
政
権
下
に
お
け
る
行
政
・
治
安
機
関
の
介
入
に
つ
い
て
言
及
す
る

に
と
ど
め
る
。
一
九
八
一
年
二
月
に
、
全
政
権
は
労
働
問
題
の
迅
速
処
理

を
は
か
る
た
め
、
中
央
、
市
・
道
、
区
に
「
労
働
対
策
会
議
」
を
設
置
し

た
。
そ
の
機
能
は
、
付
労
使
紛
糾
の
予
防
及
び
解
決
、

N
H
労
使
問
題
の
誤

導
及
び
拡
散
の
防
止
、
同
労
働
問
題
に
対
す
る
第
三
者
介
入
の
防
止
、
回

そ
の
他
社
会
物
議
の
惹
起
の
憂
慮
あ
る
労
働
問
題
の
解
決
に
あ
る
と
さ
れ

て
い
る
。
労
働
対
策
会
議
の
組
織
機
構
は
、
保
健
社
会
部
の
中
央
労
働
対

策
会
議
、
労
働
庁
の
中
央
労
働
対
策
実
務
会
議
、
各
市
・
道
の
地
域
労
働

対
策
会
議
か
ら
な
り
、
市
長
・
道
知
事
が
必
要
と
認
め
る
場
合
に
は
、
市
・

団体交渉調整決定の取扱い行政官Ii'(1972-80>f.) 

1972年 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 計

労働 li 28 42 70 84 93' 100 93 107 132 510 

ソウル市 66 73 137 139 おI 291 306 279 276 1，243 

釜山市及び道 431 470 766 916 1， 124 1，651 1，732 1，763 1，808 7，090 

総 数 525 585 973 1， 139 1，448 2，042 2.131 2，149 2，216 8，843 

Ti働部、『韓国労働統計年鑑』、 1981年版、353頁。

表-23
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研究ノート

郡
・
区
に
ま
で
労
働
対
策
会
議
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
中
央
労
働
対

策
会
議
は
、
保
健
社
会
部
長
官
を
委
員
長
と
し
て
、
国
家
安
全
企
画
部
(
旧

中
央
情
報
部
)
第
一
次
長
、
経
済
企
画
院
、
商
工
部
、
投
資
部
、
建
設
部

の
各
次
官
、
治
安
本
部
長
、
労
働
庁
長
、
大
検
察
次
長
、
国
税
庁
長
に
よ

っ
て
構
成
さ
れ
、
中
央
労
働
対
策
実
務
会
議
は
、
労
働
庁
次
長
を
委
員
長

と
し
て
、
国
家
安
全
企
画
部
第
二
局
長
な
ど
関
係
部
署
の
実
務
者
に
よ
っ

て
構
成
さ
れ
て
い
る
(
労
働
庁
が
保
健
社
会
部
か
ら
独
立
し
て
、
労
働
部

に
昇
格
し
て
以
後
は
、
中
央
労
働
対
策
会
議
の
委
員
長
に
労
働
部
長
官
、

中
央
労
働
対
策
実
務
会
議
の
委
員
長
に
労
働
部
次
官
を
お
い
て
い
る
)
。
さ

ら
に
地
域
労
働
対
策
会
議
は
、
市
長
・
道
知
事
を
委
員
長
と
し
て
、
国
家

安
全
企
画
部
分
室
長
、
市
・
道
警
察
局
長
な
ど
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い

問
。
一
九
八
四
年
に
お
け
る
、
労
働
対
策
会
議
の
設
置
及
び
開
催
状
況
に

つ
い
て
は
、
表
|
二
四
の
通
り
で
あ
る
。

第
三
は
、
人
事
の
レ
ヴ
ェ
ル
で
あ
る
。
表
|
二
五
に
は
、
一
九
六
三
年

か
ら
八
五
年
ま
で
の
労
働
庁
長
・
労
働
部
長
官
二
一
名
の
経
歴
が
示
さ
れ

て
い
る
。
そ
の
経
歴
は
、
政
界
出
身
三
名
、
内
務
部
出
身
三
名
、
労
働
界

出
身
二
名
、
言
論
界
出
身
一
名
、
軍
医
出
身
一
名
、
陸
軍
出
身
一
名
、
そ

の
他
一
名
で
あ
る
。
一
九
六
一
年
か
ら
七
三
年
ま
で
の
労
働
庁
長
は
軍
医
・

政
界
出
身
者
が
な
っ
て
お
り
、
政
府
が
労
働
行
政
の
重
要
性
を
認
識
し
た

一
九
七
三
年
末
か
ら
は
内
務
部
出
身
の
労

結
果
の
人
事
と
は
言
い
難
い
。

働
庁
長
が
三
人
現
わ
れ
て
お
り
、
し
か
も
治
安
局
長
の
要
職
に
つ
い
た
警

察
官
僚
が
二
人
(
雀
社
烈
・
崖
錫
元
)
続
い
て
労
働
庁
長
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
人
事
は
、
保
衛
法
公
布
以
後
に
お
け
る
労
使
紛
争
の
取
り
締
り
強
化

と
符
合
し
て
お
り
、
労
働
庁
が
内
務
部
所
属
に
な
っ
た
観
を
呈
し
て
い
る
。

八

0
年
代
前
半
に
は
、
労
働
界
出
身
の
労
働
庁
長
・
労
働
部
長
官
が
二
人

現
わ
れ
て
い
る
。
元
逓
信
労
組
委
員
長
の
権
重
東
は
、
初
代
労
働
部
長
官

に
な
っ
て
お
り
、
鄭
漢
沫
は
、
現
職
労
総
委
員
長
で
あ
り
な
が
ら
も
、
労

働
部
長
官
に
任
命
さ
れ
て
い
る
。
一
九
八
五
年
二
月
に
労
働
部
長
官
は
陸

軍
出
身
の
越
激
権
に
交
代
し
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
人
事
は
、
八

0
年

代
に
入
り
労
働
統
制
に
新
た
な
展
開
が
み
ら
れ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
内
務
行
政
と
労
働
行
政
は
極
め
て
密
接
な
関
連
性
を
も
っ

て
お
り
、
特
に
労
使
紛
争
の
処
理
に
お
い
て
は
、
労
働
庁
や
労
働
委
員
会

で
は
な
く
、
内
務
行
政
機
関
や
情
報
機
関
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
き

で
い
る
。
朴
政
権
期
を
通
じ
労
使
紛
争
が
急
増
し
た
り
、
連
鎖
化
す
る
こ

と
も
な
か
っ
た
の
は
、
こ
れ
ら
機
関
の
介
入
に
よ
る
と
こ
ろ
が
少
な
く
な

い
。
こ
れ
ま
で
は
、
政
府
が
労
働
組
合
の
活
動
及
び
組
織
面
に
ど
の
よ
う

な
規
制
を
課
し
、
ま
た
労
使
紛
争
が
ど
の
よ
う
に
処
理
さ
れ
て
き
た
の
か

を
考
察
し
て
き
た
。
次
は
、
政
府
と
労
働
組
合
の
関
係
に
つ
い
て
、
労
総

指
導
層
の
対
応
1

労
働
運
動
の
指
導
と
対
政
府
接
触
!
と
い
う
観
点
か
ら
、

検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
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朴正照維新体制と労働統制の展開(2)

表-25 労働庁長及び労働部長官の経歴一覧表

氏 名 任 期 経 15そ

鄭照喫
1963. 9 

平嬢医専卒業、 53.陸軍軍医校長、 61-63.保健社会部長官
-64. 1 

李燦雨
1964. 1 時事通信社編集委員、大l司青年団中央常務委員、大韓労総発起委

-65.12 員、 60.第5代民議員(無所属)

李舛津
1965. 12 

京城法専卒業、 61.済州大助教授、 65.共和党組織部長
-71. 6 

組義暢
1971. 6 56-61.慶尚南道議員、 63.共和党中央常任委員、 70.共和党釜

-73.12 山市支部事務局長

崖社Y.!l
1973. 12 57. ソウル大法大卒業、 61.内務部治安局捜査指導課長、 68. ソ

-75.6 ウル市警局長、 69.法安局長、 70. ~長山市長

催錫元
1975. 6 56. ソウル大法大卒業、 59.慶尚南道普通信課長、71.治安局第

一77.7 1副局長、 73-74.治安局長

宇ト商烈
1977. 7 50 ソウル大法大卒業、 52 国務院事務局行政事務官、 68.中央

-80. 1 公報館長、 72.労i!lilli'中央職業訓練院長、 74 保社部社会局長

鄭宗 t畢
1980. 1 58. ソウル大法大卒業、 65 内務部市君11係長、 74. 同企画~~理室

-80.5 長、 76 忠~，;jt知事

朴昌圭
1980. 5 57 成均館大卒業、 57-63. ソウル新聞、大韓日報記者、 63 経

-80.7 済企画院、農林部公報官、71.労働!l'企画相理官、74労働Jiー次長

1980. 7 
55. ソウル大美術大付属中等教員養成所卒業、逓信部図案士、

権重東 61 逓信労組事務局長、その後日]労組委員長、 76-78.維新政友
-82.5 

会議員

1982. 5 
46-50.国民学校教師、戦時中、大韓労総に加わる。71.労総事

鄭 j英沫 務総長、 73.t阜頭労組委員長、 80.国家保衛立法会議議員、 80-
-85.2 

82.労総委員長(代行も含む)

超淑権
1985. 2 49.陸軍士官学校8期卒業、 74.師団長、予備役編入、

80.観光公社理事、全羅北道知事、 83.援護処長

労働部次官 1981. 4 
56.陸軍士官学校12期卒業、 61-64 陸士教官、ソウル地区保安

部隊授査課長、 73冒予備役編入、中央開発公社専務、 78ホテル新
鄭東吉吉 ~ 

羅社長

〔出典Jr大韓民図版代三府要人総鑑』、1981年I曽補。外務省アジア局監修、 r現代線図人名訂典』
1971年版。連合通信、『迷合年鑑』、 1985年版。『東亜11報』など。
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研究ノート

四
、
労
働
運
動
の
変
容

解
放
以
後
の
韓
国
に
お
け
る
労
働
運
動
の
歴
史
は
、
大
別
す
れ
ば
、
解

放
直
後
の
米
軍
政
と
李
承
晩
政
権
の
期
間
と
、
「
四
月
革
命
」
後
一
年
間
の

幕
合
い
劇
を
お
い
た
軍
事
ク
ー
デ
タ
ー
以
後
の
二
つ
に
分
け
ら
れ
よ
う
。

ま
ず
、
主
と
し
て
李
承
晩
政
権
期
に
あ
た
る
前
期
に
お
け
る
労
働
運
動
の

特
徴
を
簡
単
に
整
理
し
て
か
ら
、
六

0
年
代
・
七

0
年
代
の
後
期
に
お
け

る
労
働
運
動
を
検
討
し
た
い
。

前
期
の
特
徴
は
、
次
の
三
点
に
整
理
さ
札
問
。
第
一
に
、
解
放
後
の
反

共
労
働
団
体
に
結
集
し
た
指
導
者
は
、
必
ず
し
も
労
働
者
出
身
で
は
な
く

政
治
的
野
心
家
と
呼
べ
る
人
物
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
労
働
界
に
投
身

し
た
後
に
、
政
界
に
転
身
を
は
か
っ
た
事
例
は
少
な
く
な
い
。
大
韓
労
総

(
大
韓
労
働
総
連
盟
の
略
称
。
改
称
さ
れ
た
が
略
称
は
同
じ
)
の
指
導
者
で

あ
っ
た
銭
鎮
漢
と
丁
大
夫
の
経
歴
は
、
こ
の
よ
う
な
傾
向
を
比
較
的
よ
く

映
し
て
い
る
。

銭
鎮
漢
一
九

O
一
年
生
ま
れ
。
二
八
年
早
稲
田
大
学
卒
業
。
東
京
で

協
同
組
合
運
動
に
従
事
・
服
役
。
四
五
年
大
韓
独
立
促
成
青
年
総
連
盟

委
員
長
、
四
六
年
大
韓
独
立
促
成
労
働
総
連
盟
委
員
長
(
大
韓
労
総
に

改
称
後
、
五
二
年
ま
で
同
職
)
。
四
八
年
制
憲
国
会
議
員
、
同
年
八
月
l

一
二
月
初
代
社
会
部
長
官
。
六
三
年
民
政
党
最
高
委
員
、
六
七
年
韓
国

独
立
党
大
統
領
候
補
。

丁
大
夫
)
九

O
九
年
生
ま
れ
。
二
七
年
中
東
学
校
卒
業
。
三

O
年
京

城
電
気
会
社
入
社
、
大
韓
青
年
団
ソ
ウ
ル
団
部
訓
練
所
長
。
五
三
年
大

韓
労
総
京
電
労
組
委
員
長
、
自
由
党
中
央
委
員
、
五
四
年
大
韓
労
総
最

高
委
員
(
五
八
年
ま
で
同
職
)
、
第
三
代
民
議
員
(
自
由
党
)
、
五
八
年

第
四
代
民
議
員
(
自
由
党
)
。

第
二
に
、
大
韓
労
総
の
前
身
は
、
解
放
直
後
に
左
翼
の
労
働
組
合
を
破

嬢
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
下
向
式
的
に
結
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

政
治
団
体
と
し
て
発
足
し
た
大
韓
労
総
は
李
承
晩
政
権
期
に
入
っ
て
も
、

そ
の
役
割
を
、
労
働
運
動
を
指
導
す
る
方
向
に
十
分
に
転
換
し
え
な
か
っ

た
。
さ
ら
に
、
大
韓
労
総
の
指
導
層
は
派
閥
抗
争
に
終
始
し
、
労
働
者
か

ら
遊
離
し
た
結
果
、
大
緯
労
総
に
対
抗
す
る
組
織
(
全
国
労
働
組
合
協
議

会
)
が
結
成
さ
れ
る
ま
で
に
至
っ
て
い
る
。

第
三
に
、
大
韓
労
総
と
政
府
と
の
関
係
に
お
い
て
特
記
さ
れ
る
点
は
、

李
承
晩
大
統
領
が
大
韓
労
総
に
対
し
て
絶
対
的
と
も
言
え
る
影
響
力
を
有

し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
大
韓
労
総
の
支
柱
を
な
す
鉄
道
連
盟
の
存
立
を

め
ぐ
る
交
通
部
と
の
紛
争
の
解
決
、
さ
ら
に
大
韓
労
総
の
派
閥
抗
争
に
よ

る
分
裂
事
態
(
一
九
四
九
年
の
三
月
大
会
派
と
四
月
大
会
派
の
争
い
)
の

収
拾
、
い
ず
れ
も
李
承
晩
の
直
接
介
入
に
よ
っ
て
な
し
遂
げ
ら
れ
た
も
の

で
あ
る
。
李
承
晩
に
対
す
る
大
韓
労
総
の
従
属
関
係
を
決
定
づ
け
た
の
は
、

一
九
五
二
年
二
一
月
に
お
け
る
与
党
自
由
党
へ
の
大
韓
労
総
の
編
入
で
あ
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る
。
か
く
し
て
、
大
韓
労
総
は
自
由
党
中
央
委
員
一
名
の
役
職
を
得
て
、

李
承
晩
が
要
請
す
る
政
治
宣
伝
・
動
員
に
対
し
忠
実
に
応
え
る
こ
と
に
な

っ
た
。

朴正照維新体制と労働統制の展開(2)

「
四
月
革
命
」
で
李
承
晩
政
権
が
崩
壊
す
る
や
、
大
韓
労
総
は
そ
の
指

導
的
地
位
を
失
い
、
全
国
労
働
組
合
協
議
会
と
の
合
併
に
追
い
込
ま
れ
、

韓
国
労
連
(
臨
時
議
長
金
未
龍
)
が
結
成
さ
れ
て
い
る
。
韓
国
労
連
は
、

一
九
六
一
年
五
月
の
軍
事
ク
ー
デ
タ
ー
直
後
に
、
そ
の
傘
下
組
織
と
と
も

に
強
制
解
散
さ
れ
て
し
ま
う
。
こ
の
た
め
、
労
働
運
動
の
再
開
は
、
労
働

組
合
の
再
組
織
化
と
全
国
的
な
組
織
体
制
の
再
建
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
く

な
っ
た
。

再
建
労
総
(
大
韓
労
総
と
区
別
す
る
際
に
は
、
韓
国
労
総
の
名
称
を
用

い
る
)
に
よ
る
労
働
運
動
の
特
徴
を
理
解
す
る
に
は
、
ま
ず
そ
の
結
成
の

経
緯
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
札
却
。
軍
事
政
権
は
、
一
九
六
一
年
八
月

四
日
の
保
健
社
会
部
長
官
の
談
話
を
通
じ
て
、
「
全
国
単
一
産
業
別
労
組
」

の
方
向
で
労
働
組
合
の
再
建
を
は
か
る
方
針
を
明
ら
か
に
し
、
翌
日
そ
れ

を
担
う
責
任
者
九
名
を
指
名
、
「
韓
国
労
働
団
体
再
建
組
織
委
員
会
」
(
通

称
「
九
人
委
員
会
」
)
を
発
足
さ
せ
て
い
る
。
他
方
、
政
府
主
導
の
労
働
組

合
再
建
か
ら
排
除
さ
れ
た
旧
韓
国
労
連
の
全
未
龍
ら
は
、
こ
の
韓
国
労
総

に
対
抗
す
る
組
織
再
建
に
着
手
し
、
遂
に
韓
国
労
総
の
組
織
内
に
も
浸
透

す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
一
九
六
三
年
四
月
に
政
府
は
、
労
働
組
合
法
を
改

訂
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
事
実
上
労
総
の
単
一
体
制
を
支
持
し
、
労
連
再
建

の
動
き
を
封
じ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
韓
国
労
総
は
、
政
府
の
指
導

と
庇
護
の
も
と
下
向
式
的
に
つ
く
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

次
に
、
韓
国
労
総
の
指
導
者
に
お
け
る
経
歴
上
の
特
徴
を
み
て
お
き
た

い
。
一
九
六
一
年
か
ら
八
五
年
ま
で
の
労
総
委
員
長
一

O
名
に
お
い
て
は

(
若
干
名
が
不
十
分
な
札
卵
)
、
大
韓
労
総
の
中
心
的
な
幹
部
で
あ
る
よ
り

も
サ
ブ
・
リ
ー
ダ
ー
乃
至
そ
れ
以
下
で
あ
っ
た
こ
と
、
さ
ら
に
解
放
直
後

の
政
治
運
動
か
ら
の
出
身
者
は
後
退
し
、
労
働
者
出
身
乃
至
組
織
人
型
の

人
物
が
多
く
現
わ
れ
て
き
た
こ
と
を
指
摘
で
き
る
。
参
考
ま
で
に
、
朴
政

権
期
の
初
期
と
末
期
に
労
総
委
員
長
と
な
っ
た
二
人
の
経
歴
を
紹
介
し
て

お
く
。李
室
詰
一
九
一
七
年
生
ま
れ
。
鉄
道
中
央
養
成
所
修
了
、
鉄
道
労
組

大
田
検
車
事
務
分
会
長
、
大
国
鉄
労
委
員
長
。
五
八
年
大
韓
労
総
会
計

監
査
委
員
。
六

O
年
鉄
労
委
員
長
、
鉄
労
最
初
の
時
限
ス
ト
指
導
。
六

一
年
八
月
「
九
人
委
員
会
」
議
長
、
韓
国
労
総
初
代
委
員
長
(
六
四
年

九
月
失
脚
)
。

鄭
東
虎
一
九
三
五
年
生
ま
れ
。
五
七
年
檀
国
大
学
卒
業
。
六
一
年
全

国
化
学
労
働
組
合
争
議
部
長
、
六
七
年
労
総
調
査
統
計
部
長
、
六
八
年

三
立
食
品
に
組
合
を
結
成
し
同
支
部
長
、
七
三
年
全
国
化
学
労
働
組
合

委
員
長
、
七
六
年
労
総
委
員
長
(
七
九
年
一

O
月
ま
で
凡
職
)
。
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そ
れ
で
は
、
韓
国
労
総
の
指
導
の
も
と
に
労
働
運
動
は
、
ど
の
よ
う
な

展
開
を
み
せ
た
の
か
。
朴
政
権
は
、
社
会
不
安
を
惹
起
し
た
り
経
済
開
発

を
妨
げ
た
り
す
る
労
働
組
合
の
活
動
を
、
規
制
や
介
入
に
よ
っ
て
抑
制
し

て
き
た
。
た
だ
、
そ
の
抑
制
も
保
衛
法
公
布
を
境
に
一
層
厳
格
な
も
の
と

な
っ
て
お
り
、
こ
れ
に
対
応
し
て
労
働
運
動
の
様
相
も
大
き
く
変
化
し
て

き
た
の
で
あ
る
。

一
九
六
三
年
四
月
の
争
議
権
復
活
か
ら
保
衛
法
公
布
ま
で
に
至
る
聞
に

お
い
て
は
、
労
総
や
全
国
産
業
別
組
合
が
争
議
な
ど
の
労
働
運
動
を
指
導
・

支
援
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
と
り
わ
け
こ
の
時
期
に
は
、
ゼ
ネ
ス
ト
決
議
・

示
威
行
進
・
集
会
・
請
願
な
ど
の
方
法
を
と
る
立
法
闘
争
が
、
労
総
の
指

導
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
最
初
の
立
法
闘
争
で
あ
る
一

九
六
三
年
の
「
報
酬
統
制
法
廃
棄
闘
争
」
、
ゼ
ネ
ス
ト
決
議
に
ま
で
至
っ
た

翌
年
の
「
労
働
法
改
悪
反
対
闘
争
」
、
さ
ら
に
六
九
年
の
「
外
国
人
投
資
企

業
体
労
働
組
合
の
活
動
規
制
立
法
阻
止
闘
争
」
が
あ
げ
ら
れ
る
。
一
九
六

三
年
か
ら
六
四
年
に
か
け
て
は
、
政
府
と
労
総
の
聞
に
お
い
て
枠
付
け
ら

れ
た
関
係
が
、
い
ま
だ
確
立
さ
れ
て
お
ら
ず
、
多
分
に
流
動
的
な
要
素
が

残
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
点
は
、
後
述
さ
れ
る
「
民
主
労
働
党
」
の
結
成
企

図
に
も
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
後
一
九
六
九
年
に
も
、
労
総
が
立
法

闘
争
を
指
導
し
、
集
会
・
示
威
行
進
な
ど
を
し
て
は
い
る
が
、
ス
ト
ラ
イ

キ
決
議
に
ま
で
至
ら
な
か
っ
た
点
で
、
以
前
の
立
法
闘
争
に
比
べ
て
、
政

府
に
対
す
る
攻
撃
性
は
弱
ま
っ
て
き
て
い
る
。
加
え
て
、
こ
れ
ら
の
立
法

闘
争
、
さ
ら
に
全
国
産
業
別
組
合
が
指
導
す
る
労
働
争
議
に
お
い
て
も
、

結
果
的
に
で
は
あ
れ
、
大
規
模
な
ス
ト
ラ
イ
キ
事
態
は
一
つ
も
起
き
て
い

な
い
の
で
あ
る
。
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全
国
産
業
別
組
合
の
争
議
指
導
は
、
当
該
組
合
が
産
業
別
と
し
て
の
内

実
を
ど
の
程
度
ま
で
備
え
て
い
る
の
か
に
応
じ
て
、
異
な
っ
て
い
る
。
鉄

道
、
逓
信
、
専
売
の
公
務
員
組
合
、
外
機
、
繊
維
(
綿
紡
・
生
糸
部
門
)

な
ど
で
は
、
産
別
労
組
が
指
導
す
る
争
議
が
み
ら
れ
、
出
版
、
，
自
動
車
、

繊
維
な
ど
で
は
、
地
域
支
部
が
指
導
す
る
争
議
が
み
ら
れ
た
。
だ
が
公
務

員
組
合
や
外
機
な
ど
特
殊
な
組
合
を
除
け
ば
、
産
別
労
組
に
よ
る
争
議
指

導
は
、
一
九
六
七
年
以
後
の
繊
維
に
し
か
み
る
こ
と
が
で
き
ず
、
例
外
的

だ
と
も
言
え
る
。
労
総
は
、
こ
の
よ
う
に
組
織
力
が
分
散
化
さ
れ
た
状
態

に
対
し
て
、
改
善
を
試
み
よ
う
と
し
た
こ
と
が
あ
る
。
一
九
七
一
年
一
一

月
、
労
総
中
央
委
員
会
は
、
一
七
の
産
別
労
組
が
従
来
散
発
的
に
お
こ
な

っ
て
き
た
賃
金
闘
争
を
集
固
化
し
て
、
七
二
年
春
か
ら
労
総
の
主
管
下
で

各
産
別
労
組
が
一
切
に
共
同
賃
金
闘
争
を
展
開
す
る
こ
と
を
提
起
し
た
。

さ
ら
に
こ
の
共
同
賃
金
闘
争
を
進
め
る
に
、
従
来
の
よ
う
に
政
府
発
表
の

物
価
・
生
計
費
統
計
に
頼
ら
ず
、
各
産
別
労
組
が
自
ら
調
査
し
統
計
を
作

成
す
る
こ
と
に
し
て
い
る
。
だ
が
共
同
賃
金
闘
争
の
試
み
は
、
同
年
二
一

月
に
保
衛
法
が
公
布
さ
れ
た
た
め
に
、
実
行
さ
れ
ず
じ
ま
い
で
あ
っ
た
。



そ
の
後
、
労
総
は
保
衛
法
に
よ
る
統
制
の
枠
の
中
で
、
各
産
業
別
・
業
種

別
ご
と
の
団
体
交
渉
調
整
申
請
を
進
め
る
こ
と
に
取
り
組
む
に
と
ど
ま
っ

た。

朴正照維新体制と労働統制の展開(2)

保
衡
法
公
布
後
に
お
け
る
労
働
運
動
の
特
徴
は
、
次
の
三
点
に
整
理
で

き
る
。
第
一
に
、
労
総
は
七

0
年
代
初
頭
の
政
治
変
動
に
順
応
す
る
こ
と

で
、
労
働
運
動
に
取
り
組
む
姿
勢
を
後
退
さ
せ
た
。
一
九
七
一
年
一
一
一
月

に
国
家
非
常
事
態
宣
言
が
な
さ
れ
る
と
、
労
総
は
そ
の
「
積
極
支
持
」
を

表
明
し
「
国
家
が
あ
っ
て
こ
そ
労
働
運
動
も
発
展
し
う
る
と
い
う
大
局
的

【

M
-

な
次
元
」
に
立
つ
と
し
て
、
翌
年
三
月
に
「
安
保
優
先
の
価
値
観
の
も
と

に
対
話
と
参
与
を
も
っ
て
、
労
使
協
調
及
び
企
業
の
発
展
ひ
い
て
は
双
方

の
分
配
源
泉
を
増
大
さ
せ
て
い
く
新
し
い
次
元
の
運
動

l
m」
を
採
択
し

た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
一

O
月
に
「
一
大
維
新
改
革
」
を
説
く
大
統
領
特

別
宣
言
が
な
さ
れ
る
と
、
労
総
は
そ
の
「
福
祉
均
需
政
策
」
を
も
っ
て
積

極
的
な
支
持
を
表
明
し
て
い
(
却
。

第
二
に
、
労
総
指
導
層
は
、
労
働
組
合
の
機
能
を
活
性
化
す
る
方
向
で

は
な
く
、
組
織
を
管
理
・
拡
張
し
、
政
府
に
対
す
る
建
議
活
動
を
強
化
す

る
方
向
に
傾
斜
し
て
い
っ
た
。
労
総
の
活
動
項
目
と
し
て
は
、
教
育
啓
蒙
、

宣
伝
弘
報
、
調
査
研
究
、
争
議
支
援
、
政
策
・
立
法
建
議
な
ど
が
あ
げ
ら

れ
る
。
保
衛
法
公
布
後
に
は
、
争
議
支
援
は
難
し
く
な
り
、
政
策
・
立
法

建
議
、
加
え
て
七

0
年
代
後
半
か
ら
福
祉
(
奨
学
)
が
重
要
な
活
動
と
な

っ
て
き
て
い
(
日
。
こ
れ
ら
活
動
項
目
に
含
ま
れ
な
い
が
、
各
産
別
労
組
に

お
け
る
組
織
管
理
も
、
労
総
に
と
っ
て
重
要
な
課
題
と
な
っ
て
い
る
。
こ

の
こ
と
は
、
政
府
が
産
業
別
体
制
を
緩
め
組
織
力
を
一
一
層
拡
散
さ
せ
よ
う

と
し
た
こ
と
、
産
業
宣
教
の
浸
透
に
よ
っ
て
「
下
か
ら
の
労
働
運
動
」
が

胎
動
し
始
め
た
こ
と
と
無
関
係
で
は
な
い
。
維
新
政
権
末
期
に
、
労
総
が

政
府
に
提
案
し
た
「
労
働
関
係
法
令
改
正
に
関
す
る
建
議
」
(
一
九
七
九
年

九
限
)
は
、
そ
の
よ
う
な
事
情
を
伝
え
て
い
る
。
「
現
行
労
組
法
に
よ
れ
ば
、

設
置
単
位
や
団
体
交
渉
等
の
す
べ
て
の
機
能
が
企
業
単
位
に
分
散
さ
れ
て

お
り
、
支
部
・
分
会
等
の
産
別
労
組
傘
下
組
織
に
対
す
る
組
合
本
部
の
指

導
力
の
限
界
を
も
た
ら
し
て
お
り
、
効
果
的
で
自
主
的
な
組
織
管
理
を
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
実
情
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
機
会
に
名
実
、

共
に
産
別
労
働
組
合
と
し
て
の
体
制
の
機
能
を
強
化
し
て
、
傘
下
組
織
に

対
す
る
使
用
者
の
圧
力
と
外
部
勢
力
〔
産
業
育
一
教
団
体
を
指
す
〕
の
組
織

浸
透
乃
至
撹
乱
行
為
を
阻
み
、
健
全
な
自
律
的
活
動
を
期
す
る
こ
と
の
で

き
る
制
度
的
保
障
が
要
求
さ
れ
て
い
る
の
で
善
処
し
て
く
れ
る
こ
と
を
望

む。」

Y
H
貿
易
事
件
の
直
後
に
な
さ
れ
た
こ
の
建
議
は
、
管
理
強
化
を
せ

ざ
る
を
え
な
い
組
織
の
脆
弱
さ
を
物
語
っ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
産
業

宣
教
の
浸
透
が
著
し
い
全
国
繊
維
労
組
に
お
い
て
、
一
九
七
九
年
九
月
の

規
約
改
正
に
よ
っ
て
、
全
国
繊
維
労
組
本
部
の
懲
戒
権
限
が
傘
下
支
部
・

分
会
の
役
員
か
ら
組
織
そ
れ
自
体
に
ま
で
拡
大
さ
れ
、
支
部
・
分
会
の
除
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名
が
可
能
な
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

第
三
に
、
労
総
に
挑
戦
す
る
「
下
か
ら
の
労
働
運
動
」
が
現
わ
れ
、
労

働
運
動
は
分
極
化
の
方
向
に
進
み
始
め
た
。
保
衛
法
が
公
布
さ
れ
、
続
い

て
維
新
体
制
が
確
立
さ
れ
る
と
、
労
総
及
び
産
別
組
合
は
、
大
衆
運
動
と

し
て
の
労
働
運
動
で
は
な
く
、
傘
下
組
織
の
管
理
・
拡
張
や
対
政
府
建
議

の
活
動
に
傾
斜
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
産
業
宣
教
団
体
(
都

市
産
業
宣
教
会
、
カ
ト
リ
ッ
ク
労
働
青
年
会
)
が
支
援
す
る
労
働
運
動
は
、

厳
し
い
労
働
統
制
の
も
と
で
、
企
業
レ
ヴ
ェ
ル
の
労
働
組
合
を
活
性
化
す

る
こ
と
に
努
め
た
の
で
あ
る
。
こ
の
「
下
か
ら
の
労
働
運
動
」
は
、
基
本

的
に
は
個
別
企
業
で
の
活
動
に
と
ど
ま
っ
た
が
、
労
総
だ
け
で
な
く
政
府

に
対
す
る
異
議
申
し
立
て
を
も
伴
っ
て
い
た
。
そ
の
た
め
警
察
・
労
総
に

よ
っ
て
抑
圧
さ
れ
る
こ
と
は
、
し
ば
し
ば
で
あ
っ
た
。
一
九
七
四
年
一
月

の
緊
急
措
置
一
・
二
号
の
宣
布
に
際
し
、
主
に
都
市
産
業
宣
教
会
に
属
す

る
牧
師
一
一
名
は
、
維
新
体
制
及
び
緊
急
措
置
の
廃
止
を
求
め
る
宣
言
文

を
発
表
し
、
そ
の
多
く
が
重
罰
に
処
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
事
件
の
直
後
か

ら
、
労
総
と
都
市
産
業
宣
教
団
体
と
の
間
で
、
誹
誘
の
応
酬
合
戦
が
な
さ

れ
、
労
総
は
そ
の
浸
透
を
受
け
た
労
働
組
合
を
実
力
で
抑
え
る
た
め
、
組

織
行
動
隊
を
結
成
し
て
い
初
。
「
下
か
ら
の
労
働
運
動
」
の
登
場
は
、
労
働

運
動
の
指
導
に
お
け
る
分
極
化
を
も
た
ら
し
、
労
総
が
従
来
保
持
し
て
き

た
単
一
指
導
体
制
の
正
当
性
は
、
真
正
面
か
ら
挑
戦
を
受
け
る
こ
と
に
な

っ
た
。
「
下
か
ら
の
労
働
運
動
」
は
限
ら
れ
た
担
い
手
に
よ
っ
て
な
さ
れ
、

い
ま
だ
未
発
達
で
は
あ
っ
た
が
、
そ
の
挑
戦
が
労
働
組
合
の
活
性
化
を
求

め
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
労
総
の
指
導
体
制
内
部
に
及
ぼ
し
た
影
響
は
、

容
易
に
表
面
化
せ
ず
と
も
、
決
し
て
小
さ
く
な
い
。

労
総
の
指
導
体
制
に
お
け
る
脆
弱
性
が
表
面
化
し
た
の
は
、
朴
正
照
の

死
を
も
っ
て
朴
政
権
が
瓦
解
し
て
か
ら
間
も
な
く
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ

は
、
労
総
及
び
産
別
労
組
の
執
行
部
退
陣
を
要
求
す
る
一
連
の
組
織
紛
糾

と
し
て
現
わ
れ
た
。
一
九
七
九
年
一

O
月
に
労
総
委
員
長
に
就
任
し
た
金

永
泰
(
全
国
繊
維
労
組
委
員
長
)
は
、
「
国
家
が
優
先
で
あ
る
。
国
家
な
く

し
て
労
働
組
合
は
あ
り
え
な
い
。
国
民
総
和
に
逆
行
す
る
不
純
勢
力
は
行

動
で
粉
砕
す
る
」
と
公
言
し
て
は
ば
か
ら
な
い
人
物
で
あ
っ
た
。
こ
の
金

永
泰
は
東
一
紡
織
等
の
一
連
の
労
使
紛
糾
に
お
い
て
非
労
働
者
的
行
動
を

と
っ
た
こ
と
な
ど
を
理
由
に
、
辞
任
要
求
決
議
が
、
八

O
年
一
月
に
全
国

繊
維
労
組
支
部
長
三
八
名
(
大
半
の
支
部
長
)
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
。
派

閥
抗
争
と
も
絡
み
、
九
つ
の
全
国
産
別
幹
部
も
こ
の
「
反
金
運
動
」
に
加

勢
し
て
、
事
態
は
労
総
の
分
裂
寸
前
に
ま
で
紛
糾
し
た
末
に
、
金
委
員
長

の
辞
任
を
も
っ
て
収
拾
し
て
い
(
位
。
続
い
て
、
周
年
五
月
に
は
、
全
国
金

属
労
組
代
議
員
大
会
場
を
、
一

O
O
O余
名
の
組
合
員
が
占
拠
し
、
箆
城

す
る
と
い
う
事
態
が
発
生
し
た
。
彼
ら
は
、
現
執
行
部
を
「
御
用
幹
部
」

と
非
難
し
退
陣
を
求
め
、
さ
ら
に
団
体
行
動
権
の
一
切
の
留
保
条
項
削
除
、
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国
家
保
衛
法
撤
廃
な
ど
の
決
議
を
し
て
い
(
初
。
労
総
に
お
け
る
組
織
紛
糾

が
こ
の
よ
う
に
深
刻
化
し
た
こ
と
を
受
け
て
、
労
働
庁
は
一
七
の
産
別
労

組
と
五
五
七
の
全
支
部
を
対
象
に
し
て
、
「
御
用
性
」
の
集
中
監
査
に
着
手

し
た
。
政
府
に
よ
る
こ
の
大
規
模
な
介
入
は
「
労
働
組
合
浄
化
」
と
呼
ば

れ
、
労
総
の
組
織
と
し
て
の
秩
序
を
回
復
す
る
側
面
だ
け
で
な
く
、
労
使

紛
争
の
増
大
に
対
す
る
治
安
的
対
応
の
側
面
を
も
有
し
て
い
た
。
と
も
あ

れ
、
政
治
体
制
の
再
編
に
と
も
な
う
労
働
組
合
へ
の
大
規
模
な
介
入
は
、

政
府
の
労
総
指
導
層
と
の
密
接
な
関
係
を
、
か
な
り
の
部
分
再
生
と
し
た

と
み
ら
れ
る
。

朴正照維新体制と労働統制の展開(2)

五
、
対
政
府
関
係

こ
こ
で
は
、
労
総
指
導
層
に
よ
る
中
央
政
府
レ
ヴ
ェ
ル
の
利
益
表
出
活

動
を
取
り
上
げ
、
労
総
と
政
府
の
相
互
接
触
に
お
け
る
特
徴
を
検
討
す
る

こ
と
に
し
た
い
。
朴
政
権
は
、
労
使
紛
争
・
労
働
問
題
を
、
言
わ
ば
治
安

的
・
行
政
的
な
次
元
に
お
い
て
対
応
・
処
理
す
る
こ
と
を
至
上
と
し
、
労

働
者
勢
力
の
要
求
が
そ
れ
ら
の
次
元
を
越
え
、
政
治
的
争
点
と
し
て
浮
上

す
る
こ
と
を
抑
え
よ
う
と
し
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
政
府
の
政
策
作
成
及

び
執
行
の
過
程
に
お
い
て
労
働
者
勢
力
乃
至
そ
れ
と
連
携
す
る
政
治
勢
力

か
ら
の
合
意
調
達
が
軽
視
で
き
ぬ
よ
う
に
な
り
、
政
府
が
妥
協
を
強
い
ら

れ
る
と
い
っ
た
事
態
に
ま
で
至
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
だ
が
七

0
年
代
に

入
り
、
政
治
的
安
定
と
経
済
開
発
に
は
、
労
働
組
合
の
協
調
・
支
持
が
必

要
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
朴
政
権
は
特
別
な
利
益
表
出
経
路
を
労
総
に

与
え
て
き
て
い
る
。
か
か
る
労
総
の
政
治
編
入
が
、
従
来
の
労
働
統
制
と

の
関
係
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
た
の
か
を
、
以
下
具
体
的
に
検

討
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

労
働
組
合
の
政
治
活
動
制
限
は
、
一
九
六
三
年
四
月
改
訂
の
労
働
組
合

法
に
よ
っ
て
、
「
政
治
活
動
の
禁
止
」
(
第
一
二
条
九
回
し
て
、
「
労
働
組
合

は
公
職
選
挙
に
お
い
て
特
定
政
党
を
支
持
す
る
か
、
特
定
人
を
当
選
さ
せ

る
為
の
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
」
(
第
一
項
)
、
「
労
働
組
合
は
組
合
員
か

ら
政
治
資
金
を
徴
収
し
て
は
な
ら
な
い
」
(
第
二
項
)
、
「
労
働
組
合
基
金
を

政
治
資
金
に
流
用
し
て
は
な
ら
な
い
」
(
第
三
項
)
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
規
定
は
、
労
働
組
合
が
自
律
的
な
政
治
勢
力
と
し
て
、
あ
る
い
は
政

府
に
対
抗
的
な
政
党
と
連
携
す
る
勢
力
と
し
て
登
場
す
る
こ
と
を
抑
制
し

た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
後
の
労
働
統
制
の
要
の
一
つ
を
な
し
て
い
る
。
だ

が
こ
の
法
改
訂
が
な
さ
れ
る
ま
で
は
、
韓
国
労
総
の
内
部
に
も
、
政
治
参

加
を
め
ぐ
っ
て
流
動
的
な
要
素
が
残
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

金
正
元
(
全
国
鉱
山
労
組
委
員
長
)
を
中
心
と
す
る
産
別
労
組
委
員
長
ら

労
総
幹
部
八
名
が
、
労
働
者
独
自
の
政
党
と
し
て
「
民
主
労
働
党
」
(
仮
称
)

を
結
成
し
よ
う
と
し
た
こ
と
で
あ
(
認
。
金
正
元
ら
は
、
韓
国
労
総
を
「
某

政
党
」
の
利
用
物
だ
と
非
難
し
て
組
織
分
裂
の
様
相
ま
で
呈
し
た
が
、
結
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局
「
政
治
的
中
立
」
を
掲
げ
る
労
総
委
員
長
李
套
呂
田
ら
の
懐
柔
工
作
な
ど

に
よ
っ
て
、
新
党
結
成
の
企
て
は
失
敗
に
終
わ
っ
て
い
る
。
労
働
者
政
党

を
結
成
す
る
試
み
は
、
少
な
く
と
も
表
面
的
に
は
、
こ
れ
以
後
み
る
こ
と

が
で
き
な
い
。

こ
の
よ
う
に
政
党
と
の
公
式
上
の
結
び
つ
き
を
断
た
れ
は
し
た
が
、
労

総
は
七

0
年
代
に
近
づ
く
に
つ
れ
、
中
央
政
府
レ
ヴ
ェ
ル
に
お
け
る
利
益

表
出
活
動
を
積
極
化
し
て
き
た
。
ム
ハ

0
年
代
後
期
に
行
政
府
内
に
お
け
る

労
総
の
要
求
伝
達
経
路
が
増
え
る
よ
う
に
な
る
一
方
、
労
総
は
政
治
活
動

を
出
来
う
る
限
り
主
張
し
、
国
会
の
議
席
供
与
を
受
け
る
よ
う
に
ま
で
な

っ
た
。
労
総
指
導
層
は
、
こ
の
一
連
の
対
政
府
関
係
の
変
化
を
通
じ
て
、

コ
オ
プ
テ
ー
シ
ヨ
ン
(
剖
)

政
治
体
制
に
「
抱
え
込
み
」
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
政
治
活
動
が
厳
し

く
制
限
さ
れ
た
な
か
で
、
労
総
指
導
層
の
抱
え
込
み
が
進
行
し
て
き
た
の

は
何
故
な
の
か
、
ま
た
そ
の
抱
え
込
み
は
ど
の
よ
う
な
性
格
の
も
の
で
あ

る
の
か
を
、
国
会
議
席
の
供
与
と
労
働
行
政
の
接
触
に
わ
け
で
、
以
下
考

察
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

国
会
の
議
席
供
与
は
、
朴
政
権
に
よ
る
政
治
権
力
の
占
有
化
と
ほ
ぼ
平

行
し
て
現
わ
れ
て
き
て
い
る
。
そ
の
過
程
は
、
一
九
六
九
年
八
月
に
労
総

が
、
朴
政
権
の
「
三
選
改
憲
」
に
対
す
る
支
持
声
明
(
同
年
一

O
月
改
憲

国
民
投
票
、
七
一
年
四
月
大
統
領
選
挙
)
と
抱
き
合
わ
せ
て
「
労
働
者
代

表
の
議
会
進
出
と
政
治
的
発
言
権
の
強
化
」
を
主
張
し
た
こ
と
に
比
四
る
。

政
治
活
動
に
対
す
る
労
総
の
主
張
は
、
六
九
年
二
一
月
に
外
資
企
業
臨
時

特
例
法
案
阻
止
闘
争
が
何
の
成
果
を
み
や
す
に
終
っ
た
こ
と
を
契
機
に
し
て
、

一
層
強
ま
っ
て
い
る
。
労
総
の
主
張
は
、
村
労
働
組
合
法
第
一
二
条
の
削

除
、
同
前
職
及
び
現
役
の
労
働
運
動
家
が
個
人
の
資
格
で
議
会
や
政
府
の

要
職
に
進
出
す
る
こ
と
、
臼
労
働
者
の
利
益
を
代
弁
し
て
く
れ
る
政
党
・

政
党
人
に
労
働
者
の
票
を
結
集
す
る
こ
と
、
同
政
治
教
育
活
動
を
活
発
に

推
進
す
る
こ
と
、
な
ど
で
あ
る
。
こ
の
ど
れ
も
が
実
現
さ
れ
た
わ
け
で
は

な
い
が
、
七
一
年
五
月
の
国
会
議
員
選
挙
に
お
い
て
、
現
職
の
労
総
委
員

長
屋
龍
沫
が
個
人
の
資
絡
で
は
あ
れ
、
与
党
共
和
党
か
ら
比
例
代
表
制
全

国
区
に
立
候
補
・
当
選
を
果
た
し
て
い
る
。
そ
の
他
、
前
労
総
委
員
長
の

李
賛
赫
は
、
七

O
年
に
共
和
党
ソ
ウ
ル
永
登
浦
区
地
区
党
委
員
長
と
な
り

地
方
区
に
立
候
補
し
次
点
に
と
ど
ま
っ
て
い
問
。

一
九
七
二
年
二
一
月
に
大
統
領
の
権
限
を
拡
大
・
強
化
し
た
維
新
憲
法

が
公
布
さ
れ
、
朴
正
照
独
裁
の
維
新
体
制
が
始
ま
っ
た
。
維
新
憲
法
に
よ

れ
ば
、
国
会
議
員
定
数
の
三
分
の
一
の
議
員
選
出
に
つ
い
て
は
、
大
統
領

が
候
補
者
を
一
括
推
薦
し
、
そ
の
全
体
に
対
す
る
賛
否
を
統
一
主
体
国
民

会
議
(
政
党
員
は
同
代
議
員
に
な
れ
仏
時
)
の
投
票
に
ゆ
だ
ね
る
こ
と
に

な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
大
統
領
は
、
三
分
の
一
の
国
会
議
員
に
対
し
て

実
質
的
な
任
命
権
を
持
つ
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
大
統
領
「
任
ム
巴
の
議

員
は
、
与
党
共
和
党
を
数
の
上
で
し
の
ぐ
維
新
政
友
会
(
院
内
交
渉
団
体
)
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朴正照維新体制と労働統制の展開(2)

を
結
成
し
て
い
る
。
こ
の
維
新
政
友
会
議
員
は
、
政
界
、
前
・
現
職
公
務

員
、
予
備
役
将
校
、
学
界
、
言
論
界
、
社
会
各
界
な
ど
か
ら
充
員
さ
れ
て

お
り
、
労
総
も
そ
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
労
総
は
、
一
名
の
割
り
当
て
を
得

た
が
、
在
郷
軍
人
会
、
反
共
連
盟
、
在
日
居
留
民
固
な
ど
の
諸
国
体
と
、

ほ
ぽ
同
数
の
代
表
を
認
め
ら
れ
た
に
と
ど
ま
る
。
し
か
も
一
九
七
八
年
の

第
三
期
議
員
の
「
任
命
」
に
際
し
て
、
労
総
は
割
り
当
て
を
受
け
な
か
っ
た
。

朴
政
権
は
、
国
会
の
議
席
供
与
に
お
い
て
は
、
労
総
を
他
の
社
会
団
体

と
同
列
に
並
べ
て
い
た
に
す
ぎ
ず
、
ま
た
時
々
の
必
要
に
応
じ
て
、
労
総

の
政
治
活
動
の
要
求
に
応
え
て
い
た
に
す
ぎ
な
い
と
言
え
よ
う
。
こ
の
よ

う
な
境
遇
に
誘
導
さ
れ
て
し
ま
っ
た
労
総
で
は
あ
る
が
、
政
府
に
対
す
る

利
益
表
出
は
、
こ
の
議
会
に
お
い
て
で
は
な
く
、
む
し
ろ
行
政
機
関
と
の

接
触
に
お
い
て
よ
り
積
極
的
に
な
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
問
。

政
府
と
労
総
と
の
聞
に
、
労
働
政
策
を
中
心
に
相
互
協
議
す
る
場
が
、

公
式
・
非
公
式
を
問
わ
ず
設
け
ら
れ
て
き
て
い
る
。
こ
の
相
互
接
触
に
お

い
て
は
、
七

0
年
代
半
ば
か
ら
労
使
協
議
会
と
工
場
セ
マ
ウ
ル
運
動
が
労

働
行
政
の
重
要
政
策
と
し
て
推
進
さ
れ
て
以
来
、
目
立
っ
た
変
化
が
現
わ

れ
て
い
る
。
政
府
は
、
労
働
政
策
の
執
行
レ
ヴ
ェ
ル
に
お
い
て
労
働
組
合

の
協
調
・
支
持
が
必
要
で
あ
る
と
し
て
、
労
働
行
政
に
向
け
て
の
労
総
の

利
益
表
出
経
路
を
改
善
し
て
き
た
と
み
ら
れ
る
。
ま
ず
、
行
政
機
構
へ
の
労

総
の
参
加
を
概
観
し
た
上
で
、
中
央
労
使
懇
談
会
と
勤
労
者
福
祉
政
策
審

議
委
員
会
を
取
り
上
げ
、
相
互
接
触
の
特
徴
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

労
総
の
『
事
業
報
告
』
に
お
け
る
「
公
共
機
構
参
与
一
覧
」
を
整
理
し

た
の
が
、
表
1

二
六
で
あ
る
。
労
総
が
審
議
会
・
委
員
会
に
参
加
す
る
傾

向
は
、
六

0
年
代
後
期
、
続
い
て
七

0
年
代
初
頭
に
強
ま
っ
て
お
り
、
労

総
が
接
触
す
る
行
政
官
庁
で
は
、
労
働
庁
が
最
も
多
く
、
経
済
企
画
院
が

そ
れ
に
続
い
て
多
い
。
さ
ら
に
労
働
庁
に
接
触
す
る
労
総
代
表
を
み
れ
ば
、

殆
ど
が
副
委
員
長
・
事
務
総
長
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
経
済
企
画
院
、
保

健
社
会
部
、
大
統
領
府
に
接
触
す
る
の
は
、
殆
ど
が
委
員
長
で
あ
る
。
こ

の
こ
と
は
、
労
働
庁
と
の
接
触
が
頻
繁
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
労
総

が
労
働
庁
を
高
く
評
価
し
て
い
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
次
に
、
地
方

レ
ヴ
ェ
ル
も
含
め
た
政
府
機
構
と
労
組
幹
部
の
接
触
に
も
言
及
し
て
お
き

チ

エ

・

チ

ャ

ン

・

チ

ツ

ヅ

{

日

光

}

た
い
。
一
九
八

O
年
に
佳
章
集
が
お
こ
な
っ
た
調
査
に
よ
れ
回
、
労
組

幹
部
九
六
名
の
う
ち
「
時
々
」
、
「
頻
繁
」
に
接
触
す
る
と
返
答
し
た
幹
部

数
は
、
労
働
庁
三
四
名
、
労
働
庁
地
方
事
務
所
七
二
名
、
道
・
特
別
市
の

地
方
行
政
機
関
四
六
名
、
警
察
七
二
名
、
大
統
領
秘
書
室
六
名
、
保
健
社

会
部
四
名
、
政
党
・
国
会
議
員
五
名
と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
労
働

庁
関
係
機
関
と
並
ん
で
、
警
察
・
地
方
官
方
の
内
務
行
政
機
関
が
あ
げ
ら

れ
て
い
る
こ
と
に
留
意
し
た
い
。

it法37(4・611501

労
総
は
七

0
年
代
後
半
に
か
け
て
労
働
庁
に
ど
の
よ
う
な
接
触
を
お
こ

な
っ
た
の
か
を
具
体
的
に
示
し
て
い
る
の
が
、
中
央
労
使
懇
談
会
で
あ
る
。
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表-26 労総の行政機構参加リスト

行政機情 審議会・委員会等の名称

産災保険審議委員会(1965-74、77)、医療保険審議委員会(1965ー73、75、76)

労 @b /j 賃金委員会(1967ー73、75、77)、職業訓練審議委封会(1967、69ー74、76)

(7) I判決業士、I策委員会(1967、69-77)、中央職業安定委員会(1967-69、72-74，76、77)

産災保険滞納務理委員会(1975、76)

経済企両院
人力開発委員会(1967、69ー74)、第二次経済開発5ヵ年計画審議委員会(1969 

-74)、経済計画審議委員会(1975)、経済企画審議委員会(1976)、勤労者福祉政
( 5) 

策審議委員会(1978)

f~f建村会部
社会f川市審議委員会(1965-67、73、75、76)

( 1 ) 

財務部;
税制審議会(1971、73、74)

( 1 ) 

商工部
鉱山保安委員会(1967-71) 

( 1 ) 

大統領府
輸出振興拡大会議(1970ー77)

( 1 ) 

[E[ 税 /j
中央税制委員会(1971-73) 

( 1 ) 

ソウjレ特日IlrIi 警察行政諸問委員会(1967-70)、職業安定委員会(1967)、セマウル迷動協議会
(3 ) ( 1973、74)

不 H月 社会開発計画諮問委員会(1970、72-74)、集団及び不安事態規制委員会(1972、

( 5) . 173)、勤労家族福祉委員会(1975、76)、経済政策委員会(1976)、物価安定委員会

0976-77) 

〔備考) 1.名称欄中の括弧内は、審議会・委員会の存続年度ではなく『事業報告』における1M
t;J(i!'-1主を示している。
2. W'jç業報告~ 1978、79、80'!'.には、「公共機構参与一覧」の掲載はなL、。

UHtfl¥J 労総、『事業報告』、 1965ー77'ド。

北法37(4・62)502
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中
央
労
使
懇
談
会
は
、
一
九
七
五
年
八
月
に
設
立
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
目

的
は
、
「
労
使
及
び
政
府
三
者
の
代
表
が
参
与
し
て
、
労
働
情
報
を
交
換
し

労
使
問
題
を
協
議
す
る
こ
と
で
、
労
働
政
策
の
改
善
と
労
使
協
力
体
制
を

強
固
に
す
る
」
こ
と
に
あ
る
と
さ
れ
る
。
労
総
は
、
既
に
一
九
七
三
年
に

労
使
協
議
機
構
の
設
立
を
政
府
に
建
議
し
て
い
問
。
労
総
が
要
求
し
た
協

議
機
構
と
は
、
企
業
レ
ヴ
ェ
ル
の
生
産
委
員
会
(
必
ず
産
別
労
組
委
員
長

が
委
嘱
す
る
上
級
組
織
の
代
表
が
加
わ
る
)
、
地
域
レ
ヴ
ェ
ル
の
地
方
労
使

協
議
会
(
市
・
道
ご
と
に
地
域
内
の
労
使
紛
争
を
解
決
す
る
)
、
そ
し
て
中

央
労
使
協
議
会
(
全
国
乃
至
産
業
単
位
の
労
使
協
調
方
案
を
作
成
す
る
)

か
ら
構
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
労
総
の
産
業
別
体
制
に
相
応
す
る
こ
と

を
特
徴
と
し
て
い
た
。
政
府
は
、
企
業
レ
ヴ
ェ
ル
の
労
使
協
議
会
に
あ
わ

せ
て
中
央
労
使
懇
談
会
を
設
立
し
一
九
七
六
年
三
月
に
は
各
市
・
道
に
地

方
労
使
懇
談
会
を
設
立
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
協
議
機
構
を
垂
直
的
に

統
合
す
る
シ
ス
テ
ム
に
は
全
く
取
り
組
ん
で
い
な
い
。
加
え
て
、
中
央
労

使
懇
談
会
は
、
法
律
に
よ
ら
ぬ
非
公
式
な
機
構
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
従

っ
て
、
中
央
労
使
懇
談
会
の
設
立
を
、
労
総
の
建
議
が
政
府
の
政
策
に
反

映
さ
れ
た
結
果
と
み
る
こ
と
は
難
し
い
。

中
央
労
使
懇
談
会
の
構
成
は
、
労
働
者
代
表
に
労
総
委
員
長
及
び
そ
れ

が
推
薦
す
る
者
五
名
、
使
用
者
代
表
に
韓
国
経
営
者
協
会
会
長
及
び
そ
れ

が
推
薦
す
る
者
五
名
、
政
府
代
表
に
労
働
庁
長
(
又
は
次
長
)
と
な
っ
て

い
る
。
そ
の
開
催
は
、
定
期
的
に
隔
月
と
さ
れ
て
い
た
が
、
次
第
に
不
規

則
な
も
の
と
な
っ
て
い
っ
た
。
開
催
回
数
を
み
れ
ば
、
一
九
七
五
年
の
二

回
は
別
と
し
て
、
七
六
年
八
回
、
七
七
年
六
回
、
七
八
年
四
回
、
七
九
年

三
回
と
い
う
よ
う
に
減
少
し
て
お
り
、
特
に
七
八
、
七
九
年
に
は
、
懇
談

会
は
沈
滞
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。

中
央
労
使
懇
談
会
に
お
け
る
議
題
分
布
を
み
る
に
あ
た
っ
て
は
、
予
め

労
働
政
策
を
分
類
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
労
働
関
係
の
政
策
領
域
は
、

「
構
造
」
、
「
分
配
」
、
「
生
産
」
の
三
つ
に
大
別
し
う
る
。
ま
ず
「
構
造
」
的

領
域
と
は
、
国
家
、
企
業
、
組
織
労
働
者
の
三
者
問
に
お
け
る
権
力
構
造

を
規
定
す
る
労
働
統
制
、
経
済
開
発
戦
略
の
枠
組
み
に
関
連
す
る
政
策
の

こ
と
で
あ
る
。
政
治
体
制
に
お
け
る
支
配
連
合
に
ま
で
か
か
わ
る
た
め
、

こ
の
政
策
領
域
の
決
定
は
、
行
政
官
庁
と
利
益
団
体
問
の
定
型
化
さ
れ
た

相
互
接
触
の
レ
ヴ
ェ
ル
を
、
は
る
か
に
越
え
た
政
治
権
力
の
中
枢
部
に
お

い
て
な
さ
れ
る
。
第
二
の
「
分
配
」
的
領
域
と
は
、
従
来
の
「
構
造
」
的

政
策
を
所
与
と
し
た
上
で
、
経
済
成
長
の
成
果
を
配
分
す
る
政
策
の
こ
と

で
あ
る
。
こ
の
政
策
領
域
は
、
制
度
の
導
入
・
改
廃
が
な
さ
れ
る
高
次
の

領
域
(
例
え
ば
、
社
会
保
障
制
度
、
最
低
賃
金
制
、
所
得
政
策
な
ど
)
と
、

制
度
の
行
政
過
程
に
お
い
て
指
導
・
処
理
が
な
さ
れ
る
低
次
の
領
域
(
例

え
ば
、
調
整
決
定
申
請
の
取
扱
い
善
処
、
勤
労
監
督
官
の
指
導
強
化
、
企

業
内
福
利
厚
生
を
奨
励
す
る
行
政
指
導
な
ど
)
と
に
、
さ
ら
に
分
け
ら
れ
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る
。
担
当
の
行
政
官
庁
は
、
高
次
の
領
域
で
は
経
済
企
画
院
、
保
健
社
会

部
な
ど
で
あ
り
、
低
次
の
領
域
で
は
労
働
庁
、
内
務
部
な
ど
で
あ
る
。
第

三
の
「
生
産
」
的
領
域
と
は
、
労
働
者
の
経
済
的
動
員
に
関
連
す
る
政
策

の
こ
と
で
あ
り
(
例
え
ば
、
技
能
労
働
者
の
養
成
、
産
業
災
害
の
防
止
な

ど
作
業
環
境
の
安
全
維
持
、
生
産
性
向
上
運
動
の
推
進
な
ど
て
労
働
庁
、

商
工
部
が
主
た
る
管
轄
官
庁
と
に
到
。
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表-27 '1' 央労使，~l説会O)MJ晶案1'1

政策傾城 f十数 f? な ~k I.兄

構 1村1伊I 。
向次の分配 3 合意0、部分的{tJJ:2、frななし l

低次の分配 20 f?な7、部分的合意6、fT志、なし 7

刊二 t4't 26 f?な23、部分的合意 l、その他2

その他・イi処J'M 4 

部分的合意とは、必ずしも内谷 lの合意をffんでいない。
労総、『事業報il;-.Jl、 1976-80iド版。

(11尚之に〕
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一
九
七
五
年
か
ら
八

O
年
に
か
け
て
中
央
労
使
懇
談
会
に
お
い
て
討
議

さ
れ
た
議
題
を
、
上
記
の
政
策
領
域
に
沿
っ
て
分
類
し
た
の
が
、
表
二

七
で
あ
る
。
第
一
に
、
議
題
は
「
生
産
」
と
「
低
次
の
分
配
」
に
集
中
し

て
お
り
、
「
高
次
の
分
配
」
の
議
題
は
僅
か
三
件
(
産
災
保
険
法
改
正
、
税

制
改
善
)
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
議
題
の
偏
向
は
、
労
総
の
自
己
規

制
に
よ
る
も
の
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
協
議
機
構
内
に
お
い
て
は
議

題
提
出
に
何
ら
か
の
制
約
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
ち
な
み
に
、

協
議
機
構
外
に
お
け
る
労
総
の
対
政
府
建
議
に
は
、
こ
れ
程
の
目
立
っ
た

偏
向
は
み
ら
れ
な
け
よ
第
一
一
に
、
「
分
配
」
と
「
生
産
」
の
議
題
数
は
ほ
ぼ

同
じ
で
あ
る
が
、
合
意
状
況
を
み
る
と
「
高
次
の
分
配
」
で
は
実
質
的
な

合
意
が
な
く
、
「
低
次
の
分
配
」
で
も
内
容
上
の
合
意
は
半
数
程
し
か
な
い

(
し
か
も
、
そ
の
内
容
は
抽
象
的
な
も
の
が
多
い
)
。
こ
れ
に
対
し
て
、
「
生

北法37(4・64)504

産
」
で
は
殆
ど
全
て
の
議
題
に
合
意
を
み
て
お
り
、

そ
の
議
題
に
は
産
業

災
害
問
題
や
工
場
セ
マ
ウ
ル
運
動
を
取
り
上
げ
た
も
の
が
多
い
。
第
三
に
、

開
催
回
数
が
次
第
に
低
調
に
な
っ
た
こ
と
は
、

そ
の
議
題
内
容
に
も
反
映

さ
れ
て
い
る
。
七
八
年
か
ら
の
議
題
は
、
「
生
産
」
に
よ
っ
て
ほ
ぼ
占
め
ら

れ
る
よ
う
に
な
り
、
懇
談
会
の
沈
滞
化
は
隠
せ
な
い
。

こ
の
よ
う
に
中
央
労
使
懇
談
会
の
成
果
は
、

労
総
に
満
足
で
き
る
よ
う

な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

一
九
七
八
、

七
九
年
に
至
り
、
労
総
は
懇
談
会

に
対
し
、
「
合
意
事
項
の
実
践
が
不
振
」
で
あ
り
「
主
要
労
働
政
策
に
対
し
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て
別
に
大
き
な
成
果
を
あ
げ
ら
れ
な
い
」
と
か
、
「
設
置
目
的
で
あ
る
諸
般

労
働
政
策
の
問
題
点
協
議
を
通
じ
た
企
業
別
労
使
協
議
制
の
指
導
的
機
能

を
等
閑
視
し
た
」
な
ど
と
批
判
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

労
総
は
、
こ
の
非
公
式
の
中
央
労
使
懇
談
会
と
は
別
個
に
、
国
務
総
理

直
属
下
に
政
労
使
三
一
者
構
成
の
審
議
機
構
を
設
置
す
る
こ
と
を
、
政
府
に

要
求
し
て
い
た
。
労
働
庁
の
各
種
審
議
機
構
が
十
分
に
機
能
を
果
た
し
て

い
な
い
と
し
て
、
労
総
は
「
労
使
聞
の
問
題
だ
け
で
な
く
、
政
策
の
構
想

や
立
案
過
程
に
お
い
て
、
よ
り
次
元
の
高
い
政
労
使
三
者
間
の
意
見
調
整

を
引
き
受
け
る
機
構
が
望
ま
し
い
」
と
し
た
の
で
あ
る
。
再
三
に
わ
た
っ

た
労
総
の
建
議
は
、
一
九
七
八
年
六
月
に
勤
労
者
福
祉
政
策
審
議
委
員
会

(
以
下
、
審
議
委
員
会
と
略
す
)
が
経
済
企
画
院
内
に
公
式
に
設
立
さ
れ
た

こ
と
を
も
っ
て
、
一
応
の
実
現
を
み
た
と
言
上
初
。

審
議
委
員
会
は
、
「
勤
労
者
の
賃
金
、
福
祉
厚
生
、
産
業
安
全
な
ど
勤
労

条
件
に
関
す
る
重
要
政
策
を
綜
合
調
整
す
(
初
」
こ
と
を
目
的
と
し
、
委
員

長
に
経
済
企
画
院
長
兼
国
務
副
総
理
、
副
委
員
長
に
保
健
社
会
部
長
官
、

委
員
に
財
務
部
長
官
、
商
工
部
長
官
な
ど
関
係
閣
僚
、
労
働
庁
長
、
労
総

委
員
長
、
韓
国
経
営
者
協
会
会
長
ら
が
つ
い
て
い
る
。
そ
の
開
催
に
先
立

っ
て
は
、
実
務
委
員
会
が
聞
か
れ
る
と
さ
れ
て
お
り
、
実
務
委
員
会
は
労

働
庁
長
を
委
員
長
と
し
て
、
賃
金
分
科
委
員
会
、
勤
労
基
準
分
科
委
員
会
、

産
業
安
全
保
健
分
科
委
員
会
、
女
子
・
少
年
特
別
保
護
分
科
委
員
会
か
ら

な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
審
議
委
員
会
の
本
会
議
は
経
済
企
画
院
に
お
い
て

な
さ
れ
る
が
、
実
務
者
レ
ヴ
ェ
ル
の
協
議
は
労
働
庁
に
お
ろ
さ
れ
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。

第
一
次
実
務
委
員
立
問
、
一
九
七
八
年
七
月
に
労
働
庁
に
よ
っ
℃
開
催

さ
れ
、
各
分
科
委
員
会
に
お
け
る
討
議
案
件
は
、
学
力
聞
及
び
職
種
聞
の

賃
金
格
差
解
消
方
案
、
有
害
危
険
作
業
・
福
祉
基
準
設
定
、
市
内
パ
ス
業

体
従
事
者
に
対
す
る
勤
労
時
間
改
善
対
策
、
船
員
法
除
外
の
船
員
に
対
す

る
保
護
対
策
、
就
学
勤
労
者
の
処
遇
均
等
化
方
案
な
ど
と
な
っ
て
い
る
。

こ
こ
で
、
労
総
が
賃
金
分
科
委
員
会
で
お
こ
な
っ
た
提
案
を
み
る
な
ら
ば
、

そ
の
提
案
は
低
賃
金
及
び
賃
金
絡
差
の
是
正
を
内
容
と
し
て
は
い
る
が
、

そ
の
具
体
策
に
な
る
と
、
現
行
の
団
体
交
渉
調
整
決
定
制
度
の
改
善
や
勤

労
監
督
行
政
の
一
層
の
強
化
を
求
め
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
労
働
問
題

へ
の
対
応
を
行
政
機
関
に
依
存
す
る
よ
う
な
姿
勢
は
、
そ
の
後
聞
か
れ
た

本
会
議
に
お
げ
る
労
総
の
見
解
に
も
み
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

本
会
議
は
、
審
議
委
員
会
が
設
立
さ
れ
て
か
ら
一
年
以
上
も
経
た
一
九

七
九
年
九
月
に
な
っ
て
、
初
め
て
開
催
さ
れ
て
い
(
初
。
こ
の
開
催
は
、
同

年
八
月
に
起
き
た

Y
H
貿
易
事
件
を
契
機
に
し
て
、
当
時
の
不
況
下
で
広

ま
り
つ
つ
あ
っ
た
解
雇
・
操
業
短
縮
・
賃
金
滞
払
な
ど
が
社
会
問
題
と
し

て
深
刻
化
し
始
め
た
こ
と
に
、
対
応
し
て
の
も
の
で
あ
っ
た
。
本
会
議
に

お
い
て
、
労
働
庁
か
ら
「
休
廃
業
等
に
応
じ
た
勤
労
者
雇
用
安
定
対
策
」

北法37(4・65)505



研究ノ」ト

が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
内
容
は
、
付
勤
労
者
不
当
解
雇
の
防
止
(
解

雇
一
審
査
制
の
導
入
)
、
同
解
雇
者
に
対
す
る
就
業
斡
旋
、
同
解
雇
者
の
職
業

訓
練
計
画
、
同
滞
払
賃
金
対
策
、
国
労
使
紛
糾
及
び
勤
労
者
集
団
事
態
の

防
止
か
ら
な
っ
て
お
り
、
不
況
下
に
お
け
る
当
面
の
問
題
処
理
に
重
点
が

お
か
れ
て
い
る
。

勤
労
者
福
祉
政
策
審
議
委
員
会
に
お
け
る
特
徴
は
、
次
の
三
点
で
あ
る
。

第
一
に
、
審
議
委
員
会
は
経
済
企
画
院
内
に
設
立
さ
れ
た
も
の
で
は
あ
っ

た
が
、
実
務
委
員
会
だ
け
で
な
く
本
会
議
に
お
い
て
も
、
労
働
庁
が
重
要

な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
と
み
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
第
二
に
、
審
議
委

員
会
に
お
い
て
協
議
さ
れ
た
政
策
領
域
は
、
「
低
次
の
分
配
」
と
「
生
産
」

に
限
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
点
は
中
央
労
使
懇
談
会
と
余
り
変
わ
る
と
こ
ろ

が
な
い
。
第
三
に
、
労
総
の
提
案
は
従
来
の
労
働
統
制
の
枠
組
み
に
は
何

ら
触
れ
ず
に
、
行
政
機
関
の
対
応
改
善
を
要
求
す
る
も
の
に
と
ど
ま
っ
て

し
た中
央
政
府
レ
ヴ
ェ
ル
に
お
け
る
労
総
の
利
益
表
出
活
動
と
し
て
、
政
党

|
議
会
と
行
政
機
構
の
二
つ
の
接
近
経
路
を
取
り
上
げ
て
検
討
し
て
き
た
。

労
総
と
行
政
機
構
の
相
互
接
触
は
、
七

0
年
代
に
入
り
、
中
央
労
使
懇
談

会
や
審
議
委
員
会
の
設
立
な
ど
目
立
っ
た
変
化
を
み
せ
て
い
る
。
こ
の
よ

う
な
傾
向
は
、
保
衛
法
に
よ
っ
て
厳
し
く
労
働
運
動
が
規
制
さ
れ
た
こ
と

か
ら
、
労
総
の
利
益
表
出
活
動
を
一
定
方
向
に
誘
導
し
て
お
く
必
要
が
あ

っ
た
こ
と
、
さ
ら
に
「
労
使
協
力
体
制
」
に
向
け
た
労
働
政
策
(
後
述
さ

れ
る
労
使
協
議
会
と
工
セ
マ
ウ
ル
運
動
)
を
実
施
す
る
た
め
、
労
総
の
協

調
・
支
持
を
確
保
す
る
必
要
が
あ
っ
た
こ
と
と
関
連
し
て
い
る
。
だ
が
朴

政
権
は
、
政
党
|
議
会
の
経
路
に
つ
い
て
は
、
通
常
の
建
議
活
動
を
除
け

ば
労
総
に
利
用
さ
せ
な
い
で
い
た
。
七

0
年
代
に
入
り
、
ど
こ
に
も
変
化

が
み
ら
れ
る
よ
ろ
に
な
り
は
し
た
が
、
議
会
へ
の
労
総
の
代
表
派
遣
は
、

「
個
人
的
」
な
も
の
と
さ
れ
、
極
め
て
限
ら
れ
た
も
の
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

行
政
機
構
と
の
接
触
も
、
そ
の
機
会
の
増
大
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
労
総
が

低
水
準
の
政
治
的
影
響
力
し
か
行
使
し
え
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

政
労
使
の
三
者
機
構
に
お
い
て
は
、
労
総
の
議
題
提
出
に
何
ら
か
の
制
約

が
あ
り
、
協
議
さ
れ
た
議
題
は
「
生
産
」
と
「
低
次
の
分
配
」
の
政
策
領

域
に
偏
向
し
て
い
た
。
こ
の
点
は
、
「
生
産
」
に
お
け
る
労
総
の
協
調
・
支

持
と
、
「
分
配
」
(
但
し
、
殆
ど
低
次
に
と
ど
ま
る
)
に
お
け
る
労
総
の
政

策
協
議
過
程
へ
の
参
加
と
が
、
相
互
に
交
換
さ
れ
る
関
係
を
示
唆
し
て
い

る
。
こ
の
交
換
関
係
は
、
労
総
よ
り
も
政
府
に
と
っ
て
益
す
る
と
こ
ろ
が

多
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
労
総
は
「
分
配
」
領
域
の
要
求
を
お

こ
な
っ
て
は
い
る
が
、
そ
の
多
く
が
政
策
執
行
段
階
の
改
善
や
行
政
指
導

の
強
化
を
求
め
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
上
に
、
労
総
の
こ
の
よ
う
な
要
求

に
よ
っ
て
政
府
の
労
働
組
合
統
制
は
、
結
果
的
に
再
補
強
さ
れ
る
こ
と
も

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
中
央
政
府
レ
ヴ
ェ
ル
に
お
け
る
労
総
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と
行
政
機
構
と
の
接
触
拡
大
は
、
当
時
の
労
総
指
導
層
の
参
加
要
求
に
対

応
し
て
も
い
た
が
、
こ
の
接
触
過
程
は
政
府
に
対
す
る
労
総
の
直
接
的
な

影
響
力
の
増
大
を
と
も
な
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
労
組
の
統
制
構
造
に
労
総

指
導
層
を
組
み
込
む
も
の
で
あ
っ
た
。

朴正要員維新体制と労働統制の展開(2)

本
節
に
お
い
て
は
、
七

0
年
代
を
通
じ
て
朴
政
権
が
労
働
組
合
統
制
を

ど
の
よ
う
に
展
開
し
て
き
た
の
か
、
そ
し
て
労
総
が
そ
れ
に
ど
の
よ
う
に

対
応
し
て
き
た
の
か
を
考
察
し
て
き
た
。
こ
こ
で
、
あ
ら
た
め
て
次
の
三

点
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
第
一
に
、
保
衛
法
の
厳
し
い
労
働
組
合
統
制

の
も
と
で
、
行
政
・
治
安
機
関
は
、
労
使
紛
争
の
調
整
や
制
裁
を
通
じ
、

こ
れ
ま
で
に
な
く
大
規
模
な
介
入
を
な
す
よ
う
に
な
っ
た
。
労
働
争
議
の

非
合
法
化
に
加
え
て
、
治
安
機
関
の
抑
圧
的
介
入
は
、
労
働
運
動
を
萎
縮

す
る
効
果
を
十
分
に
発
揮
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
第
二
に
、
労
使
紛
争
へ

の
大
規
模
な
介
入
に
と
ど
ま
ら
ず
、
労
働
組
合
の
組
織
体
制
に
対
す
る
統

制
も
新
た
な
展
開
を
み
た
。
韓
国
労
総
は
、
不
完
全
な
が
ら
も
産
業
別
組

合
と
し
て
発
足
し
て
い
る
が
、
七

O
年
前
後
に
政
府
は
、
そ
の
産
業
別
の

組
織
体
制
を
緩
め
労
組
活
動
を
企
業
レ
ヴ
ェ
ル
に
抑
え
込
む
よ
う
に
な
っ

た
。
政
府
の
こ
の
よ
う
な
企
図
は
、
七

0
年
代
後
半
に
企
業
別
の
労
使
協

議
会
設
置
に
政
府
が
取
り
組
み
始
め
た
こ
と
と
も
相
互
に
関
連
し
て
い
る
。

労
使
紛
争
が
地
域
乃
至
全
国
レ
ヴ
ェ
ル
の
産
業
別
規
模
に
ま
で
拡
が
る
制

度
上
の
契
機
を
狭
め
、
行
政
・
治
安
機
関
の
介
入
を
も
っ
て
迅
速
に
処
理

す
る
機
構
が
、
七

0
年
代
を
通
じ
形
成
さ
れ
て
き
て
い
る
。
第
三
に
、
労

総
指
導
層
は
、
こ
の
よ
う
な
統
制
構
造
を
不
安
定
化
す
る
の
で
は
な
く
、

補
強
す
る
よ
う
に
組
み
込
ま
れ
て
き
た
。
維
新
体
制
に
順
応
し
た
労
総
指

導
層
は
、
労
働
組
合
の
機
能
を
強
化
す
る
よ
り
も
、
傘
下
組
織
の
拡
大
・

管
理
に
傾
斜
し
、
さ
ら
に
「
政
策
労
総
」
を
標
傍
し
て
政
府
と
の
接
触
を

拡
大
す
る
こ
と
に
努
め
た
の
で
あ
る
。
そ
の
相
互
接
触
は
、
「
生
産
」
的
労

働
政
策
に
対
す
る
協
力
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
労
総
に
と
っ
て
は
少
な
い
効

果
し
か
も
た
ら
さ
ぬ
不
満
足
な
抱
え
込
み
に
と
ど
ま
っ
た
。

労
働
統
制
の
な
か
で
も
、
労
働
組
合
・
労
働
運
動
に
対
す
る
統
制
に
は
、

か
な
り
の
抑
圧
が
み
ら
れ
た
と
は
言
え
、
七

0
年
代
を
通
じ
て
抑
圧
の
コ

ス
ト
は
次
第
に
増
加
し
っ
て
き
て
い
る
。
七

0
年
代
後
半
に
は
、
産
業
宣

教
会
等
の
支
援
を
受
け
て
「
下
か
ら
の
労
働
運
動
」
が
胎
動
し
、
労
働
者

の
抑
圧
事
態
が
民
主
化
運
動
の
な
か
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

ま
た
、
教
会
の
国
際
的
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
な
ど
を
基
盤
に
し
て
人
権
問
題

に
対
す
る
海
外
か
ら
の
批
判
も
、
こ
の
時
期
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

一
九
七
九
年
八
月
に

Y
H
貿
易
の
女
工
が
篭
城
す
る
新
民
党
舎
に
機
動
警

察
隊
が
乱
入
し
女
工
ら
を
強
制
解
散
さ
せ
る
と
い
う
事
件
が
発
生
し
、
政

プ
ル
ー
タ
ル

府
の
こ
の
強
硬
措
置
に
対
し
て
、
米
国
政
府
が
「
野
蛮
」
と
ま
で
非
難
し

た
こ
と
問
、
抑
圧
の
政
治
的
コ
ス
ト
が
増
大
し
て
き
た
こ
と
を
示
し
て
い
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る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
朴
政
権
は
、
労
働
者
勢
力
の
異
議
申
し
立

て
と
参
加
の
要
求
を
、
政
治
的
安
定
と
経
済
開
発
計
画
の
推
進
に
と
っ
て

支
障
と
な
ら
ぬ
範
囲
内
に
抑
え
込
も
う
と
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
保
衛
法
第
九
条
に
代
表
さ
れ
る
労
働
組
合
統
制
を
も
っ
て
、

七

0
年
代
に
お
け
る
労
働
統
制
の
展
開
は
終
わ
っ
た
の
で
は
な
い
。
当
初

は
、
社
会
不
安
を
排
除
す
る
観
点
か
ら
労
使
紛
争
処
理
の
面
が
も
っ
ぱ
ら

重
視
さ
れ
て
い
た
が
、
七

0
年
代
半
ば
に
そ
の
よ
う
な
抑
圧
的
・
介
入
的

な
統
制
の
限
界
が
政
府
当
局
に
よ
っ
て
も
認
識
さ
れ
始
め
た
。
労
働
組
合

に
対
す
る
厳
し
い
統
制
は
解
除
さ
れ
て
い
な
い
が
、
朴
政
権
は
経
済
開
発

に
向
け
た
労
働
者
の
経
済
的
動
員
に
好
ま
し
い
「
労
使
協
力
体
制
」
(
そ
の

主
張
に
は
時
代
錯
誤
的
な
面
が
あ
る
)
を
実
現
す
る
た
め
の
労
働
政
策
を

お
こ
な
う
よ
う
に
な
っ
た
。
経
済
開
発
の
推
進
に
必
要
な
合
理
性
が
、
厳

し
い
労
働
組
合
統
制
と
い
う
与
件
の
も
と
で
、
企
業
レ
ヴ
ェ
ル
の
労
使
関

係
を
統
轄
す
る
労
務
管
理
に
も
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
の
だ
と

言
え
る
。
第
二
節
と
第
三
節
に
お
い
て
は
、
こ
の
容
易
で
な
い
課
題
に
、

朴
政
権
が
ど
の
よ
う
に
対
応
し
た
の
か
を
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

(
1
)

国
家
非
常
事
態
宣
言
の
全
文
は
以
下
の
通
り
。
「
最
近
の
中
共
の

国
連
加
入
を
は
じ
め
と
し
た
諸
国
際
情
勢
の
急
変
と
そ
の
韓
半
島

に
及
ぼ
す
影
響
及
び
北
韓
健
偏
の
南
侵
準
備
に
狂
奔
し
て
い
る
諸

様
相
を
政
府
は
鋭
意
注
視
検
討
し
て
み
た
結
果
、
現
在
大
韓
民
国

は
安
全
保
障
上
重
大
な
次
元
の
時
点
に
処
し
て
い
る
と
断
定
す
る

に
至
っ
た
。

従
っ
て
政
府
は
国
家
非
常
事
態
を
宣
言
し
て
、
全
国
民
に
こ
の

事
実
を
知
ら
せ
て
、
次
の
よ
う
に
政
府
と
国
民
が
混
然
一
体
と
な

っ
て
こ
の
非
常
事
態
を
克
服
す
る
決
意
を
あ
ら
た
に
す
る
必
要
を

切
感
し
て
、
こ
こ
に
宣
言
す
る
。
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2 

て
政
府
の
施
策
は
国
家
安
保
を
最
優
先
に
し
て
速
や
か
に
万
全

の
安
保
態
勢
を
確
立
す
る
。

二
、
安
保
上
の
最
弱
点
と
な
る
一
切
の
社
会
不
安
を
許
容
せ
ず
、

ま
た
不
安
要
素
を
排
除
す
る
。

三
、
言
論
は
無
責
任
な
安
保
論
議
を
慎
ま
ね
ば
な
ら
な
い
。

四
、
全
て
の
国
民
は
安
保
上
の
責
務
遂
行
に
自
ら
進
ん
で
誠
実
に

な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

五
、
全
て
の
国
民
は
安
保
を
主
と
し
た
新
し
い
価
値
観
を
確
立
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

六
、
最
悪
の
場
合
我
々
が
享
受
し
て
い
る
自
由
の
一
部
も
留
保
す

る
決
意
を
持
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
」
「
東
亜
日
報
』
、
一
九
七
一

年
一
二
月
六
日
。

保
衛
法
全
文
は
、
電
号
オ
斗
2

2
司
副
主
「
剖
司
、
前
掲
『
L

主
。
唱

す
斗
季
世
』
、
七
三
六
|
七
三
八
頁
。

(
1
)
と
同
じ
。

労
働
庁
例
規
一

O
三
号
、

4 3 

一
O
五
号
は
、
鄭
東
佑
、
漣
永
旭
共



朴正照維新体制と労働統制の展開(2)

編
、
『
労
働
法
令
例
規
総
覧
』
、
ソ
ウ
ル
、
六
九
九
1

七
O
二一頁。

(5)

調
整
決
定
の
内
訳
(
労
働
部
資
料
)
に
つ
い
て
は
、
朴
栄
基
、

「
韓
国
労
働
運
動
判
現
況
斗
改
善
方
案
」
、
金
秀
坤
編
、
『
労
使
関
係

政
策
課
題
斗
方
向
|
現
行
制
度
改
善
o
一z
中
心
。
一
豆
|
」
、
ソ
ウ
ル
、

一
九
八
三
年
、
一
四
五
頁
。
調
整
決
定
に
は
、
「
労
使
合
意
」
、
「
調

整
合
意
」
の
他
に
、
件
数
は
多
く
な
い
が
「
職
権
調
停
(
整
か
こ

が
あ
る
。

(7)

労
総
、
『
事
業
報
告
』
、
一
九
七
五
年
、
一
七
四
|
一
七
七
頁
。

(8)

一
九
五
三
年
制
定
の
労
働
組
合
法
、
さ
ら
に
労
働
争
議
調
整
法
、

労
働
委
員
会
法
は
、
大
韓
民
国
政
府
公
報
処
、
『
官
報
』
、
ソ
ウ
ル
、

一
九
五
三
年
三
月
八
日
。
一
九
六
三
年
に
改
訂
さ
れ
た
労
働
組
合

法
、
さ
ら
に
労
働
争
議
調
整
法
、
労
働
委
員
会
法
は
、
統
一
朝
鮮

新
聞
社
、
『
統
一
朝
鮮
年
鑑
一
九
六
四
年
』
、
五
八
八
!
五
九
八

頁
。
韓
国
の
労
働
法
は
、
一
九
五
三
年
の
制
定
以
来
、
政
治
的
・

経
済
的
な
環
境
の
変
化
に
応
じ
て
数
次
に
わ
た
り
改
訂
を
重
ね
て

き
て
い
る
。
労
働
法
の
か
か
る
変
遷
を
整
理
し
た
も
の
と
し
て
は
、

金
亨
培
、
「
韓
国
労
働
法
判
変
遷
」
、
林
鍾
哲
他
編
、
前
掲
『
韓
国

刻
労
働
経
済
』
、
二
五
八
|
二
八
七
頁
、
参
照
。
但
し
、
金
論
文
に

は
八

O
年
一
一
一
月
の
改
訂
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。

(
9
)

韓
国
で
は
、
大
体
の
団
体
交
渉
は
団
体
協
約
締
結
交
渉
と
賃
金

交
渉
(
賃
金
協
定
の
締
結
)
の
二
つ
か
ら
な
り
、
団
体
協
約
に
賃

金
条
項
が
記
載
さ
れ
る
の
は
三
割
程
度
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
金
聖

珍
、
『
韓
国
斗
労
働
組
合
|
理
論
斗
経
験
的
考
察
|
』
、
ソ
ウ
ル
、

表-28 保待ii.去!必止以前の賃金決定機構

繊維 化学 金 M，自動車 全体

方会社の賃金作針理 1.3% 20. 7 19.5 3.0 12.2 

団体交渉 41. 3 15.2 27.6 42.4 30.3 

別途の賃金交渉 21. 3 26.1 20.7 19.7 22.2 

労使協議会 20.0 33.7 31. 0 21. 2 27.2 

職行政権官調!I'の繁 13.4 4.3 1. 1 13.6 7.5 

そ の 他 2.7 0.0 0.0 。。 0.6 

回 ~X 数 70f牛I89 78 65 302 

アンケートは事業体の代表理事及び組合代表に送付さ

れた。

〔備考〕

一
九
七
九
年
、
一
二
九
頁
。
一
九
八
二
年
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
保

衛
法
廃
止
(
一
九
八
一
年
一
二
月
)
以
前
の
賃
金
決
定
機
構
は
、

「
団
体
交
渉
」
が
三

0
・
三
%
、
「
別
途
の
賃
金
交
渉
渉
」
が
一
一
一
一
・

二
%
、
「
労
使
協
議
会
」
が
二
七
・
二
%
で
あ
り
、
会
社
の
一
方
的

な
決
定
も
一
二
・
二
%
あ
り
少
な
く
な
い
。
但
し
、
「
労
使
協
議
会
」

と
他
の
二
つ
の
交
渉
形
態
は
、
常
に
区
分
し
う
る
も
の
と
は
思
わ

れ
な
い
。
繊
維
、
化
学
、
金
属
、
自
動
車
の
各
組
合
に
つ
い
て
は
、

北法37(4・69)509
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表
|
二
八
の
通
り
で
あ
る
。
資
料
は
、
祖
母
至
、
「
ω口
舌
司
王
位
培

凶
日
」
、
表
茂
基
編
、
『
培
「
寸
叫
寸
賃
金
』
、
ソ
ウ
ル
、
一
九
八
五
年
、
九

九
|
一

O
O頁
。
さ
ら
に
保
衛
法
下
に
お
け
る
団
体
協
約
締
結
状

況
に
言
及
す
れ
ば
、
一
九
七
二
、
七
三
年
に
か
け
て
悪
化
し
て
い

る
が
、
七
六
年
に
は
も
ち
直
し
始
め
て
い
る
。
一
九
七
六
年
に
お

け
る
団
体
交
渉
調
整
決
定
件
数
は
一
一
三
二
件
で
あ
り
、
協
約
対

象
組
合
員
数
は
七
一
・
九
万
名
で
あ
る
。
同
年
の
組
合
員
総
数
は

九
一
・
六
万
名
で
あ
る
か
ら
、
人
員
数
で
み
た
締
結
率
は
八
七
・

四
%
に
な
る
こ
九
七
二
年
九
月
一
日
か
ら
七
三
年
八
月
三
一
日

ま
で
の
締
結
率
は
七
二
・
六
%
)
。
労
総
、
『
事
業
報
告
』
、
一
九
七

八
年
、
一
五
0
1
一
五
二
頁
。
労
総
資
料
の
調
整
決
定
件
数
と
労

働
部
資
料
の
そ
れ
と
は
相
当
に
ず
れ
て
い
る
が
、
そ
の
理
由
は
わ

か
ら
な
い
。

(
叩
)
治
安
機
関
の
非
公
式
な
介
入
は
、
労
働
委
員
会
に
よ
る
斡
旋
・

調
停
活
動
に
比
べ
て
「
は
る
か
に
効
果
的
で
あ
る
と
み
ら
れ
て
い

る
。
」
句
出
H
・

r
J円。己ロ
m-同
r
h
b
守
。
、
み
誌
、
』
S
h片
足
切
マ
&
~
河
町

E
H
e
s師

、
お
図
。
お
お
~
め
ヨ
尽
さ

h
s
h州
、
ミ
ミ
片
町

(ωgzyω
。
関
白
ロ
関
口
口
一
'

〈
巾
門
田
-
昨
日
、
司
叶
m
w
m

∞-
H
申
吋
申
)
咽
円
】
・
∞
∞
・

(
日
)
金
聖
珍
、
前
掲
書
、
一
六
六
頁
。

(
ロ
)
韓
相
震
は
、
一
九
七
一
年
に
労
使
紛
糾
は
絶
対
的
に
増
加
し
な

か
っ
た
が
、
賃
金
滞
払
よ
り
も
労
働
条
件
改
善
を
め
ぐ
る
紛
糾
が

相
対
的
に
増
加
し
た
と
し
て
、
「
非
常
事
態
宣
言
は
こ
の
よ
う
な
勤

労
者
集
団
の
戦
闘
的
な
行
動
が
増
殖
す
る
社
会
的
脈
絡
の
中
で
起

き
た
」
と
論
じ
て
い
る
。
し
か
し
保
衛
法
第
九
条
に
関
す
る
限
り

で
は
、
そ
れ
は
「
危
機
」
へ
の
対
応
と
し
て
よ
り
も
、
開
発
戦
略

の
展
開
に
付
随
し
て
現
わ
れ
た
と
い
う
面
の
方
が
大
き
い
と
考
え

ら
れ
る
。
こ
の
点
は
、
韓
が
依
拠
し
て
い
る
G
・
オ
ド
ン
ネ
ル
の

官
僚
的
権
威
主
義
モ
デ
ル
の
適
用
性
の
問
題
に
か
か
わ
っ
て
く
る
。

韓
、
前
掲
論
文
、
二
0
0
|
二

O
一
頁
。
韓
論
文
に
つ
い
て
は
、

第
一
章
第
一
節
の
注
(
1
)
、
参
照
。

(
日
)
『
東
亜
日
報
』
、
一
九
七
二
年
一
一
月
二
日
。

(
H
)

李
東
鏡
、
「
韓
国
の
輪
山
自
由
地
域
|
実
態
、
効
果
、
問
題
点
|
」
、

韓国、台湾、香港、シンガポールの米

国ドル換算時間当たり賃金(製造業)

韓国 台湾 香港
シンカや
ポール

1971年 O. 20 O.お 0.39 O. 92 

1975 0.36 0.48 0.58 1. 46 

1979 1. 09 0.95 0.99 1. 89 

1982 1. 16 1. 43 (1. 07) 2.73 

表-29

北法37(4・70)510

1982年の欄にわける香港の賃金は、

1981年の賃金である。

表茂基、「培号旦刊号予三f:.J、同編、

『電士号~賃金』、34頁。

〔備考〕

〔出典〕
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藤
森
英
男
編
、
『
ア
ジ
ア
諸
国
の
輸
出
加
工
区
』
、

究
所
、
一
九
七
八
年
、
一
七
八
|
一
八

O
頁。

(
日
)
臨
時
特
例
法
及
び
同
法
施
行
令
は
、
鄭
東
佑
他
共
編
、
前
掲
書
、

一
二
三
|
一
二
五
頁
。

(
国
)
労
総
、
『
培
号
、
主
号
互
智
o
T
号
、
川
』
、
ソ
ウ
ル
、
一
九
七
九
年
、

七
七
六
七
七
八
頁
。

(
口
)
朴
栄
基
、
「
多
国
籍
企
業
斗
培
ユ
可
叫
労
使
関
係
」
、
『
労
働
公
論
』
、

ソ
ウ
ル
、
一
九
七
五
年
五
月
、
三
四
|
三
五
頁
。

(
日
)
『
東
亜
日
報
』
、
一
九
七
一
年
一
一
一
月
一

O
目。

(
凹
)
賃
金
水
準
の
抑
制
に
対
し
て
、
調
整
決
定
を
始
め
と
す
る
労
働

統
制
は
、
ど
れ
程
の
効
果
が
あ
っ
た
の
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
知

る
た
め
、
韓
国
の
競
争
相
手
国
で
あ
る
台
湾
・
香
港
・
シ
ン
ガ
ポ

ー
ル
に
お
け
る
賃
金
水
準
を
比
較
し
た
の
が
、
表
|
二
九
で
あ
る
。

七
0
年
代
前
半
で
は
、
台
湾
・
香
港
に
比
べ
て
韓
国
の
賃
金
水
準

は
低
い
が
、
七

0
年
代
後
半
に
は
両
国
を
上
ま
わ
る
程
に
上
昇
し

て
お
り
、
こ
の
時
期
で
は
抑
制
の
効
果
が
余
り
か
ん
ば
し
く
な
か

っ
た
よ
う
に
み
ら
れ
る
。

(
却
)
韓
国
の
労
働
組
合
に
関
す
る
研
究
は
、
日
本
で
は
僅
か
に
し
か

な
い
。
対
象
と
す
る
時
期
を
一
九
六

0
年
代
以
後
に
限
る
な
ら
ば
、

隅
谷
三
喜
男
論
文
が
そ
の
代
表
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
。
隅
谷
、
「
韓

国
の
企
業
レ
ヴ
ェ
ル
の
労
使
関
係
」
、
隅
谷
編
著
、
『
労
使
関
係
の

国
際
比
較
』
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
八
年
、
一
一
|
三
四
頁
。

隅
谷
論
文
に
お
い
て
は
、
資
料
の
殆
ど
が
一
九
七
五
年
以
前
の
も

の
に
限
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
七

0
年
代
を
通
じ
て
の
労

働
組
合
の
全
体
像
を
把
握
す
る
に
は
、
不
十
分
に
な
っ
て
い
る
。

こ
の
他
に
は
、
三
満
照
敏
に
紹
介
や
時
事
的
な
報
告
が
い
く
つ
か

あ
る
。
三
満
、
「
韓
国
に
お
け
る
労
働
法
制
の
変
遷
と
韓
国
労
総
」
、

『
月
刊
労
働
問
題
』
、
一
九
七
九
年
一
一
月
、
八
二

l
八
七
頁
。

同
、
「
陣
痛
の
中
の
韓
国
労
働
運
動
|
労
使
紛
争
の
多
発
と
国
家
保

衛
法
」
、
『
日
本
労
働
協
会
雑
誌
』
、
一
九
八

O
年
九
月
、
七
五
|
八

一
頁
。
さ
ら
に
邦
語
訳
さ
れ
た
韓
国
人
の
研
究
に
言
及
す
る
な
ら

ば
、
李
丞
玉
編
訳
、
『
韓
国
の
労
働
運
動
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
朴

玄
係
の
二
つ
の
論
文
が
あ
る
。
朴
論
文
は
、
労
働
運
動
の
実
践
的

な
観
点
か
ら
書
か
れ
て
い
る
。

(
幻
)
繊
維
・
化
学
・
金
属
の
各
組
合
に
お
り
る
事
業
体
規
模
別
組
合

員
数
の
推
移
を
み
る
な
ら
ば
、
従
業
員
一

O
O
O人
以
上
の
事
業

体
の
組
合
員
数
が
占
め
る
比
率
は
、
七

0
年
代
を
通
じ
て
繊
維
で

五
O
%台
、
化
学
・
金
属
で
は
増
加
し
て
六

O
%台
に
も
達
し
て

い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
従
業
員
二

O
O人
未
満
の
事
業
体
の
組

合
員
数
が
占
め
る
比
率
は
、
い
ず
れ
の
三
組
合
で
も
、
せ
い
ぜ
い

一
O
%前
後
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
製
造
業
部
門

を
組
織
し
て
い
る
労
働
組
合
は
、
中
小
・
零
細
企
業
よ
り
も
大
企

業
に
、
そ
の
主
な
基
盤
を
お
い
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
労

総
、
「
事
業
報
告
』
、
一
九
七
三
|
七
九
年
。

(
泣
)
奄
号
オ
号
豆
剥
せ
唱
社
管
唱
著
、
『
叫
O
T
、朴正
0
4
司
斗
ω立。け
3
、

ソ
ウ
ル
、
一
九
八
五
年
、
一
四
七
|
一
四
八
頁
。

北法37(4・71)511
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(
お
)
労
総
は
、
一
九
七
六
年
八
月
財
閥
級
未
組
織
分
野
に
組
合
を
結

成
す
る
方
針
を
た
て
、
七
七
年
度
の
組
織
化
対
象
と
し
て
三
星
グ

ル
ー
プ
を
選
定
し
た
。
化
学
労
組
本
部
は
、
三
星
系
列
の
第
一
製

糖
工
業
金
浦
工
場
に
女
性
工
作
員
を
従
業
員
と
し
て
潜
入
さ
せ
、

そ
の
後
間
も
な
く
一
三
名
の
従
業
員
に
よ
る
組
合
結
成
に
一
旦
は

成
功
し
て
い
る
(
但
し
、
管
轄
官
庁
で
あ
る
ソ
ウ
ル
市
に
設
立
申

告
書
を
提
出
し
て
も
、
申
告
証
が
交
付
さ
れ
て
い
な
い
)
。
だ
が
、

労
組
結
成
に
対
す
る
会
社
側
の
反
攻
は
激
し
く
、
再
三
の
不
当
労

働
行
為
だ
け
で
な
く
、
化
学
労
組
員
七
O
O
余
名
と
の
乱
闘
事
態

ま
で
も
が
生
じ
、
結
局
女
性
工
作
員
ら
の
解
雇
を
も
っ
て
、
三
塁

財
閥
に
お
け
る
労
組
結
成
は
挫
折
し
て
い
る
。
を
号
オ
号
Z
Z
司

噌
司
司
、
前
掲
書
、
四
二
七
四
二
八
頁
。

(
担
)
一
九
八
O
年
二
一
月
の
労
働
組
合
法
改
訂
に
よ
っ
て
、
労
働
組

合
は
「
労
働
条
件
の
決
定
権
が
あ
る
事
業
又
は
事
業
場
単
位
」
(
第

一
三
条
)
に
設
立
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
、
名
実
共
に
企
業

別
組
合
編
成
に
移
行
し
て
い
る
。
同
年
改
訂
の
労
働
組
合
法
及
び

そ
の
他
労
働
法
は
、
『
法
典
』
、
ソ
ウ
ル
、
一
九
八
五
年
、
二
四
五

四
|
二
四
六
三
頁
。
労
働
組
合
法
の
邦
語
訳
は
、
「
外
国
の
立
法
』

(
国
立
国
会
図
書
館
)
、
二
三
巻
三
号
、
二
二
八

l
一
四
一
頁
。

(
お
)
団
体
交
渉
の
類
型
は
、
金
聖
珍
、
パ
ク
・
ヨ
ン
キ
(
朴
栄
基
)

の
間
で
く
い
違
う
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
れ
ら
の
類
型

を
お
お
ま
か
に
整
理
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
金
聖
珍
、
前
掲
書
、
一

二
二
一
二
四
頁
。
司
白
ユ
内
J

円。ロロ
m-関
r
o℃

-aア
℃

U
・
呂
∞
N

・

(
お
)
と
り
わ
け
全
国
金
属
労
組
に
お
い
て
は
、
全
国
組
合
本
部
の
中

央
集
権
的
傾
向
は
、
懲
戒
権
を
除
け
ば
か
な
り
弱
い
。
財
政
状
況

に
つ
い
て
み
れ
ば
、
支
部
・
分
会
の
傘
下
組
織
が
全
国
組
合
に
上

納
す
る
組
合
費
は
、
懲
収
総
額
の
四
O
i
六
O
%
程
度
と
さ
れ
て

い
る
が
(
海
員
七
五
%
)
、
金
属
で
は
二
O
%
に
す
ぎ
な
い
。

HEa--

匂・印叶・

(
幻
)
労
働
組
合
設
主
の
手
続
き
を
み
れ
ば
、
ま
ず
労
働
組
合
法
が
定

め
る
労
働
組
合
の
欠
格
要
件
に
該
当
せ
ず
、
法
の
規
定
に
順
じ
て

組
合
を
結
成
し
て
(
こ
の
段
階
で
所
属
す
る
全
国
組
合
の
承
認
を

得
な
く
て
は
な
ら
な
い
て
さ
ら
に
行
政
官
庁
に
設
立
申
告
書
を
提

出
し
申
告
証
の
交
付
を
受
け
て
初
め
て
正
式
に
設
立
し
た
こ
と
に

な
る
。
一
九
六
三
年
の
同
法
改
訂
に
よ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
準
則

主
義
が
採
ら
れ
た
が
、
そ
れ
ま
で
は
申
告
を
も
っ
て
十
分
と
す
る

自
由
設
立
主
義
で
あ
っ
た
。

(
却
)
政
府
指
名
の
労
働
団
体
再
建
組
織
委
員
会
と
そ
の
再
建
組
織
要

綱
に
つ
い
て
は
、
労
総
、
前
掲
「
奄
ユ
可
与
玉
o
書
官
会
号
斗
』
、
五
七

O
|
五
七
一
、
五
八
九
頁
。

(
却
)
朴
政
権
は
労
働
組
合
を
積
極
的
に
拡
張
す
る
よ
う
な
こ
と
は
し

な
か
っ
た
が
、
特
定
の
「
聖
域
」
を
除
け
ば
、
労
働
組
合
の
組
織

化
に
ま
で
否
定
的
で
あ
っ
た
と
は
言
え
な
い
よ
う
で
あ
る
。
組
合

は
、
加
入
者
が
数
名
い
れ
ば
、
数
日
の
聞
に
結
成
し
え
た
と
さ
れ

て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
全
斗
燦
政
権
の
も
と
に
あ
っ
て
は
、

新
た
な
規
制
な
ど
に
よ
っ
て
組
合
の
結
成
自
体
が
容
易
で
は
な
く
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な
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
徐
仲
錫
、
「
韓
国
司
巨
大
組
織
韓
国
労

総
会
刊
早
培
、
叫
」
、
『
新
東
亜
』
、
一
九
八
五
年
四
月
、
五

O
二一頁。

一
九
八

O
年
二
一
月
の
労
働
組
合
法
の
改
訂
に
よ
っ
て
、
ユ
ニ
オ

ン
・
シ
ョ
ッ
プ
制
を
認
め
て
い
た
箇
所
が
削
除
さ
れ
て
し
ま
っ
た

こ
と
に
も
、
そ
の
一
端
が
う
か
が
わ
れ
る
。

(
却
)
組
合
規
約
及
び
決
議
の
取
消
・
変
更
、
解
散
命
令
の
規
定
は
、

一
九
五
三
年
制
定
の
労
働
組
合
法
に
も
あ
っ
た
が
、
六
三
一
年
の
改

訂
に
よ
っ
て
、
い
ず
れ
も
行
政
官
庁
が
「
公
益
を
害
す
る
憂
慮
が

あ
る
と
認
定
」
し
た
時
、
労
働
委
員
会
の
議
決
(
公
益
委
員
の
み

が
な
し
う
る
権
限
)
を
経
て
命
じ
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
た
。

こ
れ
ら
の
規
定
は
、
そ
の
後
の
数
次
に
わ
た
る
改
訂
に
際
し
で
も
、

何
の
変
更
も
受
け
て
い
な
い
。

(
幻
)
金
亨
培
(
高
麗
大
教
授
)
は
、
一
九
七
三
年
の
労
働
法
改
訂
を

も
っ
て
「
産
業
別
組
織
形
態
を
止
揚
し
て
事
業
場
単
位
別
の
組
織

形
態
へ
の
転
換
を
事
実
上
可
能
に
し
た
」
も
の
と
評
価
し
て
お
り
、

そ
の
背
景
に
つ
い
て
は
「
そ
の
聞
の
労
働
組
合
の
組
織
が
実
際
に

お
い
て
事
業
場
別
に
形
成
さ
れ
て
、
団
体
協
約
も
事
業
場
を
単
位

に
締
結
さ
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
が
あ
ろ
う
が
、
こ
の
他
に
団
体

行
動
の
拡
大
を
防
止
し
よ
う
と
す
る
政
策
的
な
考
慮
も
あ
っ
た
と

非
難
さ
れ
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
金
亨
培
、
前
掲
論
文
、
一
一

七
七
頁
。

(
詑
)
労
総
、
前
掲
「
品
じ
「
守
主
玉
O

スムす
o
T
玉0
・
川
」
、
七
八
一
七
八
回
、

八
一
一

l
八
一
五
頁
。

(
お
)
労
働
庁
例
規
七
九
号
は
、
鄭
東
佑
他
共
編
、
前
掲
書
、
六
七
九

頁。

(
抑
)
特
に
地
域
支
部
に
つ
い
て
は
、
次
の
項
目
が
あ
る
。
「
群
小
単
一

事
業
場
に
組
織
さ
れ
た
労
働
団
体
(
特
に
分
会
)
を
構
成
単
位
と

し
て
地
域
的
に
組
織
さ
れ
た
地
域
支
部
の
代
表
者
は
、
該
当
事
業

を
相
手
に
す
る
労
働
争
議
の
申
告
と
当
事
者
に
な
り
え
な
い
た
め

に
、
団
体
協
約
の
締
結
及
び
労
働
争
議
の
申
告
は
必
ず
労
働
関
係

の
当
事
者
で
あ
る
分
会
長
名
義
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ

(
お
)
こ
の
よ
う
な
政
府
の
方
針
は
、
一
九
八

O
年
に
至
り
極
端
な
も

の
と
な
る
。
同
年
一
一
一
月
の
労
働
組
合
法
・
労
働
争
議
調
整
法
の

改
訂
、
労
使
協
議
会
法
の
制
定
に
お
い
て
、
第
三
者
介
入
の
禁
止

条
項
が
新
た
に
設
け
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
労
働
争
議
調
整
法

に
は
「
直
接
勤
労
関
係
を
結
ん
で
い
る
勤
労
者
や
当
該
労
働
組
合

又
は
使
用
者
そ
の
他
、
法
令
に
よ
っ
て
正
当
な
権
限
を
有
す
者
を

除
外
し
て
は
、
何
人
で
も
争
議
行
為
に
関
し
て
関
係
当
事
者
を
操

縦
・
煽
動
・
妨
害
し
た
り
、
そ
の
他
こ
れ
に
影
響
を
及
ぼ
す
目
的

で
介
入
す
る
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
」
(
第
一
三
条
の
二
)
と
あ

り
、
産
業
宣
教
団
体
だ
け
で
な
く
産
業
別
労
組
本
部
も
一
切
の
介

入
・
支
援
を
な
し
え
な
い
と
さ
れ
た
。

(
お
)
労
総
、
『
事
業
報
告
』
、
一
九
七
二
年
、
六
八
|
六
九
頁
。

(
幻
)
同
右
、
五
三
頁
。
労
総
、
『
事
業
報
告
』
、
一
九
七
五
年
、

八
ー
一
七
九
頁
。

(
お
)
労
総
、
『
事
業
報
告
』
、

一
九
七
七
年
、

二
四
七
頁
。

七
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(
ぬ
)
労
総
、
『
事
業
報
告
』
、
一
九
七
六
年
、
二
四
二
|
二
四
三
頁
。

全
国
繊
維
労
組
は
生
糸
協
会
と
も
交
渉
し
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る

が
、
そ
れ
に
関
す
る
情
報
は
入
手
し
え
な
か
っ
た
。

a
d
d
.民
に
よ
れ
ば
、
化
学
は
多
種
多
様
な
業
種
を
抱
え
た
組

合
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
九
七
五
年
に
ゴ
ム
・
皮
革
部
門

で
全
国
レ
ヴ
ェ
ル
の
交
渉
が
な
さ
れ
、
さ
ら
に
一
九
七
九
年
に
は

食
料
品
・
セ
メ
ン
ト
部
門
で
全
国
化
学
労
組
本
部
と
個
別
企
業
と

の
交
渉
が
な
さ
れ
て
い
る
。
但
し
、
い
ず
れ
の
部
門
も
製
造
業
の

中
核
に
位
置
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
に
留
意
し
て
お
き
た
い
。

』
白
口
開
]
-
刀

nyc--
。
円
】
円
一
円
・
場
開
】
℃
・
品
品
k
f
k
F
仏
印
・

(
H
M
)

金
綿
守
、
「
労
使
苦
汁
判
唱
を
叫
」
亡
、
乃
」
、
『
新
東
亜
』
、
一
九
八

五
年
六
月
号
、
四
五

O
頁。

(
必
)
変
茂
基
、
前
掲
「
韓
国
労
働
経
済
判
構
造
変
化
」
、
六

O
八
頁
。

(
必
)
労
総
、
前
掲
『
与
号
丞
す
を
号
斗
培
号
』
、
七
七
九
七
八
一
頁
。

(
H
H
)

同
右
、
七
八
四
|
七
八
五
頁
。

(
江
川
)
脅
ユ
守
オ
号
Z

Z
司
副
首
叫
「
司
、
前
掲
室
宍
二
八
六

l
二
八
八
頁
。

(
日
刊
)
同
右
、
一
八
五
|
一
八
六
頁
。

(
灯
)
同
右
、
四
一
一
頁
。

(
必
)
同
右
、
三
九
八
|
四

O
O頁。

(
刊
)
労
総
、
前
掲
『
培
号
、
i
c
-
o
丞
苦
o
T
号、

d
、
七
七

0
1七
七
一
頁
。

(
印
)
を
号
オ
号
Z

Z
詞
唱
叫
「
日
朝
、
前
掲
書
、
一
-
一

O
八
|
一
二

O
頁。

(
日
)
同
右
、
三
八
八
三
九
八
頁
。

(
臼
)
同
右
、
三
二
六
三
三
一
頁
。

(
臼
)
同
右
、
四
八
八
四
九
三
頁
。

(
臼
)
朴
世
逸
、
一
。
T
司
、
叶
斗
労
使
協
議
制
斗
労
働
行
政
上
司
問
題
」
、

朴
世
逸
、
李
釜
昌
他
編
、
『
労
使
協
議
制
研
究
|
問
題
点
斗
改
善
方

向
円
ソ
ウ
ル
、
一
九
八
三
年
、
二
三
六
頁
。
こ
の
指
摘
は
、
八

0
年
代
に
入
つ
て
な
さ
れ
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
七

0
年
代
に
も

該
当
す
る
。

(
日
)
労
働
庁
(
部
)
の
記
述
は
、
朴
世
逸
の
前
掲
論
文
に
依
拠
し
て

い
る
。
そ
の
他
、
慎
斗
範
、
「
韓
国
労
働
政
策
判
方
向
」
、
『
労
働
公

論
』
、
一
九
七
五
年
四
月
、
六
二
|
七
八
頁
。

(
回
)
労
働
庁
地
方
事
務
所
は
、
一
九
七
九
年
七
月
現
在
に
お
い
て
二

九
を
数
え
る
。
司

R
r
J
円。5
m
o
E岨
C
℃

n
F
U
-
N
0
・
労
働
部
に
お

け
る
組
織
上
の
問
題
点
と
し
て
、
地
方
事
務
所
と
労
働
部
と
の
聞

に
地
域
レ
ヴ
ェ
ル
の
中
間
管
理
機
構
が
設
け
ら
れ
て
い
な
い
こ
と

が
あ
げ
ら
れ
る
。
中
間
管
理
機
構
が
な
い
た
め
に
、
「
全
国
の
行
政

一
線
(
地
方
事
務
所
)
か
ら
持
ち
上
が
る
全
て
の
問
題
を
各
分
野

ご
と
に
本
部
の
担
当
局
長
が
直
接
管
掌
す
る
よ
う
に
な
っ
て
、
労

働
部
本
部
内
の
局
課
長
は
労
働
政
策
の
樹
立
を
主
と
し
た
活
動
を

す
る
余
裕
が
な
く
、
一
線
事
務
所
の
活
動
を
直
接
監
督
・
調
整
す

る
の
に
汲
汲
す
る
よ
う
に
な
る
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
朴
世
逸
、

前
掲
論
文
、
二
コ
一
五
頁
。

(
町
)
同
右
、
二
三
七
頁
。

(
回
)
「
朝
鮮
日
報
」
、
一
九
八
一
年
二
月
一
九
日
。
斗
補
習
編
集
部
、

前
掲
『
八

O
吐
を
卒
有
号
、
勾
培
号
パ
ゴ
司
二
』
、
八

O
八
頁
。

北法37(4・74)514



朴正照維新体制と労働統制の展開(2)

(
印
)
こ
の
時
期
の
労
働
運
動
に
関
す
る
記
述
は
、
金
潤
燦
著
、
中
尾

訳
、
前
掲
『
韓
国
労
働
運
動
史
』
、
第
四
章
以
下
に
依
拠
し
て
い
る
。

解
放
直
後
に
お
け
る
「
全
評
」
を
始
め
と
し
た
労
働
運
動
に
関
し

て
は
、
中
尾
美
知
子
、
中
西
洋
、
「
米
軍
政
・
全
評
・
大
韓
労
総
|

朝
鮮
汐
解
放
。
か
ら
大
韓
民
国
へ
の
軌
跡
」
付
、
口
、
白
、
『
経

済
学
論
集
』
(
東
京
大
学
)
、
第
四
九
巻
第
四
号
、
第
五

O
巻
第
四

号
、
第
五
一
巻
第
一
号
が
詳
し
い
。

(
削
)
銭
鎮
漢
・
丁
大
夫
の
経
歴
に
関
し
て
は
、
外
務
省
ア
ジ
ア
局
監

修
、
震
開
会
編
、
「
現
代
韓
国
人
名
辞
典
』
、
一
九
六

O
年
版
、
一

九
七

O
年
版
、
参
照
。

(
臼
)
労
総
、
前
掲
一
号
「
寸
与
王
o
互
せ
o
T
号
、
外
』
、
五
六
九
1

五
八
四
頁
。

(
臼
)
韓
国
労
総
委
員
長
一

O
名
の
氏
名
を
就
任
順
に
あ
げ
れ
ば
、
李

委
話
、
(
李
春
照
)
、
李
賛
赫
、
屋
龍
沫
、
表
相
浩
、
鄭
東
虎
、
(
金

永
泰
)
、
鄭
漢
派
、
(
金
杢
壁
)
、
金
東
仁
で
あ
る
。
括
孤
内
の
氏
名

は
、
詳
し
い
経
歴
が
不
明
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
。

(
臼
)
パ
ク
に
よ
れ
ば
、
「
一
九
六
一
年
の
再
建
以
前
の
指
導
者
と
は
違

っ
て
、
〔
そ
の
後
の
〕
全
国
組
合
の
相
当
規
模
の
役
員
は
産
業
労
働

者
と
し
て
始
ま
り
、
組
合
内
の
地
位
を
通
っ
て
現
在
の
役
職
に
ま

で
の
ぼ
っ
て
い
る
。
」
司
曲
芸
ペ
O
C
口
問
自
民

r
o
u・
巳
門
ニ
℃

-
E・
ち
な
み

に
、
一
九
八
五
年
現
在
労
総
委
員
長
で
あ
る
金
東
仁
は
、
一
九
四

八
年
に
釜
山
商
工
を
卒
業
し
、
五
六
年
に
は
釜
山
埠
頭
労
組
組
織

部
長
に
な
っ
て
い
る
が
、
一
時
、
全
国
学
生
連
盟
監
察
委
員
長
を

し
た
経
験
を
持
ち
、
青
年
運
動
出
身
と
み
ら
れ
て
い
る
。
金
東
仁

の
経
歴
に
関
し
て
は
、
除
仲
錫
、
前
掲
稿
、
四
八
八
頁
、
連
合
通

信
、
『
連
合
年
鑑
』
、
ソ
ウ
ル
、
一
九
八
五
年
版
。

(
制
)
李
歪
詰
の
経
歴
に
関
し
て
は
、
全
国
鉄
道
労
働
組
合
、
「
鉄
労
三

O
年
史
』
、
ソ
ウ
ル
、
一
九
七
六
年
な
ど
、
参
照
。

(
白
)
鄭
東
虎
の
経
歴
に
関
し
て
は
、
世
界
経
済
調
査
会
編
、
『
韓
国
・

北
朝
鮮
人
名
辞
典
上
』
、
一
九
七
九
年
版
な
ど
、
参
照
。

(
前
)
労
総
、
前
掲
『
を
号
、
ャ
王
。
互
せ
を
号
斗
』
、
六
二
ハ
|
六
二
五
頁
。

一
九
六
九
年
の
立
法
闘
争
が
敗
北
を
し
い
ら
れ
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
そ
の
当
時
の
指
導
者
で
あ
っ
た
李
賛
赫
(
労
総
委
員
長
)
、
崖

龍
赫
(
電
力
労
組
委
員
長
)
は
七
一
年
の
国
会
議
員
選
挙
に
与
党

共
和
党
か
ら
立
候
補
し
て
い
る
。
本
稿
六

O
頁
、
参
照
。

(
町
)
『
東
亜
日
報
』
、
一
九
七
一
年
一
一
月
一
一
一
一
一
日
。

(
倒
)
労
総
、
前
掲
「
せ
号
、
エ
号
互
守
合
玉
。
斗
』
、
七
三
八
頁
。

(
伺
)
「
一
九
七
二
年
度
労
働
節
。
一
旦
安
件
韓
国
労
総
叶
発
表
斗
宣
言
文

斗
決
議
文
」
、
『
労
働
問
題
集
円
高
麗
大
学
、
第
三
輯
、
二
一
一
|

二
一
三
頁
。

(
叩
)
「
一
九
七
二
年
度
韓
国
労
総
全
国
代
議
員
大
会
大
会
宣
言
文
斗

決
議
文
」
、
同
右
、
二
一
六
一
二
七
頁
。
「
一

0
・
一
七
」
大
統

領
特
別
宣
言
中
、
「
福
祉
均
需
政
策
」
に
言
及
し
た
箇
所
で
は
、
具

体
的
内
容
に
何
ら
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
が
、
一
九
七
三
年
の
大
統

領
年
頭
記
者
会
見
に
お
い
て
、
「
政
府
は
七
四
年
か
ら
社
会
保
障
(
ま

た
は
国
民
福
祉
)
年
金
制
度
を
実
施
し
・
・
・
勤
労
者
た
ち
に
漸

次
拡
大
し
て
い
く
で
あ
ろ
う
0

・
・
・
七

0
年
代
後
半
ま
で
に
医
療
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保
険
制
度
を
推
進
す
る
で
あ
ろ
う
」
と
、
そ
の
内
容
が
明
ら
か
に

さ
れ
て
い
る
。
そ
の
内
、
年
金
制
度
は
い
ま
だ
に
実
施
さ
れ
て
い

な
い
が
、
医
療
保
険
制
度
は
一
九
七
七
年
七
月
か
ら
漸
進
的
に
施

行
さ
れ
て
い
る
。
労
働
者
の
福
祉
政
策
に
関
し
て
は
、
本
稿
第
二

章
第
三
節
、
参
照
。
「
一

0
・
一
七
」
特
別
宣
言
文
は
、
『
朴
正
照

大
統
領
演
説
文
集
』
、
大
統
領
秘
書
室
、
ソ
ウ
ル
、
第
九
集
、
三
二

一
|
三
二
六
頁
二
九
七
三
年
年
頭
記
者
会
見
は
、
『
コ
リ
ア
評
論
』
、

一
九
七
三
年
三
月
、
三
五
四
三
頁
。

(
江
)
労
総
の
『
事
業
報
告
」
に
、
「
福
祉
活
動
」
の
項
目
が
掲
載
さ
れ

始
め
た
の
は
、
一
九
七
六
年
版
か
ら
で
あ
る
。

(η)
労
総
、
『
事
業
報
告
』
、
一
九
七
九
年
、
二
ハ
三
|
一
六
回
頁
。

(
刀
)
同
右
、
二
一
五
頁
。

(
刊
)
趨
承
赫
、
前
掲
書
、
一
五
六
!
一
六
四
頁
。

(
苅
)
金
輿
書
、
「
E
一
盟
陣
痛
卦
」
玄
労
働
界
」
、
『
新
東
亜
』
、
一
九
八

O
年
五
月
、
二
二
五
|
二
二
七
頁
。

(
市
)
ヰ
神
宮
編
集
部
編
、
前
掲
『
八

O
吐
祖
卒
有
号
叫
「
培
号
外
詞
一
」
、

三
八
九
、
三
九
四
頁
。

(η)
同
右
、
四
三
九
頁
。

(
河
)
一
九
八

O
年
八
月
二
一
日
に
労
働
庁
が
示
達
し
た
「
労
働
組
合

浄
化
運
動
推
進
指
針
」
に
お
い
て
は
、
労
組
幹
部
の
「
浄
化
」
対

象
者
と
し
て
「
巨
額
の
報
酬
を
重
複
受
領
し
た
者
」
、
「
組
合
費
を

横
領
し
た
者
」
と
並
ん
で
、
「
一

0
・
二
六
〔
朴
大
統
領
暗
殺
〕
以

後
、
組
織
紛
糾
を
画
策
し
た
り
社
会
安
定
を
破
壊
し
た
者
」
、
「
外

部
勢
力
〔
産
業
宣
教
団
体
の
こ
と
か
〕
に
連
合
し
た
者
」
が
あ
げ

ら
れ
て
い
る
。
同
指
針
は
、
韓
国
経
営
者
総
協
会
、
『
労
働
経
済
年

鑑
』
、
ソ
ウ
ル
、
一
九
八
一
年
版
、
三
三
七
|
三
四
一
頁
。

(
乃
)
一
九
五
三
年
に
制
定
さ
れ
た
労
働
組
合
法
に
は
、
「
政
治
資
金
の

徴
収
・
流
用
」
を
禁
ず
る
条
項
は
既
に
あ
っ
た
が
、
公
職
選
挙
時

に
お
け
る
特
定
政
党
の
支
持
や
特
定
候
補
を
当
選
さ
せ
る
た
め
の

行
為
ま
で
を
も
禁
ず
る
規
定
は
な
か
っ
た
。
一
九
五
二
年
に
、
大

韓
労
総
は
与
党
自
由
党
に
編
入
さ
れ
て
お
り
、
労
働
組
合
の
政
治

化
は
、
李
承
晩
の
私
物
化
と
い
う
形
を
と
っ
て
、
か
な
り
の
程
度

進
ん
で
い
た
。
軍
事
政
権
は
、
経
済
開
発
推
進
の
観
点
か
ら
労
働

統
制
を
整
備
し
直
す
こ
と
に
よ
っ
て
(
労
働
組
合
の
政
治
活
動
禁

止
や
産
別
労
組
の
単
一
指
導
体
制
の
導
入
な
ど
て
政
府
と
労
働
組

合
と
の
関
係
を
、
よ
り
合
理
的
な
も
の
に
し
た
と
言
え
る
。

(
剖
)
「
民
主
労
働
党
」
を
結
成
す
る
企
て
に
関
与
し
た
八
人
の
氏
名

及
び
役
職
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

金
正
元
鉱
山
労
組
委
員
長

安
康
沫
労
総
会
計
監
査
、
「
九
人
委
員
会
」
委
員

越
昌
華
電
力
労
組
委
員
長
、
「
九
人
委
員
会
」
委
員

曹
歪
東
逓
信
労
組
委
員
長
、
労
総
会
計
監
査
、
「
九
人
委
員
会
」

委
員
海
上
労
組
委
員
長
、
労
総
会
計
監
査
、
「
九
人
委
員
会
」

委
員
金
融
労
組
委
員
長
、
労
総
副
委
員
長
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朴正照維新体制と労働統制の展開(2)

朴
泳
成
化
学
労
組
委
員
長
、
労
総
教
育
宣
伝
部
長

李
愚
一
福
連
合
労
組
副
委
員
長

氏
名
、
役
職
に
つ
い
て
は
、
労
総
、
『
培
号
、
エ
五
万
ス
ム
苦
o
T
玉
b
A，』、

五
七
四
・
五
七
六
・
五
八
五
頁
な
ど
。

*
「
九
人
委
員
会
」
と
は
、
「
韓
国
労
働
団
体
再
建
組
織
委
員
会
」

の
通
称
で
あ
る
。
詳
し
く
は
、
本
節
五
五
頁
、
参
照
。

こ
の
時
に
は
、
労
働
関
連
法
の
改
訂
が
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
も

あ
り
、
政
府
と
労
働
組
合
と
の
関
係
を
律
す
る
規
範
は
、
い
ま
だ

確
立
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
労
総
は
そ
の
内
部
に
流

動
的
な
要
素
を
抱
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
「
九
人
委
員

会
」
の
委
員
で
あ
っ
た
四
人
が
、
一
時
的
で
あ
れ
政
府
と
李
室
詰

労
総
委
員
長
の
労
組
再
建
指
導
か
ら
離
反
し
た
こ
と
に
端
的
に
あ

ら
わ
れ
て
い
る
。

(剖
)

J
・
リ
ン
ス
は
、
抱
え
込
み

(
2
0支
出
円
宮
口
)
を
権
威
主
義
体
制

に
お
け
る
「
代
表
」
の
方
法
し
て
、
制
限
的
多
元
主
義
(
ロ
ロ
長

E

UZE--∞
ヨ
)
と
関
連
ゃ
つ
け
て
い
る
。
』
ピ
ロ
N
-
E
〉
コ
白
Z
P
2
-
S
1
2

5
m
F
S巾
一
∞
宮
戸
二
口
問
〉
}
}
白
丘
巳
包
-
m
r
J
h
h
b
M
師、ミた凡

pa--

め
s
h
h
S
N
S
H
ν
ミ
N同
庁
ぬ
白
山
山
町
な
さ
リ
町

(
Z巾
g
JへC
ユf
5
4
(
)
)
・℃匂
-
N
日
目
白

N

印
叶
・
よ
り
具
体
的
に
は
、
「
抱
え
込
み
と
は
、
組
織
の
存
在
や
安
定

に
対
す
る
脅
威
を
そ
ら
す
手
段
と
し
て
新
し
い
要
素
を
組
織
の
指

導
層
や
政
策
決
定
層
に
吸
収
す
る
過
程
」
で
あ
り
、
両
当
事
者
聞

に
お
け
る
支
持
と
政
治
的
影
響
力
の
、
暖
昧
き
を
と
も
な
う
交
換

過
程
で
あ
る
と
言
え
る
。
回
。
〉
ロ
門
】
巾
司
印
。
ロ

hw
』白ヨ
2
0・(vcnwh

円一「。去一
-

E

。。コ片岡・
0
一
回
口
弘
円
。
・
0
℃同白色。
D
-
ロ
伊
南
巾
同
一
円
山
口
旬
。
口
氏
円
印
¥
司

{
ロ
』
・
0
・
(
い
。
円
r
n
g
P
2
同
一
色
目
J
b
nも
S
A
h
a
Q
Q
S
A凡

qsl

h

同
町
、
丸
町
色
町
念
、

s
s
h
~
同

Q
S悼
み

s
m
3
2ぱ
、
と
き
.2~NNgs。遣い、

(
2
2司
J

円。「
-
P
E吋一山)・℃℃
-
N
ω

。4Nω
白

(
回
)
(
部
)
労
総
、
前
掲
「
培
「
寸
与
亡
す
Z
L

苛
会
号
外
』
、
七
一
一
七
二

二
頁
。
政
府
は
、
労
総
が
個
人
で
な
く
労
組
の
資
格
で
政
治
活
動

を
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
労
働
組
合
法
第
一
二
条
に
違
反
す
る
と
し

て
、
そ
の
場
合
に
は
労
総
の
解
散
も
辞
さ
な
い
と
警
告
し
て
い
る
。

『
東
亜
日
報
』
、
一
九
七

O
年
二
月
二
日
。

(
制
)
「
歴
代
国
会
議
員
面
貌
」
、
韓
国
国
会
人
物
史
編
纂
会
、
「
歴
代

国
会
議
員
総
覧
』
、
ソ
ウ
ル
、
一
九
八
三
年
、
参
照
。

(
町
)
労
総
は
、
統
一
主
体
国
民
会
議
に
、
労
組
幹
部
を
多
数
参
加
さ

せ
る
と
の
方
針
の
も
と
、
一
九
七
二
年
の
代
議
員
選
挙
に
は
二
二

名
を
立
候
補
、
一

O
名
を
当
選
さ
せ
て
い
る
。
そ
の
内
に
は
、
後

に
労
総
委
員
長
と
な
る
金
永
泰
も
含
ま
れ
て
い
た
。
労
総
、
『
事
業

報
告
』
、
一
九
七
三
年
、
四

O

四
一
頁
。
統
一
主
体
国
民
会
議
へ

の
労
組
幹
部
の
参
加
は
、
彼
ら
の
個
人
的
な
栄
達
に
と
ど
ま
る
も

の
で
あ
り
、
ま
た
維
新
体
制
の
支
持
派
が
労
組
幹
部
層
に
浸
透
し

て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

(
剖
)
八

0
年
代
に
入
っ
て
、
労
総
の
議
会
・
政
党
活
動
は
、
以
前
よ

り
も
広
が
り
を
み
せ
て
き
て
い
る
。
一
九
八

O
年
一

O
月
発
足
の

国
家
保
衛
立
法
会
議
に
、
労
総
委
員
長
の
鄭
漢
沫
が
労
働
界
代
表

と
し
て
議
員
に
任
命
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
与
党
民
主
正
義
党
の

北法37(4・77)517
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発
起
人
に
、
労
働
界
代
表
と
し
て
李
賛
赫
、
李
壁
面
叫
埼
(
八
六
年
八

月
に
労
働
部
長
官
に
就
任
)
が
加
わ
っ
て
お
り
、
両
名
い
ず
れ
も

第
一
一
代
国
会
議
員
に
な
っ
て
い
る
。
八
五
年
現
在
で
は
、
労
総

委
員
長
全
東
仁
ら
コ
二
名
の
労
組
幹
部
が
、
民
正
党
中
央
委
員
の

役
職
に
つ
い
て
い
る
と
さ
れ
る
(
「
東
亜
日
報
』
、
一
九
八
五
年
七

月
二
日
)
。

(
訂
)
行
政
機
構
へ
の
労
総
の
参
加
に
関
し
て
は
、
企
業
経
営
者
団
体

も
含
め
て
検
討
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
企
業
経
営
者
の
団
体
と

し
て
は
、
全
国
経
済
人
連
合
会
、
大
韓
商
工
会
議
所
、
韓
国
経
営

者
総
協
会
な
ど
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
団
体
も
含
め
た
政
治
的
統
合

に
関
す
る
考
察
は
、
次
の
機
会
に
お
こ
な
い
た
い
。

(

朗

)

】

白

コ

m
包
唱
の
y
o
r
o
u
-
n
xよ
円
)
-
U
出
品
・
崖
の
博
士
論
文
は
、
そ
の

一
部
が
要
約
の
形
で
韓
国
語
に
翻
訳
さ
れ
て
い
る
。
崖
章
集
、
「
与

号
丞
苦
刊
叫
が
』
ス
ム
智
子
叫
「
司
E

一o
d
州
」
、
喧
司
会
、
立
て
可
ぺ
司

斗
が
』
「
オ
パ
什
剖
『
』
、
ソ
ウ
ル
、
一
九
八
五
年
、
一
九
一
二
二
九
頁
。

(
的
)
中
央
労
使
懇
談
会
運
営
規
程
第
一
条
、
労
総
、
『
事
業
報
告
』
、

一
九
七
六
年
、
二
一
四
頁
。
中
央
労
使
懇
談
会
に
関
し
て
は
、
問
、

『
事
業
報
告
』
、
一
九
七
六
|
八

O
年。

(
卯
)
労
総
、
『
事
業
報
告
』
、
一
九
七
三
年
、
一

O
五
|
一

O
六
頁
。

(
引
)
崖
章
集
は
、
労
働
組
合
の
対
政
府
影
響
力
を
、
「
核
的
再
分
配
」
、

「
穏
健
的
再
分
配
」
、
「
行
政
的
」
領
域
ご
と
に
分
析
し
て
い
る
。
雀

に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
三
つ
の
政
策
領
域
は
、

T
-
ロ
l
ウ
ィ
の
「
再

分
配
」
の
領
域
に
属
し
て
お
り
、
さ
ら
に
各
々
が
、
ロ

l
ウ
ィ
の

レ
ギ
ユ
レ
1
シ
ュ
ン

「
再
分
配
」
、
「
分
配
」
、
「
規
制
」
に
対
応
す
る
も
の
と
さ
れ
て

い
る
(
ロ
!
ウ
ィ
の
争
点
領
域
モ
デ
ル
に
関
し
て
は
、
H
，・』・円、。
g
r

E

〉

5
2
-
S
D
σ
ロ
印
山
口
巾

mm-
同
)
己
豆
一
円
円
】
。
}
片
山
〉
門
白
印
巾
'
凶
門
口
門
出

2
・
白
ロ
仏

句。

-
E
S
-
5
2『
M
N
J
S
S『
百

円

州

、

ミ

NHH.a-
〈
。

?
5・
Z
0・
P
円
)
円
}
・

品
コ
'
コ
印
)
。
だ
が
崖
の
領
域
分
類
は
、
政
策
に
お
け
る
内
容
面
と
過

程
面
と
を
同
一
水
準
に
置
い
て
い
る
た
め
、
不
完
全
な
も
の
と
な

っ
て
い
る
。

濯
の
分
析
を
み
る
と
、
七

0
年
代
に
労
総
は
政
策
決
定
機
構
へ

の
参
加
を
通
じ
影
響
力
を
増
大
さ
せ
は
し
な
か
っ
た
が
、
労
総
の

影
響
力
は
「
核
的
再
分
配
」
領
域
で
は
全
く
な
く
、
「
穏
健
的
再
分

配
」
領
域
で
は
あ
る
程
度
あ
り
、
「
行
政
的
」
領
域
で
は
そ
れ
よ
り

も
少
し
多
く
あ
る
と
し
て
、
そ
の
点
に
「
核
的
再
分
配
」
領
域
と

「
穏
健
的
再
分
配
」
「
行
政
的
」
領
域
と
の
交
換
に
よ
る
政
府
の
労

総
抱
え
込
み
が
見
ら
れ
る
と
し
て
い
る
。
雀
は
、
六

0
年
代
に
お

け
る
労
総
の
利
益
表
出
活
動
を
比
較
的
高
く
評
価
す
る
結
果
(
例

セ
ミ

え
ば
、
「
準
競
争
的
な
政
治
的
枠
組
み
の
内
で
の
『
多
元
的
』
形
態
」

の
活
動
で
あ
り
、
政
府
と
労
総
の
関
係
は
「
構
造
化
さ
れ
な
い
状

態

(
E
a
E
2
R
a
∞S
Z
)
」
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
な
ど
て
保
衛

法
以
後
の
七

0
年
代
に
そ
の
よ
う
な
交
換
関
係
を
見
い
出
す
の
で

あ
る
。
六

0
年
代
前
半
に
政
府
・
労
総
関
係
が
流
動
的
な
局
面
を

み
せ
た
こ
と
は
あ
る
が
、
そ
の
後
労
総
の
労
働
運
動
指
導
は
、
外

資
企
業
臨
時
特
例
法
案
阻
止
闘
争
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
政
府
に
対

し
て
よ
り
攻
撃
的
で
は
な
く
な
っ
て
き
て
お
り
、
崖
が
提
示
す
る
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よ
う
な
交
換
関
係
は
成
立
し
に
く
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ

る
。
』
田
口
ぬ
』

e
h『MO--
。
℃

-nx-L)匂
品
{
)
A
F

ム
ω日・

(
位
)
労
総
の
対
政
府
建
議
に
お
い
て
は
、
保
衛
法
第
九
条
の
削
除
、

労
働
組
合
法
の
改
正
な
ど
比
較
的
多
様
な
要
求
が
な
さ
れ
て
い
る
。

だ
が
こ
れ
ら
の
建
議
は
、
お
お
む
ね
政
府
へ
の
要
求
伝
達
の
み
に

と
ど
ま
っ
て
お
り
成
果
が
乏
し
い
と
言
え
る
。
団
体
交
渉
調
整
決

定
制
度
に
お
け
る
当
事
者
問
題
の
是
正
を
求
め
た
建
議
も
あ
り
、

こ
の
点
に
関
し
て
は
本
節
、
四
三
頁
、
参
照
。

(
回
〉
労
総
、
『
事
業
報
告
』
、
一
九
七
八
年
、
一
七

O
頁
。
問
、
「
事
業

報
告
』
、
一
九
七
九
年
、
一
四
一
一
四
二
頁
。

(
倒
〕
労
総
、
『
一
事
業
報
告
』
、
一
九
七
八
年
、
六
七
|
六
八
頁
。

(
町
一
一
勤
労
者
福
祉
政
策
審
議
委
員
会
規
定
第
一
条
、
同
右
、
六
八
|

六
九
頁
。

(
伺
)
第
一
次
実
務
委
員
会
に
関
し
て
は
、
同
右
、
七
五
八
六
頁
。

(
釘
〕
第
一
次
本
会
議
に
関
し
て
は
、
労
総
、
『
事
業
報
告
』
、
一
九
七

九
年
、
一
一

0
1
一
一
九
頁
。
他
に
は
、
「
朝
鮮
日
報
」
、
一
九
七

九
年
九
月
五
日
、
斗
刈
萱
編
集
部
編
、
前
掲
書
、
五
三
頁
。

(
鮒
)
萎
仁
川
皆
、
「
Y
H
斗
祖
刊
社
一

0
・
二
六
、
川
叫
外
オ
」
、
『
新
東

亜
』
、
一
九
八
四
年
一

O
月
、
一
六
三
頁
。
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Park Chung-hee's Yushin Regime and 

its Labor Control (II) 
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Introduction 

Chapter 1 Socioeconomic changes and the Yushin regime 

1. Manufacturing labor force: Formation and stratification 

2. Urban masses in socioeconomic changes 

3. Democry-movement in the 1970s (Vol. 36， No. 5・6)

Chapter II Development of labor control 

1. Labor union (this issue) 

2. Labor-management council 

3. Production and distribution 

Chapter 1Il Conclusion 

Chapter II 

In the 19705 the manufacturing labor force has rapidly increased， so that 

labor problems became seriou5 for the Park governament whose success hinged 

on political stability and economic development. The Park government dev-

eloped labor control to minimize impacts labor problems had on them. The 

labor control of the Park government had three aspects. The first one is 

demobilization or depoliticization of industrial workers in order to prevent 

them from entering the political arena. The second one is extensive interven-

tions in labor conflicts to keep the maintenance of public peace. The third one 

is the encupslation of industrial workers into the large company. This ap-

proach is， if apolitical， integrative and it implies that the Park government 

began to deal with labor problems from the viewpoint of economic development 

• Doctoral Student， Hokkaido University 
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as wel1 as public peace. 

1. Labor union 

The fol1owing inc1udes a summary of the first paragraph. 

(1) On December 6， 1971 President Park dec1ared a state of national emergency 

and it was shortly followed by the enactment of the Spchial Measures Law for 

National Security and Defence， granting emergency powers to the President to 

tighten social controls. This law empowered local governments and the 

Administration of Labor Affairs (ALA) to mediate all labor disputes and to 

adjust collective bargainings. As a result， labor unions were severely restrict-

ed in their activities. Till then， collective bargainings had been protected 

rather than restricted， but col1ective actions had been restricted. After the 

enactment of the Special Measures Law， the govemnment began to restrict 

collective bargainings and made collective actions illegaI. The Park govern-

ment tightened the control of labor unions in the 1970s， not because increasing 

labor confIicts paralyzed industrial production， but because the government 

adopted the strategy of economic development which required direct invest-

ment from abroad and joint ventures. This law marked a new period in labor 

control and interventions of the government were enlarged. 

(2) With the rapid industrialization， labor unions have increased in number of 

both member and organization. The Park government continued to regulate 

organizations of labor unions. Early in the 1960s the Park government placed 

all labor unions under the control of the FKTU leaders establishing industrial 

unions and made other labor unions than the FKTU illegaI. Though the Park 

government expected industrial unions to be useful for the prevention of labor 

disputes， the system seems not to have functioned as was expected.While the 

only peak association was formally maintained， the Park government began to 

loose the internal connectedness of the national system about 1970， because it 

became concerned about the labor movement based on industrial unions. Thus 

industrial unions have become merely a name in the 1970s. This trend was 

promoted by interventions of the government extended to collective bargain-

ings and the negative leadership of the FKTU 

(3) Organized labor was a weak political force in the regime of the Park 

government. The reasons lay not only in socioeconomic factors， but also in 

government control of intervention and cooptation. The government agencies 

intervened effectively in labor confli 

I
 
I
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mittee reduced， but instead roles of the local government including police 

increased. The labor administration was eroded by the administrative machi-

nery of Home Affairs which was the backbone of the rule. This erosion can 

be be found in the jurisdiction of labor laws， the treatment of labor conflicts， 

and top executives of the ALA 

(4) 1n the 1960s FKTU played a leading part in the labor movement， but it never 

went to general strikes threatening the Park government. Early in the 1970s 

the Park government imposed restrictions on legal rights of labor unions， so 

that the leadership of the FKTU became more distorted. The FKTU support-

ed loyally the emergency declaration and the Yushin constitstion. It emphasiz-

ed the necessity of national defense and industrial peace. As a result， its 

activities inclined toward management of subordinate organizations and policy 

consultations with the government. The former was a serious problem be-

cause of government control and the labor movement from below protesting 

against the leadership of the FKTU. As soon as the Park government collaps-

ed， its protests spread among many labor unions. The new government in-

tervened extensively and succeeded in recovering the order of the FKTU. 

(5) Labor unions have been also restricted in political activities. 1n 1963 the 

Park government declared that an alliance between labor unions and political 

parties was illegal and it closed one of most important channels through which 

labor demands can be proposed as political issues. 1n the 1970s the Park 

government enlarged the interactions with the FKTU in the level of the 

national government， because labor movement was severly restricted and， in 

addition， the Park government needed the FKTU's support for policies of 

economic mobilization. These interactions were found in the National Diet 

and the adminitsrative organizations. 1n the latter halfof the 1970s， the Labor 

Management Friendly Meeting and W orker's Welfare Policy Deliberation 

Committee were established as organs of tripartite consultation in whiclT labor， 

capital， and the government interacted one another. Such cooptaion brought 

little gain to the FKTU and it resulted in reinforcing government control. 

Government control of labor unions was often repressive and political 

costs of such repressions increased in the latter half of the 1970s. Repressions 

of the labor movement initiated by young women ca 
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and to develop labor control to reform or rationalize labor.management 

relations in the level of the company. 
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